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コード
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各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請
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「措置
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「措置
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内
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類」の
特区推
進室の
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提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基
盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６
号）第２条第５項に定める農林漁業体験民宿業を経
営する場合、旅館業法施行令第１条第３項第１号に
規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないことと

する。（平成１５年４月実施予定）

Ｂ-2 Ⅲ Ｂ-2 Ⅲ 1007010 深川市
アグリビジ
ネス推進特
区

農林漁家が
民宿を行う
場合の旅館
業法上の規
制の緩和又
は撤廃

農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基
盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６
号）第２条第５項に定める農林漁業体験民宿業を経
営する場合、旅館業法施行令第１条第３項第１号に
規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないことと

する。（平成１５年４月実施予定）

Ｂ-2 Ⅲ Ｂ-2 Ⅲ 1222010

兵庫県
豊岡市
温泉町
日高町
城崎町

グリーン
ツーリズ
ム特区

農林漁家が
民宿を行う
場合の旅館
業法上の規
制の緩和又
は撤廃

農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基
盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６
号）第２条第５項に定める農林漁業体験民宿業を経
営する場合、旅館業法施行令第１条第３項第１号に
規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないことと

する。（平成１５年４月実施予定）

Ｂ-2 Ⅲ Ｂ-2 Ⅲ 1262010 宮崎県
神話・伝
説のふる
さと特区

農林漁家民
宿に対する
旅館業法上
の面積要件
の適用除外

農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基
盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６
号）第２条第５項に定める農林漁業体験民宿業を経
営する場合、旅館業法施行令第１条第３項第１号に
規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないことと

する。（平成１５年４月実施予定）

Ｂ-2 Ⅲ Ｂ-2 Ⅲ 1405030 掛川市

スローラ
イフ　ビ
レッジ掛
川特区構
想

市民農園に
併設する簡
易宿泊施設
や農家民泊
に係る旅館
業法の適用
除外

宮古島上水道企
業団による水源
涵養林造成の為
の土地購入を水
道事業の定義に
含めること

900020

　水道法において、水道施設とは、取水施設、浄水
施設等であって、水源涵養林は水道施設ではない
が、水道事業者が水源涵養林を整備することについ
ては特段の問題はない。

D-1 D-1 D-1 1166020 平良市
緑のダム
特区

水道事業に
関する定義
の拡大。

健康増進施設認
定規定の緩和

090004
0

温泉利用型健康増進施設については、新たな普及
版の認定要件について１４年度中に結論を得る。

Ｂ-2 Ｂ-2 Ｂ-2 1255010
天城湯ヶ
島町

保健医療
適用外温
泉療法特
区

健康増進施
設認定規定
第４条（認
定の基準）
第１項の設
備に関して
の認定要件

理美容所以外の
場所で理美容業
を行うことができ
る場合の範囲の

緩和

090007
0

理美容師が理美容所以外の場所で業を行うことが
できる場合の範囲は、現行、政令で掲げているもの
以外は都道府県等が規則等で定めることとされてい
る（なお、昨年１１月に地方分権推進の趣旨を踏ま
え政令改正を行い、都道府県等が条例で定めること

としたところ）。

Ｅ

通達で示される範囲の解釈にかかわらず、都道府
県等が規則等で定めることにより長野県の提案書
に記載された事業を実施することができるのか明確
化するとともに、これについて誤解なきよう都道府県
に対し周知できないか検討の上、回答されたい。

提案内容については、地域の実情や行為の状況に
照らし、理美容所以外の場所において理美容業を
行うことができることとされる特別の事情がある場合
に該当すると自治体において判断し、これを自治体
の条例等に位置付けることにより、現行制度でも対
応できるものと考えている。

D-1 D-1 1432010 長野県

高齢者の
ための出
張理・美
容室特区

理・美容所
以外の場所
で業務を行
うことがで
きる範囲の
緩和

農林漁家が民宿
を行う場合の旅
館業法上の面積
要件の撤廃

900010 B-2
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ネイルサロンに
係る美容所の規
制の緩和

090008
0

美容所の開設の届出に係る事務は、都道府県等の
自治事務であり、開設に係る届出の判断は当該施
設の実態に応じて各自治体において行われている
ところである。なお、美容師法の美容の範囲の解釈
については「美容師法の疑義について」（昭和42年
環衛第7030号回答）で示しているところであり、これ
に該当する業を行う施設については美容所の開設
の届出を要するものと解しているが、いわゆるネイ
ルアートのみを行う施設については美容所の開設
の届出は要しないものと解しているところである。

提案者の趣旨は、美容所の開設の届け出に係る判
断の基準が各自治体によって異なることを問題とし
ているものであり、この点についても検討し、回答さ
れたい。

美容所の開設の届出に係る事務は、都道府県等の
自治事務であり、開設に係る届出の判断は当該施
設の実態に応じて各自治体において行われている
ところである。美容師法の美容の範囲の解釈につい
ては「美容師法の疑義について」（昭和42年環衛第
7030号回答）を既に示しているところであり、これは
地方自治法に基づく技術的助言に位置付けられる
ものと考えている。国としてはこれが判断の基準に
なっていると考えており、これに該当する業を行う施
設については美容所の開設の届出を要するものと
解しているが、いわゆるネイルアートのみを行う施設
については美容所の開設の届出は要しないものと
解しているところである。

Ｅ

美容所の開設の届け出を要する事業の範囲は次の
いずれか明確化するとともに、これについて誤解な
きよう都道府県に対し周知できないか検討の上、回
答されたい。
①ネイルアート(マニュキアを塗った後に宝石など
や、絵の具で絵付けをすること）
②ネイルアート＋マニュキア・ペディキュア
③ネイルアート＋マニュキア・ペディキュア＋爪を削
る等のケア

美容所の開設の届出に係る事務は、都道府県等の
自治事務であり、開設に係る届出の判断は当該施
設の実態に応じて各自治体において行われている
ところである。美容師法の美容の範囲の解釈につい
ては「美容師法の疑義について」（昭和42年環衛第
7030号回答）を示しているところであり、これに該当
する業を行う施設については美容所の開設の届出
を要するものと解しているが、いわゆるネイルアート
を行う施設については美容所の開設の届出は要し
ないものと解しているところである。

D-1 D-1 2003010
株式会社
ザ・ク
イック

ネイルサ
ロンを美
容院とは
別の業態
とし、ネ
イル技術
者（ネイ
リスト）
を美容師
とは別の
職業とす
るよう、
昭和33年
の「美容
師法の運
用につい
て」の通
達改正の
ご提案

改正提案文　1-「理容師

法及び美容師法の運用に

ついて」（昭和33年8月6

日、33衛公環発第586

号、各保健所課長あて衛

生局公衆衛生部長）に記

載された、美容とは、

「パーマネントウエー

ブ、結髪、化粧、洗髪、

養毛、養皮、美爪、白髪

染等顔面、頭髪、手指等

の整容の作業」であると

いう通達から「美爪、手

指」をとり、美容とは、

「パーマネントウエー

ブ、結髪、化粧、洗髪、

養毛、養皮、白髪染等顔

面、頭髪等の整容の作

業」と改正する。

2-昭和42年に「美容師法

の疑義について」という

厚生省環境衛生局環境衛

生課長から東京都衛生局

公衆衛生部長宛の回答に

おける、「美容とは、通

常首から上の容姿を美し

くするために用いられも

のであり、それが多少拡

張される場合にもマニュ

キア、ペディキュア程度

にとどまるものとして解

すべきである。」から、

「それが多少拡張される

場合にもマニュキア、ぺ

ディキュア程度にとどま

るものとして解すべきで

ある。」をとり、「美容

とは、通常首から上の容

姿を美しくするために用

いられるものである」と

建設及び運営に
関する許可権限
の付与

090009
0

E　健康増進施設認定規程には建築許可に関する
規定は存在しない。なお、温泉利用型健康増進施設
について、新たな普及版の認定要件について１４年
度中に結論を得るものである。

E E E 2005120

ＮＰＯ法
人申請中
Ｉ・Ｈ・
Ｈ・Ｓグ
ループ

国民の健
康回復と
と、医療
費の縮小

３０兆円／
念の医療費
を、３兆円
／年に縮小
するクリス
タルドーム
建設運営の
許可がほし
い。

水質浄化と非常
時の飲料水確保
における関係諸
法令の緩和

090010
0

E　災害対策用の応急給水施設として臨時に施設さ
れるものは水道法上の水道にあたらないため。

E E E 2167010
（有）板
倉工業

自然水源
の水質浄
化及び飲
用精製装
置の整備

水質浄化と
非常時の飲
料水確保に
おける関係
諸法令の緩

和

行政財産の貸
付許可要件の

緩和

090011
0

　本件については、国立公衆衛生院は、多極分散型
国土形成促進法（昭和６３年法律第８３号）第４条第
１項に基づき、昭和６３年７月の閣議において国の
行政機関等の移転対象機関として決定され、特定
国有財産整備特別会計（特々会計）を活用して、新
庁舎を整備している。従って、新施設の整備に伴
い、今後、速やかに現施設は行政財産の用途を廃
止し、処分財産として財務省（特々会計）に引き継が
れて処分することになる。
　この用途廃止までの間については、本件について
は現行規定で対処可能であると考える。

Ｄ ー Ｄ ー D-1 2073010

財団法人
パブリッ
クヘルス
リサーチ
センター

産学協同
TR支援特
区

行政財産の
貸付許可要
件の緩和

行政財産の廉
価使用

090011
0

税・補助金等は対象としないという特区全体の
考え方からすると、行政財産の廉価使用は適当
でないと考える。

F ー F ー F 2073020

財団法人
パブリッ
クヘルス
リサーチ
センター

産学協同
TR支援特
区

行政財産の
廉価使用
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事項（事項
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施設基準等は都道府県が定めることとされてお
り、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が
所管しており、当該自治体内で検討・実施する

ことで差し支えない。

Ｄ-１ Ｄ-１ 1096020 石川県

グリー
ン・ツー
リズム促
進特区

食品衛生法
における、
厨房等の設
備基準の適
用除外

施設基準等は都道府県が定めることとされてお
り、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が
所管しており、当該自治体内で検討・実施する
ことで差し支えない。

都道府県知事が、自らの判断で施設基準等を定め
ることを制限するような、ガイドライン等を技術的助
言等により示しているなどということはないか。
提案者の要望は、１つの製造所で複数の農産加工
品が作れるよう、期間営業で、なおかつ営業時期が
明確に区分されている場合の営業許可の基準緩和
であるが、これも可能であると解して良いか。

　営業施設基準の準則につき、通知を発出している
（昭和32年9月9日衛環発第43号別添）が、これは都
道府県知事が自らの判断で施設基準等を定めるこ
とを制限する趣旨のものではない。
　なお、今回提案のあったイチゴジャム・漬物の製造
については特段営業の許可を必要とせず、ミカン
ジュースの製造のみが清涼飲料水製造業の許可が
必要となる。また、１つの製造所において複数の農
産加工品を製造する場合の営業許可については、
当該自治体内において個別に検討・実施することで
可能であり、期間営業の場合等であって、それによ
り知事が公衆衛生上支障がないと認めた施設基準
についても同様である。

D-1 D-1 1132010 柳井市
農産加工
特区

農産加工に
おける営業
条件の緩和

施設基準等は都道府県が定めることとされてお
り、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が
所管しており、当該自治体内で検討・実施する

ことで差し支えない。

都道府県知事が、自らの判断で施設基準等を定め
ることを制限するような、ガイドライン等を技術的助
言等により示しているなどということはないか。

営業施設基準の準則につき、通知を発出している
（昭和32年9月9日衛環発第43号別添）が、これは都
道府県知事が自らの判断で施設基準等を定めるこ
とを制限する趣旨のものではない。

D-1 D-1 1396050
東京都多
摩市

多摩セン
ター地区
経済活性
化特区

食品衛生法
に係る営業
許可基準の
緩和

施設基準等は都道府県が定めることとされてお
り、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が
所管しており、当該自治体内で検討・実施する

ことで差し支えない。

都道府県知事が、自らの判断で施設基準等を定め
ることを制限するような、ガイドライン等を技術的助
言等により示しているなどということはないか。

営業施設基準の準則につき、通知を発出している
（昭和32年9月9日衛環発第43号別添）が、これは都
道府県知事が自らの判断で施設基準等を定めるこ
とを制限する趣旨のものではない。

D-1 D-1 1405040 掛川市

スローラ
イフ　ビ
レッジ掛
川特区構
想

市民農園に
併設する簡
易宿泊施設
や農家民泊
施設に係る
食品衛生法
の適用除外

施設基準等は都道府県が定めることとされてお
り、かつ、営業許可自体も都道府県等自治体が
所管しており、当該自治体内で検討・実施する

ことで差し支えない。

都道府県知事が、自らの判断で施設基準等を定め
ることを制限するような、ガイドライン等を技術的助
言等により示しているなどということはないか。

営業施設基準の準則につき、通知を発出している
（昭和32年9月9日衛環発第43号別添）が、これは都
道府県知事が自らの判断で施設基準等を定めるこ
とを制限する趣旨のものではない。

D-1 D-1 2033010

北見商工
会議所、
北見市商
店街振興
組合連合
会

中心市街
地活性化
特区

道路法、道
路交通法、
食品衛生法

ホタテガイの処
理加工に関す
る規制の緩和

090013
0

「麻痺性貝毒発生時期におけるホタテガイの処
理加工等管理要領」（平成11年７月改正）につい
ては、漁協で作成された自主基準であり、北海
道における関係部局に相談の上、協議を行い
解決を図ることが適切であると考えられる。

Ｄ-１ Ｄ-１ D-1 1101160 湧別町

サロマ湖
地域循環
型社会特
区

ホタテガイ
の処理加工
に関する規
制の緩和

食品衛生法に
係る営業許可
基準の緩和

090012
0

D-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

ＣＩＱの業務委
託による一元化

090015
0

検疫所における輸入食品の監視業務は、公衆衛生上の危
害の発生防止の目的で諸外国と連携して対応する必要が
あること、輸入時に統一的な取組を行うことが効率的であ
ること等から、国が実施すべき業務である。また、検疫業
務についても、国際保健規則（ＩＨＲ）において保健主管庁
の職員が責任を持って行うべきとされている業務であり、
検疫感染症の隔離、停留の要否の判断等、国民の権利に
直接影響を及ぼす公権力の行使を行うものであることから
国が実施すべき業務である。なお、手続きの時間短縮等
については、これまでに貨物到着前に審査を行う事前届
出制度の導入を行ったほか、港湾手続の関連府省と連携
して平成15年の７月中に輸出入・港湾諸手続のシングル

ウインドウ化を実現することとしている。

Ｃ Ⅰ Ｃ Ⅰ C-1 1246010 茨城県
国際物流
特区

ＣＩＱの業
務委託によ
る一元化

輸入食品等の
検疫

のフルオープン
化（２４時間・３６
４日化）

090016
0

「新総合物流施策大綱」等においても港湾物流
の国際競争力強化の観点から港湾の24時間フ
ルオープン化に向けた取組が求められており、
具体的な要望があれば対応することとしてい

る。

D-1 － D-1 － D-1 1323080
横浜市
港湾局

国際物流
特区

輸入食品等
の検疫

のフルオー
プン化（２
４時間・３
６４日化）

輸入動植物類
や輸入食品等
の検疫業務を
簡素化するた
めの制度の確

立

090017
0

「新総合物流施策大綱」等においても港湾物流
の国際競争力強化の観点から、全国規模で港
湾の24時間フルオープン化への対応や港湾諸
手続のワンストップサービス化による簡素化、
迅速化が求められており、これまでに貨物到着
前に審査を行う事前届出制度の導入を行った
ほか、関連府省と連携して平成15年の７月中に
港湾諸手続のシングルウインドウ化を実現する
こととしている。

Ｂ － Ｂ － B-2 1323090
横浜市
港湾局

国際物流
特区

輸入動植物
類や輸入食
品等の検疫
業務を簡素
化するため
の制度の確

立

特別用途食品
の許可手続き
の迅速化

090020
0

　特定保健用食品の審査については、現行でも
過去に類似の申請があった場合等、安全性等
が確認できるものについては、審査や提出書類
の簡素化を図り事務処理期間を短縮していると

ころである。
　また、一部の地域からの申請に限定して、審
査を迅速化することは、それ以外の地域からの
申請の遅延につながることにもなり、公平性の

観点から不適切である。

提案者の要望は、標準的事務処理期間を３ヶ月に
短縮するというものであるが、これについてどの程
度実現され得るのか、具体的に示されたい。

特定保健用食品の審査のさらなる簡素化、迅速化
についての要望がある一方、その安全性や効果の
審査については、生命、身体の安全に係わる問題で
あることから慎重な対応が求められているところで
ある。
　こうした両要素を勘案して、事務処理を行う努力目
標として、６ヶ月間という期間を設けているところであ
り、個々の申請についてみれば、６ヶ月間を要してい
ないものも、これを超えるものもある。
　これ以上の対応については、単純に標準的事務
処理期間を短縮できるものではなく、一律の対応は
困難である。

C C C-1 1446030 長野県
生涯健康
都市形成
支援特区

特別用途食
品の許可手
続きの簡素

化
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

日本乳がんセ
ンターの新設

090022
0

本提案は、国の財政措置による新しい国立施
設の設置を求める要望であるため。

F Ⅱ F Ⅱ F 2016010

日本乳が
んセン
ターの新
設

日本初の
国立単一
臓器がん
センター
の新設

国立として
公有地に設
立、建築す
る。特定機
能病院の認
可のもと運
営は自助努
力する

保健衛生上必
要性の高い製
品の優先審査

090023
0

医療上の必要性があれば、特区であるかどうか
にかかわらず優先的に審査を行う。なお、医療
機器全般の承認審査の迅速化を図るため平成
１６年４月に独立行政法人医薬品医療機器総合

機構を設置する。

Ｄ-１ Ｄ-１ D-1 1208020 福島県
知的創
造・開発
特区

医療用具製
造承認の標
準的事務処
理期間の短

縮

医療用具製造
に係る承認制
度の届出制度
への変更

090024
0

ＥＵ、米国ともに管理医療機器及び高度管理医
療機器に相当する医療機器について、届出の
みでは市販を認めておらず、わが国のみが規

制を緩くすることは困難である。

提案の趣旨は、リスクの程度に応じて承認制度を届
出制に緩和するものであり、この観点から、提案内
容を実現できないか、検討し、回答されたい。

リスクに応じた医療機器のクラス分類については、
改正薬事法の施行準備の中で、国際的なルールに
従って現在検討を進めており、そのリスクの程度に
応じて、国の承認が必要なもの、第三者認証が必要
なもの、企業の自己認証でいいものに分類すること
としている。（平成１７年度施行予定）　　　　　　ただ
し、「管理医療機器」に相当するクラスについては、
ＥＵでは第三者認証を必要とし、米国では国の審査
を必要としており、わが国のみ届出制度に移行する
合理的理由がない。

Ｃ

提案者からの意見では「新医療用具を除く改良医療
用具等について届出制にすることは可能ではない
か」、「実績のある事業者については自己責任にお
いて安全性等を確保できる」とあり、これを踏まえ具
体的に検討し、回答されたい。

改良医療用具等であっても一定レベル以上のリスク
があるものについて、それが既存品と比べて同等レ
ベルの有効性、安全性があることを確認するために
は、検査データ等を添付して確認しなければそれを
担保できるものではない。なお、リスクの低いものに
ついては、現在でも、企業の自己確認を認めてお
り、承認不要としている。また、実績のある事業者と
言えども医療用具については、販売製品の有効性、
安全性の確保が十分に実施できていないケースも
散見されるとともに、何をもって実績のある事業者と
言えるのか明確な仕分けは困難である。

Ｃ C-1 1208030 福島県
知的創
造・開発
特区

外国承認医
療用具の輸
入承認制度
の届出制度
への変更、
未承認薬、
欧米認可薬
剤の利用の
自由化

（医療用具
製造に係る
承認制度の
届出制度へ
の変更）

医療用具製造業者の製造品目の追加・変更に
係る許可制度の届出制度への変更について
は、平成１７年７月を目途に実施されることとな
る。しかしながら、製造販売承認制度への移行
に伴い、現行の国と各都道府県で共有している
承認許可管理システムを変更する必要がある
が、新システムの開発には相当程度かかる見
込みであり、改正薬事法の施行を前倒しするこ

とは困難である。

Ｃ Ｃ 1208040 福島県
知的創
造・開発
特区

医療用具製
造者の製造
品目の変
更・追加に
係る許可制
度の届出制
度への変更

区分許可制度の弾力的運用については、平成
１７年７月を目途に実施されることとなる。しかし
ながら、製造販売承認制度への移行に伴い、現
行の国と各都道府県で共有している承認許可
管理システムを変更する必要があるが、新シス
テムの開発には相当程度かかる見込みであり、
改正薬事法の施行を前倒しすることは困難であ

る。

Ｃ Ｃ 1208050 福島県
知的創
造・開発
特区

区分許可制
度の弾力的
運用（改良
医療用具、
後発医療用
具の製造に
係る全工程
の委託の容
認）の早期
施行

090025
0

医療用具に係
る許可制度の
弾力化等の改
正薬事法の施
行の前倒し

C-2
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

医療用具のＧＭＰ（製造管理及び品質管理規則）及びＧＭ
ＰＩ（輸入販売管理及び品質管理規則）省令については，今
般の薬事法改正（平成１４年７月３１日公布）に伴い，医療
機器の国際的な品質規格であるISO13485を踏まえた全面
的な改正を行うことを予定しており，文書類の保存につい
ては当該国際規格との整合化の一環として，電子媒体を
含む書面以外の媒体による作成・保存を可能とすることを
予定している。現在，改正薬事法の施行時期と同じ平成１
７年度より，文書類の電子媒体保存を含む当該国際規格
を踏まえた制度の一体的な導入を図るべく，関係団体と協

議を行いつつ省令の改正作業を進めている。

特区において先行実施できないか、検討されたい。
また、17年度実施予定であるならば、措置区分は
「Ｃ」となるのではないか。

電子媒体での保管・運用を導入するにあたっては、
故意又は過失による書き換え、消去等を防止する観
点から、その管理方法を含む技術的な基準の作成
が必要である。現在、平成１７年度の国際規格の導
入も踏まえその作業を進めているところであり、その
ような基準がない中での先行実施は困難である。

Ｂ-1 Ⅲ Ｂ-1 Ⅲ 1208060 福島県
知的創
造・開発
特区

医療機器を
製造するた
めに必要な
品質文書の
運用基準の
緩和

（文書での
保管・運用

→
電磁媒体で
の保管・運
用）

ＧＭＰ監査の緩
和

090028
0

ＧＭＰ査察は，統一された手法及びレベルで実施されるべ
きものであるため，政府による査察手法及びレベルの確認
が行われていない認証機関から発行された適合認証書を
もって，都道府県によって行われる査察に代えることは適

当ではないと考える。
　なお，平成１７年度の改正薬事法の施行に伴い，

ISO13485を踏まえたGMPの改正を行うと共に，低リスクの
医療機器については都道府県による査察システムから政
府が認定した認証機関による認証及びGMP査察のシステ
ムに移行することを予定している。このような新たな制度
の実施の中で，都道府県と認証機関の役割分担等その取

扱いを検討していきたいと考えている。

貴省の回答では、「取扱いを検討していきたい」との
ことであるが、特区において先行実施し、検証するこ
とは有効と考える。
この観点から検討し、回答されたい。

政府が認定した認証機関によるＧＭＰ査察について
は、平成１７年７月を目途に実施することが予定され
ている。このため、このようなシステムが存在しない
現行法制下で先行実施した場合、査察手法及び査
察レベルの確認が行われていない認証機関による
査察結果を受け入れることになるため、製造所のＧ
ＭＰ適合性に係る信頼性が担保できない。したがっ
て、保健衛生上の危害防止の観点から実施困難で
ある。

Ｃ

提案者からの意見では「ISOの査察手法等について
政府があらかじめ確認を行えば、ISOの適合認証書
をもって、都道府県によって行われる査察に代える
ことは可能ではないか」とあり、これを踏まえ具体的
に検討し、回答されたい。

リスクが低い医療機器については、平成１７年度よ
り、第三者認証機関による認証制度が導入されるこ
ととなっている。この制度を開始するためには、第三
者認証機関に係る登録基準を策定する必要がある
ほか、医療機器をリスク別に分類し、さらに、低リス
クに分類される医療機器について、製品ごとに有効
性・安全性等に係る認証のための基準を定める必
要がある。また、この第三者認証制度は新設される
制度であるため、第三者認証機関に対し、査察の実
施方法等の業務遂行に当たって必要な事項につい
て研修も行っていく必要がある。このような準備作業
には相当な時間が必要であり、第三者認証制度に
移行するための環境が整っていない現段階で、先行
して制度を開始することはできない。
なお、リスクの高い医療機器は、不良品発生の場合
の保健衛生上の問題の大きさに鑑み、行政機関に
よる査察が必要と考える。

Ｃ C-1 1208070 福島県
知的創
造・開発
特区

ＧＭＰ監査
の緩和

治験の届出の
電磁的方法の

容認

090030
0

医師主導治験の施行時（平成１５年７月目途）に
電子届出でも届け出可能とする予定。

Ｂ
Ⅲ又は
Ⅳ

Ｂ
Ⅲ又
はⅣ

B-1 1250060
福岡県・
久留米市

福岡アジ
アビジネ
ス特区
（久留米
アジアバ
イオ地
区）

医師主導治
験の電子届

出

医療用具・医薬
品の承認審査
の迅速化

090033
0

医療上の必要性があれば、特区であるかどうか
にかかわらず優先的に審査を行う。なお、医療
機器、医薬品全般の承認審査の迅速化を図る
ため平成１６年４月に独立行政法人医薬品医療

機器総合機構を設置する。

Ｄ-１ Ｄ-１ D-1 1446040 長野県
生涯健康
都市形成
支援特区

医療用具・
医薬品の承
認審査の迅
速化
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

国内未承認の
医療材料の使
用の自由化容

認

090035
0

保健衛生上の危害防止の観点から、未承認の
薬物及び器具器械を製造・販売することは認め
られない。なお、当該製品を継続的に輸入し、
提供する趣旨であれば、薬事法の下で治験とし
ての臨床的な研究を進め、当該製品の承認を

取得する方向で検討されたい。

提案では、院内に選考委員会を設置し、国と同レベ
ルの審査機能を維持する代替措置が示されており、
特区において実現できないか、具体的に検討し、回
答されたい。

国と同レベルの審査機能を有していることを担保す
る手段もなく、承認審査に対する責任は国会審議に
おいても、厚生労働大臣の責任で行うことが求めら
れているところである。

Ｃ

侵襲性の低い医療材料については、物品の安全性
の確保について安全性審査基準を設け、安全なも
ののみを医療の現場で用いることは認められるので
はないか、具体的に検討し、回答されたい。

今回の提案は、学内の審査委員会が当該製品の審
査、安全対策を行うことで薬事法の規制を免除すべ
きとの提案と理解している。しかし、患者の生命・安
全に関わる医療用具については、国民の立場に立
てば、その安全性、有効性、品質を確保すること、事
故が生じた場合の対応等の責任について客観的か
つ適正なものとし、さらにはこれらを明確にするため
の法的な裏付けが不可欠である。特に、医療用具
は品質不良による事故が多く、個々の使用製品が
不良品でないかどうかのチェックをどのように大学病
院で行いうるのかその体制についても考える必要が
ある。
なお、当該医療機関関係者が薬事法上の輸入販売
業者として大臣の承認を得て当該医療材料の提供
を行うことは可能であること、また、低リスクの医療
用具に関して、平成１７年度に施行される改正薬事
法の第三者機関認証制度を利用し、厚生労働大臣
の承認に代わる認定認証機関による認証を取得す
る可能性も検討するべきである。

Ｃ C-1 2088030
東京大学
医学部附
属病院

健康づく
り特区

侵襲性が低
い新規医療
器具や医薬
品の本人承
諾による迅
速な使用

薬事法の下で治験としての臨床的な研究を進
め、当該製品の承認を取得すれば、継続的に
当該医薬品を提供することが可能となる。

提案では、「薬事法による医薬品の製造・販売に関
する規制は存在するが、共同製剤されたFDG製剤を
複数の病院に供給することについては容認も否認も
されていない。」とあるが、容認されるのか、否認さ
れるのか、明確に示されたい。

病院内で製剤された医薬品について、複数の他施
設に授与することは薬事法上認められない。

Ｄ-１ Ｄ-１ 2133020

東京医科
歯科大学
大学院
医療経済
学分野

包括的医
療特区
「文京医
療クラス
ター」

共同製剤さ
れたFDG製
剤を複数の
病院に供給
することの
容認

薬事法の下で治験としての臨床的な研究を進
め、当該製品の承認を取得すれば、継続的に
当該医薬品を提供することが可能となる。

提案では、「薬事法による医薬品の製造・販売に関
する規制は存在するが、共同製剤されたFDG製剤を
複数の病院に供給することについては容認も否認も
されていない。」とあるが、容認されるのか、否認さ
れるのか、明確に示されたい。

病院内で製剤された医薬品について、複数の他施
設に授与することは薬事法上認められない。

Ｄ-１ Ｄ-１ 2133030

東京医科
歯科大学
大学院
医療経済
学分野

包括的医
療特区
「文京医
療クラス
ター」

共同製剤さ
れたFDG製
剤を保険診
療において
用いること
の容認

ある病院が所有する診療機器を他の病院と共同利
用をすることは禁止されておらず、また、本件のよう
に各病院から独立して共同診断センターを設け、当
該施設で診療の補助行為を業として行う場合には、
当該センターについて診療所としての届出を行えば
可能。

Ｄ-１ Ｄ-１ 2133010

東京医科
歯科大学
大学院　医
療経済学
分野

包括的医
療特区「文
京医療クラ
スター」

診療用放射
線同位元素
を備える届
出を複数の
病院で一括
することの容
認

未承認薬の利
用の自由化容

認

090086
0

　保健衛生上の危害発生の防止の観点から、
無承認無許可医薬品を輸入、製造及び授与す
ることは認められない。なお、将来的な製品化を
図る目的とする趣旨であれば、薬事法の下で治
験としての臨床的な研究を進め、当該製品の承

認を取得する方向で検討されたい。

海外で長年の実績がある等、一定の安全性が確認
されているものは特区において対応できないか検討
し、回答されたい。

国際的に見ても、他国における承認の事実のみを
もって自国の承認を与えているものではなく、国内で
承認審査手続きに係らしめているのが現状である。
日本においても、外国での使用経験が必ずしも安全
性を保証するものではなく、我が国における承認を
不要とすることできない。
したがって、未承認薬の使用の倫理性、補償等の措
置を明確にした治験制度の下で提供できるのであ
れば、将来的な承認を意図して治験として行うべき
である。

C C C-1 1331020
具志川市・
勝連町・
与那城町

健康長寿
産業振興
特区

「特定医療
費制度適用
の拡大に関
する特例に
ついて」

共同製剤された
FDG製剤を複数
の病院に供給
することの容認

提案者からの意見では「提案はクローズドな組織で
サイクロトロンおよびFDG合成装置を共同所有しよう
とするもの」、「FDGの半減期が２時間と極めて短い
ことを考えると、文京区のような大学附属病院が集
積した立地で同提案を実現することは医療費の適
正化に資するのみならず、患者の利益にもなる」と
あり、これについて具体的に検討し、回答されたい。

院内製剤された未承認薬を病院内で自家消費する
ことは可能であるが、複数の他施設に授与すること
は、薬事法上認められていない。一方、未承認薬の
合法的な提供には治験の枠組みが既にあり、本件
については、将来的にも医療として継続的に提供す
ることが求められる性格のものであることから、治験
の本来の主旨である薬事法の下での承認を目指
し、当該枠組みの中で科学的、倫理的な規則に準
拠し、試験研究目的の使用を行うべき性格のもので
あると考えている。なお、治験については、医療機関
が主体となって行う枠組みも平成15年7月に施行さ
れる改正薬事法において整備されるところでもあ
る。

090036
0

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

配送拠点にお
ける管理薬剤
師配置義務撤

廃

090029
0

配送拠点といえど、一時的であれ医薬品が保管
されることになるため、卸売一般販売業許可を
受けるべきであると考えており、保健衛生上の
危害を防止する観点から、それぞれの医薬品
の特性に応じた適切な保管及び品質管理を行
う上で、医薬品の特性等に係る専門的な知識を
有する者としての薬剤師が最低でも一人は必要

と考える。

自治体からの提案には、「特例の対象となる範囲を
特区内に限り、かつ適正な保管管理方法等の代替
措置を講ずる。」としており、特区において対応でき
ないか、具体的に検討し、回答されたい。

「適正な保管管理方法等の代替措置」とあるが、適
正な保管管理等を行うためには、保健衛生上の危
害の発生を防止する観点から、実地において、それ
ぞれの医薬品の特性等に係る専門知識を有した薬
剤師が直接、医薬品を保管・管理する必要があると
考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配
送依頼のもと、医薬品がきちんと梱包された状態
で、配送のために一時的に保管されるようなところで
あれば、従来から薬剤師の配置は必要なく、あらか
じめ医薬品を貯蔵しておき、医療機関等の注文を受
けて、医薬品を卸す行為を行うようなところであれ
ば、卸売一般販売業の許可が必要となり、薬剤師を
配置する必要があると考えている。それに関し、全
国薬務主管課長会議等において周知を図ることとす
る。

C
↓
B-1

C
↓
B-1

B-1 1246140 茨城県
国際物流
特区

医薬品の保
管場所にお
ける薬剤師
の配置の撤

廃

配置薬の事業
所配置

090031
0

事業所における配置販売については、対象が
不特定多数におよび、適正に医薬品を使用する
ための十分な服薬指導が行き届かないため保
健衛生上の危害が発生するおそれがあり、適

当でない。

職場の衛生管理者を明確にし、服薬指導を行うなど
の代替措置を講じることにより、特区において実現
できないか、検討し、回答されたい。

配置販売業においては、副作用情報等に関する十
分な服薬指導等を行う責務は販売業者にあり、配置
薬を使用する対象が特定少数の家族等に限定され
ている。その責務を職場の衛生管理者が負い、不特
定多数の人に対し、医薬品を適正に使用するため
の十分な服薬指導等を行うことは困難である。この
ように保健衛生上の危害が発生するおそれがある
措置は認められない。

Ｃ

提案者からの意見では「配置箱は事業所内の社員
のみが立ち入る事務所に設置し、薬剤説明文も添
付することを義務づけることにより、保健衛生上の
危害防止が可能」とあり、これを踏まえ具体的に検
討し、回答されたい。

医薬品の添付文書には必要な情報を記載しており、
特に、一般用医薬品の添付文書については、平易
に、わかりやすく記載しているところである。しかしな
がら、一般の消費者は薬の専門家ではないため、医
薬品の作用や注意が必要な点に関する理解・対応
が不十分な場合には、医薬品の不適正な使用や副
作用等が発生するおそれがあり、これは、薬剤説明
文を添付したとしても同様である。
このため、配置販売業者により医薬品の副作用等
について十分な情報提供等を行うことが必要であ
る。
このため、提案者からの意見を受けいれることはで
きない。

Ｃ C-1 1303010 奈良県
「大和の
薬」の販
売特区

配置薬の事
業所配置

イベントでの配
置薬の特例販
売業許可

090032
0

イベントの仮店舗による特例販売については、
責任の所在が明らかでなく、また、対象が不特
定多数におよぶため保健衛生上の危害が発生

するおそれがあり、適当でない。

地方公共団体が責任を担保するなど適切な代替措
置を講じれば、特区において実現できないか、検討
し、回答されたい。

医薬品の販売は、保健衛生上の危害発生を防止す
る観点から、十分な服薬指導を行うため、薬剤師を
配置し、一定の構造設備を整えた上で、医薬品一般
販売業等の許可を得て行うのが原則である。
一方、特例販売業の許可は、当該地域における薬
局及び医薬品販売業の普及が十分でない場合等
に、販売する医薬品を限定するなどして、例外的に
認めているものである。
提案がイベントの仮店舗で医薬品を販売するという
趣旨であれば、都道府県等が、設置された仮店舗
の構造設備の確認などの事務処理の迅速化等を図
り、医薬品一般販売業の許可を適用することで対応
可能と考える。

Ｃ、D-
1

Ｃ、D-
1

D-1 1303020 奈良県
「大和の
薬」の販
売特区

イベントで
の配置薬の
特例販売業
許可

被保護世帯に
係る介護保険
料（生活扶助費
として支給）及
び公営住宅の
家賃（住宅扶助
費として支給）
を、福祉事務所
が委任状の徴
取を要せずに
当該被保護世
帯の扶助費か
ら直接支払える
ようにすること

090038
0

○　本件は全国的に対応すべき事柄であり、そ
の方向で検討したいと考えている。
○　なお、生活保護法の改正が必要な事項であ
るため、特区法の改正とあわせて生活保護法の
一括改正をお願いしたい。

貴省の回答では、自治体からの提案に対応している
のかが不明のため、この点について、どのように対
応されるのか、具体的に検討し、回答されたい。
なお、生活保護法の改正は、今通常国会で行うこと
を想定しているのか。

○　被保護世帯に係る介護保険料及び公営住宅の
家賃について、当該被保護世帯が滞納した場合に
は、福祉事務所が委任状の徴取を要せずに当該被
保護世帯の扶助費から直接支払うことができるよう
にすることを考えている。
○　今回の要望を措置するに当たっては、福祉事務
所による家賃の直接支払いを公営住宅以外にも認
めるべきかどうか等について、検討に時間を要する
ため、今通常国会において生活保護法の改正を行
うことは予定していないが、次回の提案募集時の特
区法の改正にあわせて生活保護法の一括改正をお
願いしたい。なお、特区法の改正にあわせた生活保
護法の一括改正が困難であれば、介護保険法の施
行後５年を目途とした介護保険制度全般の見直しの
中で対応することを考えている。

B-1 Ⅰ B-1 Ⅰ C-2 1044010 川口市

生活保護
受給者に
係る公営
住宅家賃
及び介護
保険料の
福祉事務
所による
控除・納
入の特例

生活保護法
に特例を設
け、福祉事
務所が介護
保険料及び
公営住宅の
家賃を控
除・納入で
きるように
する。
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

効率的な社会
福祉活動を展
開するため、社
会福祉事業団
と社会福祉協
議会を統合、社
会福祉協議会
に一本化した場
合に、市町村等
が設置する施
設の委託の容

認

090039
0

○ 　市町村社会福祉協議会は、事業者間の連絡調
整、社会福祉活動への住民参加を推進する事業等
を通じ、地域福祉の推進を図ることを目的とする団
体であり、一義的には社会福祉施設の経営を行うこ
とは想定されていない。
○ 　しかしながら、地域の実情に応じ、本来の目的
を達成するためには必要な事業を実施する上で支
障を来さない場合には、通所施設の経営や、市町村
等が設置した入所施設の受託経営を行っても差し
支えないこととしているところである。（社会福祉法
人の認可について　平成12年12月１日　障企５９、
社援企３５、老計５２、児企３３）

提案者の要望は、「効率的な社会福祉活動を展開
するため、社会福祉事業団と社会福祉協議会を統
合、社会福祉協議会に一本化した場合に、市町村
等が設置する施設の委託を認める。」というものだ
が、この内容は実現されるものと解して良いか。

○社会福祉協議会は、制度上、地域の実情に応じ、
本来の目的を達成するために必要な事業を実施す
る上で支障を来さない場合には、通所施設の経営
や、市町村等が設置した入所施設の受託経営を
行っても差し支えないこととされている。
○したがって、都道府県等の所轄庁において支障
がないと判断した場合には、受託経営を行うことが
可能である。

D-1 - D-1 - D-1 1278010 鹿沼市
社協・事
業団統合
特区

昭和46年7
月16日付
社庶第121
号厚生省社
会局長・児
童家庭局長
連名通知に
基づく指導
の規制の特

例

　障害者福祉に
熱意のある者が
社会福祉法人の
認可を受け小規
模授産施設を運
営しようとする場
合における、土
地、建物の借入
を前提とした、法
人設立の際の資
産要件の緩和（１
０００万→３００
万）

900400

○ 　障害者の小規模授産施設の経営については、
所轄庁の許可を受けることにより、社会福祉法人に
限らず民間企業等その他の法人や個人においても
行うことが可能である。

提案内容は、資産要件の引下げを求めるものであ
り、この点について検討し、回答されたい。

○要望においては、授産施設又は小規模授産施設
は社会福祉法人でなければ運営できないとの前提
の下、社会福祉法人の設立に係る資産要件の緩和
が求められているところ。
○しかしながら、授産施設又は小規模授産施設は、
所轄庁たる都道府県等の許可を受けることにより、
社会福祉法人に限らず民間企業その他の法人や個
人においても行うことが可能なのであって、この場合
においては、社会福祉関係法令上、特段の資産要
件は課せられていない。
○なお、その場合においても、社会福祉法人が事業
を実施することを前提として、当該法人の設立に係
る資産要件の緩和を求めるものであれば、それは
社会福祉法人制度において講じられている税制上
及び財政上の優遇措置に関する要望と同様であ
る。

D-1

施設用不動産の自己所有要件の代わりに１０００万
円の資産要件を課しているが、なぜ資産が不動産
自己所有の代替となるのか、施設用不動産の自己
所有要件自体の撤廃を認めた文部科学省所管の特
例を踏まえ、具体的に検討し、回答されたい。

○社会福祉法第２５条は、社会福祉法人が社会福
祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない
旨規定しているが、当該規定は、社会福祉事業を安
定的・持続的に経営していくために、確固とした経営
基盤を有していることが必要であることから設けられ
たものであり、社会福祉法人は、不動産、現金、金
融資産等の資産を自己保有することが当然の原則
となる。
なお、社会福祉法人は、戦後、財団法人から特別法
法人に移行したものであり、同条はこうした経緯を踏
まえたものである。
○このため、社会福祉法人が施設を経営する場合
においては、原則として、当該施設の用に供する不
動産の自己所有を求めているところであり、これを
国、地方公共団体等から貸与等を受けて行う場合
には、自己所有の資産として、一定の基本財産を求
めているものである。
○この場合において、どの程度の基本財産を所有
すべきかは、法人格の付与に係る社会通念に照ら
して定められるべきものであるが、都道府県所管の
財団法人が、平均で２．３億円以上の基本財産を有
していること、社会福祉法人が財政上・税制上の公
的助成を受けられることにかんがみれば、現行の資
産要件は、著しく高額とは認められない。

D-1 C-1 1441030 長野県
障害者雇
用促進特
区

社会福祉法
の通所授産
施設を運営
する法人の
資産要件の
額の引き下
げ。

高齢者福祉施
設等厚生労働
省関連施設整
備設置基準の

緩和

090041
0

○ 　社会福祉施設等のうち入所施設については、
入所者の状況等に応じその安全性を確保するた
め、施設ごとの最低基準において、耐火建築物又は
準耐火建築物でなければならない旨規定している。
○　しかしながら、木造であっても一定基準の技術
的要件を満たせば、建築基準法に規定する耐火建
築物、準耐火建築物に含まれることとされている（建
築基準法第２条９の２、９の３）ことから、耐火建築
物・準耐火建築物であっても木材を活用することは
可能であり、ご提案は現行制度において可能であ
る。
○　なお、平成１５年１月２１日に開催された全国厚
生労働部局長会議（厚生分科会）においては、
①入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環
境づくりや資源循環型社会の構築に寄与していくた
め、施設の木造化、内装等への木材の利用など、そ
の積極的な活用の推進
②平成１５年度予算（案）から、林野庁の木造公共
施設整備事業により、児童福祉施設等における木
材の特性を活かした遊具が補助対象となったことか
ら、その積極的な活用を図ること
について指導したところである。

提案内容は、一定の代替措置を講じることを条件と
して、耐火構造・準耐火構造の要件の適用除外を求
めるものであり、この点につき検討し、回答された
い。

高齢者社会福祉施設等について、代替措置を講ず
ることを条件に、特区において　耐火及び準耐火構

造の要件の緩和を図る。
Ａ

「代替措置」の具体的内容を例示されたい。また、
「耐火及び準耐火構造の要件の緩和」とあるが、「耐
火及び準耐火構造の要件の撤廃(耐火及び準耐火
構造の要件を課さないこと）」ではないか、回答され
たい。

平屋建ての高齢者福祉施設等について、例えば、
工法の工夫、難燃処理の採用など現行規定によっ
て担保される安全性と同等の安全性が確保される
措置を、地方公共団体において検討し講ずる場合
に、耐火及び準耐火構造の要件の適用除外を行
う。
また、「耐火及び準耐火構造の要件の緩和」につい
ては、「耐火及び準耐火構造の要件の撤廃（耐火及
び準耐火構造の要件を課さないこと）」と解して相違
ない。

Ａ A 2017010

秋田スギ
の利活用
を考える
会

秋田スギ
利活用推
進特区

高齢者福祉
施設等厚生
労働省関連
施設整備設
置基準の緩

和
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

　ＰＦＩ方式で行わ
れる社会福祉施
設の設置・経営
におけるＢＯＴ方
式及びＢＯＯ方
式の容認

090042
0

ＰＦＩ方式で行われる社会福祉施設の設置・経営
においてＢＯＴ方式及びＢＯＯ方式を認めること
は、従来の補助制度の拡充に該当するもので
あるため。

Ｆ Ｆ F 1463010 留萌市
PFI推進特
区

民間が実施
する公共建
築物への補
助制限の緩

和

○　社会福祉法人は、社会福祉事業を行うこと
を目的として設立された非営利法人であり、収
益事業は社会福祉事業や同事業と特に関係の
深い公益事業を実施するに当たって、財政基盤
を強化するという観点から認められているところ
である。
○　専ら収益をあげることを目的として事業を行
うのであれば、例えば株式会社等の営利法人を
設立することにより対応が可能である。
○　なお、要望されている事業内容によっては、
公益事業として行うことも可能ではないかと考え
られる。

  

D-1 D-1 2162040

社会福祉
法人

柚の木福
祉会

フリース
クール特
区

フリース
クール（不
登校対策）
の運営緩和

○　社会福祉法人は、社会福祉事業を行うこと
を目的として設立された非営利法人であり、収
益事業は社会福祉事業や同事業と特に関係の
深い公益事業を実施するに当たって、財政基盤
を強化するという観点から認められているところ

である。
○　専ら収益をあげることを目的として事業を行
うのであれば、例えば株式会社等の営利法人を
設立することにより対応が可能である。

○　なお、要望されている事業内容によっては、
公益事業として行うことも可能ではないかと考え

られる。

  

D-1 D-1 2162050

社会福祉
法人

柚の木福
祉会

御用聞き
特区

福祉施設と
商工会のタ
イアップに
よる御用聞
き制度の採

用

児童相談所の設
置主体の拡大

090045
0

現在、社会保障審議会児童部会で児童相談所のあ
り方について検討を行っているところであり、審議結
果を待って対応

審議内容には、当該提案内容は含まれているのか
示されたい。
また、特区において先行的に実施できないか、検討
し、回答されたい。

児童相談所は、児童虐待、非行、障害等の児童及
び家庭に係る各般の問題に対して、相談・指導、児
童福祉施設への入所措置、親権喪失等に係る家庭
裁判所への申立手続き、児童の一時保護等を一連
の業務として行う専門機関として位置づけられてい
る。本要望は、児童相談所の業務のうち児童虐待対
策と不登校対策のみを実施し、かつ、施設入所措置
権限のうち児童養護施設についてのみ実施など一
部業務のみを行おうとするものであり、児童福祉施
策の一貫性の観点から対応は困難である。なお、児
童相談所のあり方については、現在社会保障審議
会児童部会において検討を行っているところであり、
審議結果を待って対応することとしたい。

Ｃ Ⅰ

児童養護施設についての業務のみの実施であって
も、相談、入所措置、家庭裁判所への申立、施設の
認可・指導・監督まで一連の業務を一貫して行う場
合は、特例を認めるべきではないか、具体的に検討
し回答されたい。

児童相談所は、児童虐待、非行、障害等の児童及
び家庭に係る各般の問題に対して、相談・指導、児
童福祉施設への入所措置、親権喪失等に係る家庭
裁判所への申立手続き、児童の一時保護等を一連
の業務として行う専門機関として位置づけられてお
り、一部業務のみを実施することは、児童福祉施策
の一貫性の観点から対応は困難である。なお、児童
相談体制の在り方については様々な意見があること
から、現在、社会保障審議会児童部会で児童相談
所の在り方を含め検討を行っているところであり、審
議結果を待って対応することとしたい。

Ｃ Ⅰ C-1 1071010 板橋区
児童相談
所特区

児童福祉法
における児
童相談所に
関する設置
主体の拡大

社会福祉法人
が行う収益事業
の収益の同事
業への充当

090043
0

D-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

乳児院等で調理
業務を担う者の
外部からの派遣
の容認

090046
0

暖かい家庭的な雰囲気で食事の提供が行われるよ
うきめ細かな配慮が行われる場合には、乳児院、母
子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設及び児
童自立支援施設において、調理を担当する者を外
部から派遣することを可能とする。

Ａ Ⅲ Ａ Ⅲ A

保育所で調理業
務を担う者の外
部からの派遣の
容認

900461

保育所における調理業務については、「保育所
における調理業務の委託について」（平成10年
２月18日児発第86号）により、外部からの調理
員の派遣を認めているところ。

D-1 D-1 D-1

児童養護施設で
調理業務を担う
者の外部からの
派遣の容認

900462

暖かい家庭的な雰囲気で食事の提供が行われるよ
うきめ細かな配慮が行われる場合には、児童養護
施設において、調理を担当する者を外部から派遣す
ることを可能とする。

D-2 Ⅲ D-2 Ⅲ D-2

知的障害児施設
等で調理業務を
担う者の外部か
らの派遣の容認

900463

障害児の特性に応じた食事の提供が行われるよう、
障害児の摂食制限に応じた食材の選定や、食事の
加工が必要な児童への対応等、きめ細かな配慮が
行われる場合には、障害児施設において、調理を担
当する者を外部から派遣することを可能とする。

Ａ Ⅲ Ａ Ⅲ A

幼稚園を活用し
た放課後児童健
全育成事業

090047
0

従来から地域の実情に応じた多様な取組を支援し
ているところであり、実施場所についても、多様な社
会資源の活用を促しており、幼稚園は既に活用され
ているところ

Ｅ Ｅ E 2059010
学校法人
初音丘学
園

学童保育
モデル幼稚
園

幼稚園施設
を活用した
学童保育

放課後児童健全
育成事業の対象
の拡大

090048
0

希望者全員を対象とした事業を自主財源により実施
することについて現行法令上、何ら規制はなく、当該
事業を児童福祉法上の放課後児童健全育成事業と
して位置付けようとする本要望は、従来型の補助制
度の拡充を求めるものと解されるため。

F F F 2150050
㈱東京リー
ガルマイン
ド

子育て支
援総合施
設設置特
区

放課後児童
健全育成事
業の目的を
拡大

児童福祉施
設で調理業
務を担う者
の外部から
の派遣の容

認

1216010 岡山県
児童福祉
特区
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

放課後児童健全
育成事業開始の
ための基準の緩
和

090049
0

スポーツクラブや塾等が自主財源により放課後児童
健全育成事業と同様の事業を実施することについて
現行法令上、何ら規制はなく、当該事者について児
童福祉法上の放課後児童健全育成事業の実施を
可能ならしめようとする本要望は、従来型の補助制
度の拡充を求めるものと解されるため。

F F F 2150110
㈱東京リー
ガルマイン
ド

子育て支
援総合施
設設置特
区

放課後児童
健全育成事
業開始のた
めの基準の
緩和

市が低体重児の
届出先となり、未
熟児の訪問指導
を実施できるよう
にすることの容
認

090050
0

　低体重児・未熟児施策については、対象となる乳児の発
生率が低いこと、また、そのような児が生まれた場合は迅
速に専門的な保健サービス及び医療を提供する必要があ
ることから都道府県等が実施主体とされているところであ
る。
　低体重児・未熟児施策については、低体重児の届出（母
子保健法第１８条）、未熟児の訪問指導（同第１９条）、未
熟児に対する養育医療（同第２０条）が一連の業務となっ
ており、これらの業務は同一の主体により一体として行わ
れる必要がある。
　要望事項は低体重児・未熟児施策のうち低体重児の届
出と未熟児の訪問指導の実施だけを行おうとするものであ
り、施策の一貫性の観点から適当ではない。

提案の趣旨を踏まえ、特区において実現できないか
再度検討し、回答されたい。

　低体重児・未熟児施策については、対象となる乳
児の発生率が低いこと、また、そのような児が生ま
れた場合は迅速に専門的な保健サービス及び医療
を提供する必要があることから都道府県等が実施
主体とされているところである。
　低体重児・未熟児施策については、低体重児の届
出（母子保健法第１８条）、未熟児の訪問指導（同第
１９条）、未熟児に対する養育医療（同第２０条）が一
連の業務となっており、これらの業務は同一の主体
により一体として行われる必要がある。
　要望事項は低体重児・未熟児施策のうち低体重児
の届出と未熟児の訪問指導の実施だけを行おうと
するもの（構想提案者が未熟児に対する養育医療を
併せて行う意向がないことは確認済み）であり、施策
の一貫性の観点から適当ではないが、これらの業
務が同一の主体により一体として行われる場合であ
れば、特区として対応することについて検討する余
地がある。

Ｃ

未熟児に対する養育医療を行う都道府県や病院等
との連携が十分に確保されている場合は、一部の
事務を市町村が行うことを認めるべきではないか、
具体的に検討し回答されたい。

未熟児については、正常な新生児に比べて生
理的に欠陥があり、疾病等にもかかりやすく、そ
の死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心
身の障害を残すことも多いことから、生後速や
かに適切な処置を講ずることが必要である。
　具体的には、出生後、直ちに未熟児養育医療
の対象となり、退院後、訪問指導の対象となる
場合や未熟児養育医療の対象とはならないが
訪問指導の対象となる場合などがあり、行政と
しては未熟児施策全体の中でどのような措置を
講ずることが最善かを緊急に判断しなければな
らない。
　施策の実施主体が異なる場合、責任の所在
が不明確になるほか、未熟児の保護者にとって
は低体重児の届出をそれぞれの実施主体に提
出する必要が生じ、相談窓口も一元化しないと
いう問題が生じる。
　また、実施主体は医療機関を通じて未熟児の
症状等の把握を行う必要があるが、施策の実施
主体が異なる場合、それぞれの実施主体が医
療機関に問合せ等をすることとなり、医療機関
の業務に負担を強いることにもなる。
　こうした問題があるため、母子保健法において
は、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、未熟
児に対する養育医療を一連の業務とし、未熟児
施策全体を担うことができる実施主体の下で一
貫した施策を行っているところであり、一部の事
務のみを他の実施主体が行うことは認められな
い。

Ｃ C-1 1102020 津島市
子育て支
援特区

低体重児出
生の届出先
及び未熟児
訪問指導の
容認

知的障害者及び
障害児の短期入
所事業実施施設
の規制緩和

090051
0

15年度から支援費制度が施行されることに伴い、事
業者が保護者と緊密な連携を取り、知的障害者及
び障害児へのきめ細かな配慮が行われる場合に
は、知的障害者及び障害児が介護保険法による短
期入所生活介護事業所を利用した場合においても、
支援費を支給可能とするよう、通知を発出する。

Ｂ-1 Ⅳ Ｂ-1 Ⅳ B-1

知的障害児・者
の短期入所事業
実施施設の規制
緩和

090052
0

本要望の対象に、子育て支援短期利用事業の実施
について（Ｈ７．４．３児第３７４号）別紙第３の１の
（１）趣旨において、児童の短期入所事業の実施施
設が児童福祉施設等とされている制限についてとあ
るが、本通知は、障害児のショートステイについて定
めたものではなく、母子家庭、父子家庭の児童等に
ついて定めたものであり、要望に関する規制には
なっていないため。

E E E

知的障害
児・者の短
期入所事業
実施施設の
規制緩和

高浜市

知的障害
児・者福祉
サービス基
盤整備特
区

1065010
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を
投入することは、従来型の補助制度の創設・拡充を
求めるものである。

C、F

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を
投入することは、従来型の補助制度の創設・拡充を
求めるものである。

C-1、F 1062010
奈良県香
芝市

幼稚園保
育所一元
化の推進

保育所の入
所資格の撤
廃

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062010」への回答と同様 C、F 同上の回答と同様 C-1、F 1081010 丸岡町
子育て特
区

幼稚園と保
育所の融
合、同一運
営主体の確
立

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062010」への回答と同様 C、F 同上の回答と同様 C-1、F 1284060 千代田区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

  「保育
所」入所に
あたっての
「保育に欠
ける」要件
の緩和

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062010」への回答と同様 C、F 同上の回答と同様 C-1、F 1202020 足立区

生活創造
特区（教
育・雇用
分野）

「保育に欠
ける児童」
とされる保
育所入所要
件の緩和

入所要件の緩和
090053
0

提案者からの意見では「現在、「幼稚園」と「保育所」
は実情として機能の差がみられなくなっており、両者
の融合・一元化が強く求められている」、「子どもの
育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」
と「保育園」に区分され、一貫した育成方針による養
護・教育を受けられないことが問題」とあることから、
入所要件の緩和について具体的に検討し、回答さ
れたい。

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としているところである。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を
投入することについては、現行の補助制度の創設・
拡充に該当する。

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としているところである。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を
投入することについては、現行の補助制度の創設・
拡充に該当する。

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

提案者からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

香芝市「1062010」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1、F 2150060
㈱東京リー
ガルマイン
ド

子育て支
援総合施
設設置特
区

「保育に欠け
るその乳児
又は幼児」と
いう入所要
件の緩和

提案者からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

香芝市「1062011」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1、F 2150070
㈱東京リー
ガルマイン
ド

子育て支
援総合施
設設置特
区

児童福祉法
第三十九条
規定の保育
目的を拡充

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

香芝市「1062011」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1、F 1244040
宮城県東
和町

幼稚園と
保育所の
一体的運
用などを
促進する
特区

4.「保育に
欠ける」を
はずし入所
可能にする
こと。

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○施設設備基準については、一元化でなく、地域に
おいて全ての児童の健全育成を図る観点から、連
携を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○調理室の必置については、子どもの食の状況が
危機的に悪化する中、安全・衛生面はもとより、食
事を通じて子どもの健やかな育成を図る観点から、
離乳食、体調不良の状況に対応した配慮（便の様
子等を確認し、食事のやわらかさ、摂食時刻等につ
いての配慮）、食物アレルギー等に対応した除去食
など、きめ細やかな対応が重要であり、今後とも調
理室の必要性は変わらないものと考えている。
○なお、規制改革推進会議第２次答申を受けて、平
成１５年度において、余裕教室に保育所を設置する
場合において調理室を兼用し、安全性等が確保さ
れる場合には、保育所の設置が可能となるよう措置
することとしている。

C

○施設設備基準については、一元化でなく、地域に
おいて全ての児童の健全育成を図る観点から、連
携を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○調理室の必置については、子どもの食の状況が
危機的に悪化する中、安全・衛生面はもとより、食
事を通じて子どもの健やかな育成を図る観点から、
離乳食、体調不良の状況に対応した配慮（便の様
子等を確認し、食事のやわらかさ、摂食時刻等につ
いての配慮）、食物アレルギー等に対応した除去食
など、きめ細やかな対応が重要であり、今後とも調
理室の必要性は変わらないものと考えている。
○なお、規制改革推進会議第２次答申を受けて、平
成１５年度において、余裕教室に保育所を設置する
場合において調理室を兼用し、安全性等が確保さ
れる場合には、保育所の設置が可能となるよう措置
することとしている。

C-1 1062020
奈良県香
芝市

幼稚園保
育所一元
化の推進

保育所の設
備基準の緩

和

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

香芝市「1062020」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1 1270020
島根県
松江市

幼保一元
化
特区

幼稚園と保
育所の設置
基準の統一

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

香芝市「1062020」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1 1284040 千代田区

子育て特
区（幼保一
元施設設
置）

「幼稚園」と
「保育所」の
施設基準の
統一

C、F

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。

C

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を
投入することは、従来型の補助制度の創設・拡充を
求めるものである。
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

提案者からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○保育所の設置基準は、設置主体の如何に関わら
ず、児童の処遇の確保のため、最低限必要な基準
を定めたものである。
○また、保育所と放課後児童健全育成事業とは、対
象児童の年齢、開所時間等事業の性格が異なるこ
とから、それぞれ施設基準を設けているものであり、
設置基準の緩和は適切ではないと考えている。

C

○保育所の設置基準は、設置主体の如何に関わら
ず、児童の処遇の確保のため、最低限必要な基準
を定めたものである。
○また、保育所と放課後児童健全育成事業とは、対
象児童の年齢、開所時間等事業の性格が異なるこ
とから、それぞれ施設基準を設けているものであり、
設置基準の緩和は適切ではないと考えている。

C-1 2150080
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支
援総合施
設設置特
区

保育所設置
基準の緩和

提案者からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

㈱東京リーガルマインド「2150080」への回答と同様 C 同上の回答と同様 C-1 2150120
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支
援総合施
設設置特
区

児童福祉施
設設置の最
低基準の緩

和

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。　　　　　　　　　　○ま
た、こうした配置基準の緩和を行う施設に対して、補
助を行うことは、従来型の補助制度の創設・拡充を
求めるものである。

提案者からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062020」への回答と同様 C

○施設設備基準については、一元化でなく、地域に
おいて全ての児童の健全育成を図る観点から、連
携を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○調理室の必置については、子どもの食の状況が
危機的に悪化する中、安全・衛生面はもとより、食
事を通じて子どもの健やかな育成を図る観点から、
離乳食、体調不良の状況に対応した配慮（便の様
子等を確認し、食事のやわらかさ、摂食時刻等につ
いての配慮）、食物アレルギー等に対応した除去食
など、きめ細やかな対応が重要であり、今後とも調
理室の必要性は変わらないものと考えている。
○なお、規制改革推進会議第２次答申を受けて、平
成１５年度において、余裕教室に保育所を設置する
場合において調理室を兼用し、安全性等が確保さ
れる場合には、保育所の設置が可能となるよう措置
することとしている。

C-1 2150130
㈱東京
リーガル
マインド

子育て支
援総合施
設設置特
区

保育士配置
基準の緩和

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。　　　　　　　　　　○な
お、保育士及び幼稚園教諭の資格については、養
成課程の整合性が図られるよう、平成１４年度より
保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得
しやすくなる措置を行ったところであり、また、幼稚
園教諭資格所有者が保育士資格を取得しやすい方
法について平成１５年度中に検討することとしてい
る。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、保育士及び幼稚園
教諭の資格については、養成課程の整合性が図ら
れるよう、平成１４年度より保育士の養成課程を見
直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行っ
たところであり、また、幼稚園教諭資格所有者が保
育士資格を取得しやすい方法について平成１５年度
中に検討することとしている。

B-1 Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、保育士及び幼稚園
教諭の資格については、養成課程の整合性が図ら
れるよう、平成１４年度より保育士の養成課程を見
直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行っ
たところであり、また、幼稚園教諭資格所有者が保
育士資格を取得しやすい方法について平成１５年度
中に検討することとしている。

B-1 Ⅲ 1062030
奈良県香
芝市

幼稚園保
育所一元
化の推進

保育所の保
育士配置基
準の緩和

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所は実
状として機能の差が見られなくなっており、両者の融
合・一元化が強く求められている」とあることから、施
設設備基準の統一・緩和について、具体的に検討し
回答されたい。

施設設備基準の
統一・緩和

090056
0

保育士資格・幼
稚園教諭免許の

統合

提案者からの意見では「現在、「幼稚園」と「保育所」
は実情として機能の差がみられなくなっており、両者
の融合・一元化が強く求められている」、「子どもの
育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」
と「保育園」に区分され、一貫した育成方針による養

○「幼稚園」については、地域の実情に応じた設置・
運営が可能となるよう、文部科学省と共同して、両
施設の共用化等、弾力的な運用を可能としていると
ころである。　　　　　　　　　　　　　　　　　○「放課後
児童健全育成事業」については、「保育所」と「放課
後児童健全育成事業」とは、対象児童の年齢、開所
時間等事業の性格が異なることから、それぞれ施設
基準を設けているものであり、設置基準の緩和は適
切ではないと考えている。

C-1

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、
地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう
連携を図っており、両制度の一元化ではなく、地域におい
て全ての児童の健全育成を図るという観点から両者の連
携の強化を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○なお、保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成
課程の整合性が図られるよう、平成１４年度より保育士の
養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置
を行ったところであり、また、幼稚園教諭資格所有者が保
育士資格を取得しやすい方法について平成１５年度中に
検討することとしている。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062030」への回答と同様 B-1 Ⅲ 同上の回答と同様 B-1 Ⅲ 1137040
北海道東
川町

幼保一元
化特区

幼保合築施
設における
幼稚園教
諭、保育所
保育士資格
の経過的特
例措置

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062030」への回答と同様 B-1 Ⅲ B-1 Ⅲ 1270050
島根県
松江市

幼保一元
化
特区

幼稚園教諭
保育士資格
の相互取得
の容易化

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062030」への回答と同様 B-1 Ⅲ B-1 Ⅲ 1284020 千代田区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

  「幼稚園
教諭」と
「保育士」
の資格の一
元化

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

香芝市「1062030」への回答と同様 B-1 Ⅲ B-1 Ⅲ 1284030 千代田区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

幼稚園教
諭・保育士
配置基準の
統一

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。
○また、こうした配置基準の緩和を行う施設に対し
て、補助を行うことは、従来型の補助制度の創設・
拡充を求めるものである。
○共用化指針による施設において、下記の条件を
満たす場合、原則として、定員の範囲内で保育所の
保育室において、保育所児と幼稚園児を保育するこ
とを認める
・保育所児と幼稚園児を一緒に保育する保育室は、
幼児（保育所児・幼稚園児）数の合計により児童福
祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしているこ
と
・この場合、職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許
を併有し、保育士及び幼稚園教諭を兼務しているこ
と
・保育内容は 保育所保育指針と幼稚園教育要領

○共用化指針による施設において、下記の条件を
満たす場合、原則として、定員の範囲内で保育所の
保育室において、保育所児と幼稚園児を保育するこ
とを認める
・保育所児と幼稚園児を一緒に保育する保育室は、
幼児（保育所児・幼稚園児）数の合計により児童福
祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしているこ
と　　　　　　　　　　　　　　　　　　・この場合、職員は、
保育士資格と幼稚園教諭免許を併有し、保育士及
び幼稚園教諭を兼務していること
・保育内容は、保育所保育指針と幼稚園教育要領
に沿ったものであること

Ａ 1137030
北海道東
川町

幼保一元
化特区

幼保合築施
設における
幼稚園教
諭、保育所
保育士の配
置基準の緩

和

統合

幼稚園教諭の保
育士資格の取得
の容易化

090060
0

」 、 貫 針 養
護・教育を受けられないことが問題」とあることから、
保育士資格・幼稚園教諭免許の統合について、具

体的に検討し、回答されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で

提案者からの意見では「現在、「幼稚園」と「保育所」
は実情として機能の差がみられなくなっており、両者
の融合・一元化が強く求められている」 「子どもの

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。　　　　　　　　　　○な
お、保育士及び幼稚園教諭の資格については、養
成課程の整合性が図られるよう、平成１４年度より
保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得
しやすくなる措置を行ったところであり、また、幼稚
園教諭資格所有者が保育士資格を取得しやすい方
法について平成１５年度中に検討することとしてい
る。

B-2
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

東川町「1137030」への回答と同様 同上の回答と同様 A 1217010 岡山県
幼保連携
特区

幼保合同保
育を行う保
育所の職員
配置基準の
緩和

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

東川町「1137030」への回答と同様 同上の回答と同様 A 1389010 箱根町

児童福祉施
設最低基準
と幼稚園設
置基準の融
合・一本化

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。
○また、こうした配置基準の緩和を行う施設に対し
て、補助を行うことは、従来型の補助制度の創設・
拡充を求めるものである。
○共用化指針による施設において、下記の条件を
満たす場合、原則として、定員の範囲内で保育所の
保育室において、保育所児と幼稚園児を保育するこ
とを認める
・保育所児と幼稚園児を一緒に保育する保育室は、
幼児（保育所児・幼稚園児）数の合計により児童福
祉施設最低基準（面積・職員配置）を満たしているこ
と
・この場合、職員は、保育士資格と幼稚園教諭免許
を併有し、保育士及び幼稚園教諭を兼務しているこ
と
・保育内容は 保育所保育指針と幼稚園教育要領

1406030 掛川市

保育一
元・

幼保一元
特区

幼稚園及び
保育園の保
育の共同保
育・混合保
育化

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

掛川市「1406030」への回答と同様 1244010
宮城県東
和町

幼稚園と
保育所の
一体的運
用などを
促進する
特区

1.保育所、
幼稚園児合
同クラスを
一人の担任
での保育を
可能とする
こと。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所
保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行されてい
る。

幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所
保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行されてい
る。

D-1 1081010 丸岡町
子育て特
区

幼稚園と保
育所の融
合、同一運
営主体の確
立

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

丸岡町「1081010」への回答と同様 同上の回答と同様 D-1 1284010 千代田区

子育て特
区（幼保一
元施設設
置）

「幼稚園教
育要領」と
「保育所保
育指針」の
統合

職員配置基準の
統一

合同保育の推
進(職員配置基
準の緩和(兼務
の容認））

090065
0

D-1
幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所
保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行されてい
る。

カリキュラムの統
一

090063
0

900640

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る
中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可
能となるよう連携を図っており、両制度の一元化で
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。　　　　　　　　　○ま
た、こうした合同保育を行う施設に対して、補助を行
うことは、従来型の補助制度の創設・拡充を求める
ものである。

能 な う連携を図 おり、両制度
はなく、地域において全ての児童の健全育成を図る
という観点から両者の連携の強化を図る方向で施
策を進めるべきと考えている。　　　　　　　　　　○ま
た、こうした配置基準の緩和を行う施設に対して、補
助を行うことは、従来型の補助制度の創設・拡充を
求めるものである。

Ａ

Ａ

の融合・一元化が強く求められている」、「子どもの
育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」
と「保育園」に区分され、一貫した育成方針による養
護・教育を受けられないことが問題」とあることから、
職員配置基準の統一について、具体的に検討し、回
答されたい。

提案者からの意見では、「現在幼稚園と保育所
は実状として機能の差が見られなくなってお
り、両者の融合・一元化が強く求められてい
る。子どもの育成環境が、保護者の就労形態等
だけで区分され、一貫した育成方針による養
護・教育を受けられないことが問題である。」
とあることから、カリキュラムの統一につい
て、具体的に検討し回答されたい。

C-1

Ａ A

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設
に対して補助を実施することは、従来型の補助制度
の創設・拡充を求めるものである。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○施設設備基準については、一元化でなく、地域に
おいて全ての児童の健全育成を図る観点から、連
携を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○調理室の必置については、子どもの食の状況が
危機的に悪化する中、安全・衛生面はもとより、食
事を通じて子どもの健やかな育成を図る観点から、
離乳食、体調不良の状況に対応した配慮（便の様
子等を確認し、食事のやわらかさ、摂食時刻等につ
いての配慮）、食物アレルギー等に対応した除去食
など、きめ細やかな対応が重要であり、今後とも調
理室の必要性は変わらないものと考えている。な
お、規制改革推進会議第２次答申を受けて、平成１
５年度において、余裕教室に保育所を設置する場合
において調理室を兼用し、安全性等が確保される場
合には、保育所の設置が可能となるよう措置するこ
ととしている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成
課程の整合性が図られるよう、平成１４年度より保
育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得し
やすくなる措置を行ったところであり、また、幼稚園
教諭資格所有者が保育士資格を取得しやすい方法
について平成１５年度中に検討することとしている。
○保育内容については、幼稚園教育要領との整合
性が図られるよう保育所保育指針を改定し、平成１
２年４月より施行されている。

C、D-
1，F

○地域の実情に応じた設置・運営が可能となるよ
う、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾
力的な運用を可能としている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への
受入れについては、一時保育、特定保育のほか、定
員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所
による対応、地方単独施策等地域の実情に応じた
取組が既に可能になっている。
○施設設備基準については、一元化でなく、地域に
おいて全ての児童の健全育成を図る観点から、連
携を図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○調理室の必置については、子どもの食の状況が
危機的に悪化する中、安全・衛生面はもとより、食
事を通じて子どもの健やかな育成を図る観点から、
離乳食、体調不良の状況に対応した配慮（便の様
子等を確認し、食事のやわらかさ、摂食時刻等につ
いての配慮）、食物アレルギー等に対応した除去食
など、きめ細やかな対応が重要であり、今後とも調
理室の必要性は変わらないものと考えている。な
お、規制改革推進会議第２次答申を受けて、平成１
５年度において、余裕教室に保育所を設置する場合
において調理室を兼用し、安全性等が確保される場
合には、保育所の設置が可能となるよう措置するこ
ととしている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成
課程の整合性が図られるよう、平成１４年度より保
育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得し
やすくなる措置を行ったところであり、また、幼稚園
教諭資格所有者が保育士資格を取得しやすい方法
について平成１５年度中に検討することとしている。
○保育内容については、幼稚園教育要領との整合
性が図られるよう保育所保育指針を改定し、平成１
２年４月より施行されている。

C-1,D-
1,F

1284070 千代田区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

保護者の就
労形態等だ
けで子ども
の育成環境
を区分する
現行の「幼
稚園」「保
育所」制度
の撤廃・再
構築

保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中
で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図っており、両制度の一元化では
なく、地域において全ての児童の健全育成を図ると
いう観点から両者の連携の強化を図る方向で施策
を進めるべきと考えている。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

千代田区「1284070」への回答と同様
C、D-
1，F

同上の回答と同様
C-1,D-
1,F

1137050
北海道東
川町

幼保一元
化特区

幼保合築施
設における
幼稚園と保
育所の施設
の共用化等
に関する指
針の緩和

現行制度上、地域の実情に応じた弾力的な運用が
可能となっている。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一

千代田区「1284070」への回答と同様
C、D-
1，F

同上の回答と同様
C-1,D-
1,F

1244030
宮城県東
和町

幼稚園と保
育所の一
体的運用
などを促進
する特区

3.幼稚園・保
育所の公募
を統一可能
とすること。

保育の実施に係
る事務の教育委
員会への委任

090068
0

保育所入所事務の適正な実施等から、それに適し
た機関において実施すべきである。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○現行制度上、保育の実施に係る権限は、市町村
長の管理する福祉事務所の長に限り、委任すること
ができることとしているが、
　①　保育の実施に係る事務を行うに当たって、教
育委員会に、福祉事務所における担当現業員の配
置と同様、管内人口に応ずる所要の職員数が配置
されること
　②　福祉事務所と同様、児童及び妊産婦の福祉に
関し、必要な実情の把握に努めること
を条件として、当該権限を教育委員会に委任するこ
とを認める。
○なお、この場合、市町村長は、地方自治法第１８０
条の２の規定に基づき、当該市町村の教育委員会
と協議して委任することとなる。

Ａ Ⅰ Ａ Ⅰ A 1406020 掛川市
保育一元・
幼保一元
化　特区

保育所に関
する事務事
業の教育委
員会への委
任

施設の共用化の
推進

090070
0

同一敷地外の保育所と幼稚園において、児童の
保育の実施に支障が生じない限り、いずれかの
施設に児童が移動し合同活動を行うことは可能
である。

自治体からの要望は、現行の幼稚園・保育園の枠
組みの撤廃・再構築を前提としたものであり、以下
の点について抜本的な規制の特例が求められてい
る。
①保育所と幼稚園の入所要件の違い
②保育所と幼稚園の設置主体の違い
③保育所における「施設内調理の原則」といった設
置要件の違い
④保育士・幼稚園教諭資格の違い
以上を踏まえ、保育所と幼稚園を併設し連携すると
いった形ではなく、両者を融合させ、同一の運営主
体が同一の施設・職員により運営する形での幼保一
元化について引き続き検討されたい。

○同一敷地外の保育所と幼稚園において、児童の
保育の実施に支障が生じない限り、いずれかの施
設に児童が移動し合同活動を行うことは可能であ
る。

D-1 D-1 D-1 1081010 丸岡町
子育て特
区

幼稚園と保
育所の融
合、同一運
営主体の確
立

制度の一元化
090066
0

提案者からの意見では「現在、「幼稚園」と「保育所」
は実情として機能の差がみられなくなっており、両者
の融合・一元化が強く求められている」、「子どもの
育成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」
と「保育園」に区分され、一貫した育成方針による養
護・教育を受けられないことが問題」とあることから、
制度の一元化について具体的に検討し、回答され
たい。

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

1081010 丸岡町
子育て特
区

幼稚園と保
育所の融
合、同一運
営主体の確
立

　 1137010
北海道東
川町

幼保一元
化特区

幼保合築施
設における
幼稚園、保
育所の運営
にかかる助
成の一元化

　 1137020
北海道東
川町

幼保一元
化特区

幼保合築施
設における
保育所運営
費保育単価
における所
長の設置基
準の特例

　 1284050 千代田区

子育て特
区（幼保
一元施設
設置）

幼保一元施
設における
「保育に欠
ける」児童
への保育所
並み補助金
交付

1202050 足立区

生活創造
特区（教
育・雇用
分野）

民間企業が
幼稚園にお
ける預かり
保育を行う
際の運営費
国庫補助金
の特例

1244020
宮城県東
和町

幼稚園と
保育所の
一体的運
用などを
促進する
特区

2.保育所に
兄弟入所の
場合軽減措
置を幼稚園
にも適用可
能にするこ
と。

1406010 掛川市

保育一
元・幼保
一元化
特区

幼稚園及び
保育園施設
整備補助金
交付対象者
の拡大

補助制度の統一
従来型の補助制度の創設・拡充を求めるもので
ある。

090071
0

F F F
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

調理室がなくても、外部委託において契約条件で決
め細やかな対応を担保することで、実現できるので
はないか。このような観点で検討し、回答されたい。

○子どもの食の状況が危機的に悪化する中、安全・
衛生面はもとより、食事を通じて子どもの健やかな
育成を図る観点から、離乳食、体調不良の状況に
対応した配慮（便の様子等を確認し、食事のやわら
かさ、摂食時刻等についての配慮）、食物アレル
ギー等に対応した除去食など、きめ細やかな対応が
重要であり、今後とも調理施設の必要性は変わらな
いものと考えている。
○なお、総合規制改革推進会議第２次答申を受け
て、平成１５年度において、余裕教室に保育所を設
置する場合において、調理室を兼用するなど、安全
性等が確保される場合には、保育所の設置が可能
となるよう措置することとしている。

○子どもの食の状況が危機的に悪化する中、安全・
衛生面はもとより、食事を通じて子どもの健やかな
育成を図る観点や、離乳食、体調不良の状況に対
応した配慮（便の様子等を確認し、食事のやわらか
さ、摂食時刻等についての配慮）、食物アレルギー
等に対応した除去食など、きめ細やかな対応が重
要であり、今後とも調理施設の必要性は変わらない
ものと考えている。
○なお、総合規制改革推進会議第２次答申を受け
て、平成１５年度において、余裕教室に保育所を設
置する場合において、調理室を兼用するなど、安全
性等が確保される場合には、保育所の設置が可能
となるよう措置することとしている。

C-1 1010010 長沼町
幼児の給
食特区

保育所の調
理室設備設
置義務の緩

和

長沼町「1010010」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1 1202010 足立区

生活創造
特区構想
（教育・
雇用分
野）

児童福祉施
設最低基準
の緩和

長沼町「1010010」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1 1102010 津島市
子育て支
援特区

保育園の調
理室及び調
理員の必置
規制の緩和

長沼町「1010010」への回答と同様 同上の回答と同様 C-1 1075010 和泉村

過疎地域
における教
育、保育特
区

過疎地域に
おける学校
関連施設に
おける運営
等の規制の
特例及び緩
和

○土地の確保が困難な都市部等においては、保
育所の付近にある一定の要件を満たす公園、広
場、寺社境内等について、屋外遊戯場に代えて
差し支えないものとしている。また、屋上を屋
外遊戯場として利用することも認めているとこ
ろであり、屋外遊戯場の面積要件を緩和するこ
とは適当でないと考えている。
○また、保育所の整備には、地域の状況を適切
に把握することが重要であることから、認可を
行うに当たっての指標の一つとして待機児童の
動向を掲げているものであり、各都道府県にお
いて、適切に対応すべき問題であると考えてい
る。

提案内容が認められるものと解して良いか。

○土地の確保が困難な都市部等においては、保
育所の付近にある一定の要件を満たす公園、広
場、寺社境内等について、屋外遊戯場に代えて
差し支えないものとしている。また、屋上を屋
外遊戯場として利用することも認めているとこ
ろであり、対応可能と考えている。
○また、保育所の整備には、地域の状況を適切
に把握することが重要であることから、認可を
行うに当たっての指標の一つとして待機児童の
動向を掲げているものであり、各都道府県にお
いて適切に対応すべき問題であると考えてい
る。

D-1 D-1 1289010 熊谷市

子育て支
援、男女共
同参画支
援特区

市街地再開
発ビルに新
設される「駅
前保育所」
の認可基準
（屋外遊戯
場、待機児
童要件）の
緩和

認可基準(施設基
準）の緩和

調理施設設置要
件の緩和

○子どもの食の状況が危機的に悪化する中、安
全・衛生面はもとより、食事を通じて子どもの
健やかな育成を図る観点から、きめ細やかな対
応が重要であり、今後とも調理施設の必要性は
変わらないものと考えている。
○なお、総合規制改革推進会議第２次答申を受
けて、平成１５年度において、余裕教室に保育
所を設置する場合において、調理室を兼用する
など、安全性等が確保される場合には、保育所
の設置が可能となるよう措置することとしてい
る。

090072
0

C

提案者からの意見では「隣接の小学校の調理施設
を有効活用することにより、きめ細かな食事の対応
が可能」とある。また、調理室がなくても、外部委託
において契約条件で決め細やかな対応を担保する
ことで実現できるのではないか。これらの意見を踏
まえ、調理施設設置要件の緩和について具体的に
検討し、回答されたい。

090073
0

D-1

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

保育所においては、建築物の二方向避難を確保
する趣旨から、階段を二つ設けることとしてい
る。平成１５年１月の児童福祉施設最低基準の
一部改正により、従前、認められていた屋外階
段、傾斜路又はこれに準ずる設備に加えて、一
定の基準を満たす屋内避難階段についても認め
ることとした。

提案にある施設についても、認められると解して良
いか。

○保育所においては、建築物の二方向避難を確
保する趣旨から、階段を二つ設けることとして
いる。平成１５年１月の児童福祉施設最低基準
の一部改正により、従前、認められていた屋外
階段、傾斜路又はこれに準ずる設備に加えて、
一定の基準を満たす屋内避難階段についても認
めることとした。
○なお、避難路までの距離制限については、最
低基準改正の際、専門家を含めて検討した結
果、必要と判断したものであり、耐火性、耐震
性を向上させたビル等であっても、児童の屋外
までの避難に必要な安全性確保の観点から、当
該要件は必要と考えている。

D-1、C D-1、C 2190020

・児童福祉
施設最低基
準における
保育所の内
階段、外階
段などの設
置義務の見
直し

2190030

・児童福祉
施設最低基
準における
保育士有資
格者の定数
緩和を緩和

上尾市の提案では、「平成15年11月から保育は保
育士の資格が要件となっているが時間外保育までこ
の資格要件があると、時間外保育のサービスができ
なくなる恐れがある。」との指摘がなされているが、
時間外保育においても、保育士の資格が必要とされ
るのか、回答されたい。

○現行制度上、認可保育所において、児童の年齢・
人数に応じて、必要な保育士数を配置することとし
ており、一定の経験を有する者が保育に従事するこ
と自体を禁止しているものではない。時間外の保育
であっても、保育サービスの質を維持・向上するた
めには専門的な観点から保育がなされることが必要
であり、保育士の有資格者の割合を緩和することは
適当でないと考えている。
○また、無資格者を最低基準上の職員として認め、
こうした施設に対して補助を実施することは、従来型
の補助制度の創設・拡充を求めるものである。

1035010 上尾市

特認保育
士「保育ヘ
ルパー」特
区

地方公務員
法の臨時職
員の保育士
資格の緩和

運営費の賃借料
への充当容認

090076
0

現行制度上、社会福祉法人以外の主体であって
も、建物の賃借料について、運営費の一定割合

を充当することは可能である。
D-1 D-1 D-1 1202040 足立区

生活創造
特区（教
育・雇用分
野）

保育所運営
費国庫補助
金使徒の明
確化

1202070 足立区

生活創造
特区（教
育・雇用分
野）

賃借方式に
よる幼保園
に対する家
賃補助金の
新設

2190040

・施設を賃借
して運営す
る民間法人
の保育所に
対する家賃
補助の実施

認可基準(人員基
準）の緩和

土地・建物の賃
借料の補助

従来型の補助制度の創設・拡充を求めるもので
ある。

現行制度上、認可保育所において、児童の年
齢・人数に応じて、必要な保育士数を配置する
こととしており、一定の経験を有する者が保育
に従事すること自体を禁止しているものではな
い。保育サービスの質を維持・向上するために
は、専門的な観点から保育がなされることが必
要であり、保育士の有資格者の割合を緩和する
ことは適当でないと考えている。また、無資格
者を最低基準上の職員として認め、こうした施
設に対して補助を実施することは、従来型の補
助制度の創設・拡充を求めるものである。

090075
0

090077
0

C，F

F

C，F C-1

F F
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コード

措置の概要(対応策)
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特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
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類」の
見直し
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内
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「措置
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提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

保育所における
私的契約児の弾
力的な受け入れ
の容認

090078
0

保育所の定員は、保育所の適正な運営を図るた
めに設定されるものであり、保育の実施は定員
内で行われることが原則であると考えている。
保育所における保育は、保育を家庭でなし得な
い子どもについて、市町村が児童福祉の観点か
ら実施するものであって、保育に欠けない児童
である私的契約児を保育所の定員を超えて入所
させることは、保育に欠ける児童の処遇に影響
を及ぼしかねず適当でないと考えている。

保育の質が担保されるのであれば、定員の枠をこえ
て受け入れても良いのではないか。再度検討し、回
答されたい。

○保育所の定員は、保育所の児童の安全性、保
育の質の確保を図るために設定されるものであ
り、保育の実施は定員内で行われることが原則
であると考えている。
○保育所における保育は、保育を家庭でなし得
ない子どもについて、市町村が児童福祉の観点
から実施するものであって、保育に欠けない児
童である私的契約児を保育所の定員を超えて入
所させることは、保育に欠ける児童の処遇に影
響を及ぼしかねず適当でないと考えている。○
他施設の統廃合などを要因として私的契約児を
現行の定員を超えて受け入れる場合に保育所の
定員の改定を弾力的に認める。
○ただし、この場合、保育所児の処遇が確保さ
れるよう、当該保育所は、保育所児及び私的契
約児の合計の幼児数（定員）による児童福祉施
設最低基準を満たしていなければならない。

Ａ Ａ A 1177010 佐呂間町

保育所私
的契約児
の受入枠
拡大特区

保育所の定
員を上回る
私的契約児
の入所の容
認

1201040 足立区

生活創造
特区（福
祉・雇用分
野）

商店街の空
き店舗を活
用した保育
サービス等
提供施設の
設置促進に
関する指針
の特例

1202030 足立区

生活創造
特区（教
育・雇用分
野）

民間企業等
が認可保育
事業を行う
際の施設整
備補助金の
特例

2190050

・民間法人に
対する施設
整備費補助
の実施

2150140
㈱東京リー
ガルマイン
ド

子育て支
援総合施
設設置特
区

子育て支援
総合施設設
置者への補
助制度を拡
充

公立保育所の運
営委託

090080
0

現行制度上、公立の保育所の運営を一括して委
託することは禁止していない。

D-1 D-1 D-1 2149010
（株）東京
リーガルマ
インド

公立保育
所運営一
括民間委
託特区

公立保育所
の運営業務
の委託方法
の特例

宿泊保育の実施
090081
0

子育て短期支援事業の活用により、保育所にお
いて、１週間程度の宿泊保育を行うことは可能
である。

子育て短期支援事業を活用するとはどういうこと
か。また、提案者の要望は「日々の委託要件を緩和
して、宿泊保育を可能とする。」ということだが、この
趣旨を踏まえ、一般的にこれが可能なのか検討し
て、回答されたい。

保護者の疾病その他の理由により家庭において
養育を受けることが一時的に困難になった児童
について、市町村の事業として、保育所等の施
設に入所させ、必要な保護を行う子育て短期支
援事業の活用により、保育所において、１週間
程度の宿泊保育を行うことは可能である。

D-1 D-1 D-1 2190010

・保育所にお
ける宿泊を
伴った保育
の容認

090079
0

民間法人への施
設整備費補助

従来型の補助制度の創設・拡充を求めるもので
ある。

F F F
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コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

地方自治体が行
う乳幼児医療の
助成措置に係る
審査支払事務の
社会保険診療報
酬支払基金への
委託の可能化

090082
0

公的医療保険制度における一部負担金は、医療を
受ける者と受けない者との均衡を図るという観点等
から、受診者に一定の負担をしていただくという趣旨
で設けられたものであり、地方公共団体による医療
費助成措置は、こうした趣旨に反する。従って、助成
部分の審査支払を社会保険診療報酬支払基金に
委託させることは、公的医療保険制度における一部
負担金の趣旨に反し、不適当。

自治体独自の制度が、現在の医療制度を否定する
ものとまでは言えないと考えられるので、委託させる
ことができないか、検討し、回答されたい。

受診者に一定の負担をしていただくという一部負担
金の趣旨に反することに変わりはなく、社会保険診
療報酬の適正・公平な審査支払いを目的とする支
払基金の業務に追加することはできない。
また、一部負担金の減免により、医療費が増加し、
政府管掌健康保険や健康保険組合など市町村以外
の保険財政にも影響を与えることとなる。

C、F

提案者からの意見では「地方公共団体による医療
費助成措置は、全国すべての自治体で導入されて
おり、既に３０年を超えて運用されてきている」、「国
民健康保険法においては、条例または規則による
一部負担金の減額は制度的に認められて」いるとあ
り、要望が実現できないか具体的に検討し、回答さ
れたい。

○ 医療保険制度における一部負担金は、医療を受
ける者にコスト意識を持っていただくとともに、受診し
ない者との公平を図るため、一定の負担割合を定め
ているものである。

○ 昨年の医療制度改革において、少子化対策の一
環として医療保険制度においても可能な限りの施策
を講じるとの観点から、3歳未満の乳幼児について
は2割負担としたが、定率の一部負担金をいただくと
いう考え方を変更しているものではない。

○ 健康保険法等では、自治体等が患者に対して一
部負担金相当額を補助することを禁止しているわけ
ではないが、乳幼児といった一定の年齢層の者の
一部負担金を一律に減免することは、医療保険制
度において一部負担金を設けている趣旨に沿うもの
とは言えない。

○ 社会保険診療報酬支払基金は、医療保険制度
の一翼を担う主体として、診療報酬の公平な審査、
迅速な支払を全国的に行うことを目的として設置さ
れている法人であり、以上のような医療保険制度の
趣旨に沿わない業務を新たに追加することは困難
であることをご理解いただきたい。

C、F C-1 1445010 長野県
乳幼児公
費　負担医
療化　特区

社会保険診
療報酬支払
基金の取扱
い業務の範
囲の緩和

健康保険保養所
の事業廃止後か
ら売却までの間
の賃貸借の容認

090083
0

保養所の用途廃止後、売却までの間、賃貸借の必
要性等について判断したうえで認める。平成１５年
度中に措置。

Ｂ Ⅳ Ｂ Ⅳ B-1 1307010 神戸市
六甲有馬
観光特区

健康保険組
合所有の遊
休保養所の
賃貸・転用・
売買の容認

日本国内で受け
た診療について
の海外療養費を
適用

090084
0

海外療養費など療養費は、療養の給付を受けられ
ない場合に、保険診療の範囲内の医療について支
給されるものである。提案の内容は、国内において
保険診療の対象となっていない医療を行った場合に
海外療養費として支給するというものであり、療養費
の支給要件を満たさず、保険給付の支給要件の拡
大を求めるものである。

F F F 2118010
医療法人
財団河北
総合病院

丸の内に
おける国際
医療事業

海外療養費
支給申請の
国内への適
用

診療録等の電子
媒体による保存
に係る費用につ
いて特定療養費
制度の対象とし
て患者負担を求
めることの容認

090085
0

医療機関内における診療録の電子保存は、患者の
選択に基づくものではなく、また、患者に付加的な
サービスを提供するものでないことから、特定療養
費として患者に特別の費用の負担を求めることは適
当でない。

Ｃ Ｃ C-1 1195020 仙台市
国際知的
産業特区

診療録等の
電子媒体に
よる保存（電
子カルテ）に
ついて費用
への特定療
養費(選定療
養）適用制
限（不適用）
の撤廃

1331020
具志川市・
勝連町・
与那城町

健康長寿
産業振興
特区

「特定医療
費制度適用
の拡大に関
する特例に
ついて」

Ｂ-1

今般の薬事法改正により、医師主導により医薬品等
を使用する臨床研究についても治験として取り扱う
こととなったため、改正薬事法施行後は、このような
臨床研究についても、保険診療と保険外診療の併
用が可能となる予定である

090087

中国で認可され
た薬剤、新しい和
漢薬製剤、漢方
剤 臨 究

Ｂ-1 B-2
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1196010 富山県

くすり・バイ
オ研究産
業集積特
区

新しい和漢
薬製剤や漢
方方剤の臨
床研究（治
験とならない
もの）への特
定療養費の
導入

保険適用されて
いる漢方処方を
構成する生薬の
生薬単位での保
険認定と、それら
の生薬を加減し
た場合の保険適

用

090088
0

現行においても、漢方薬については生薬単位で保
険収載しており、これらの生薬を処方した場合も保
険適用されている。

生薬を加減した場合も、保険適用されると解して良
いか。

生薬は生薬単位で保険収載されており、用量を調整
して処方することは可能。

Ｅ Ｅ E 2049010
遼寧中医
大学

漢方生薬
特区

保険認定漢
方１４９０処
方に関する
生薬加減の
保険適用化

ファックス及び電
子メールを利用し
た再診への保険

適用

090089
0

診療については、適切な医療を確保するために、対
面により行うことが望ましいが、緊急時の対応等の
場合もあることからやむを得ない措置として、電話等
による再診は既に認められているところ。一方、
ファックス及び電子メールについては、適切な医療
を確保する観点から適当でないと考える。なお、聴
覚障害者については、緊急時に電話が利用できな
いことによりファックス及び電子メールを利用した再
診にも保険適用が認められているところ。

FAX、電子メールが適当でないとする理由が示され
ていない。
また、特区において先行実施できないか、検討し、
回答されたい。

医療については、医師が適切に患者の心身の状況
を把握し、診断する観点から対面を原則としている。
こうした観点からすれば、ファックスや電子メールな
ど、患者の心身の状況を直接把握することが困難な
手段による再診は適当でない。また、緊急時に往診
等が受けられない場合には、電話等による再診が
やむを得ず認められているところ。

Ｃ Ｃ C-1 1369010 三鷹市
情報技術
活用・活力
創出特区

ファックス及
び電子メー
ルを利用し
た再診への
保険適用

保険診療と保険外診療の併用は、不当な患者負担
の増大や安全性の確保等の観点から原則禁止して
いるところである。患者ニーズの多様化や医療技術
の急速な進歩に対しては、特定療養費制度を活用
することにより対応しており、平成１４年４月より医療
用具に係る治験を追加する等その対象については
順次拡大してきているところ。また、薬事法改正に伴
い、医師主導の臨床研究について特定療養費制度
の対象とする予定である。

提案者の要望は、特定療養制度ではなく、一般的に
保険診療と保険外診療の併用をみとめるというもの
であり、特区において実現できないか、検討し、回答
されたい。

不当な患者負担の増大や安全性の確保等の観点
から保険診療と保険外診療の併用を一般的に認め
ることは適当でない。また、医療保険制度における
保険給付の内容を特定の地域に限って変更するこ
とは、当該地域の地方公共団体の財政だけでなく、
全国の保険者の財政に影響を与えることとなるた
め、適当でない。

Ｄ-１ 1444010 長野県
混合診療
解禁特区

「混合診療
の禁止」の
規制を緩和

保険診療と保険外診療の併用は、不当な患者負担
の増大や安全性の確保等の観点から原則禁止して
いるところである。患者ニーズの多様化や医療技術
の急速な進歩に対しては、特定療養費制度を活用
することにより対応しており、平成１４年４月より医療
用具に係る治験を追加する等その対象については
順次拡大してきているところ。また、薬事法改正に伴
い、医師主導の臨床研究について特定療養費制度
の対象とする予定である。

提案者の要望は、特定療養制度ではなく、一般的に
保険診療と保険外診療の併用をみとめるというもの
であり、特区において実現できないか、検討し、回答
されたい。

不当な患者負担の増大や安全性の確保等の観点
から保険診療と保険外診療の併用を一般的に認め
ることは適当でない。また、医療保険制度における
保険給付の内容を特定の地域に限って変更するこ
とは、当該地域の地方公共団体の財政だけでなく、
全国の保険者の財政に影響を与えることとなるた
め、適当でない。

Ｄ-１ 2134050

東京医科
歯科大学
歯学部・歯
学部附属
病院

「歯学総合
医療セン
ター」特区

新技術およ
び新材料に
ついて保険
診療での自
由な使用の
容認

090092
0

保険診療と保険外診療の併用を行うことについて
は、不当な患者負担の増大を防止するなどの観点
から原則禁止しているところであり、一連の診療行
為の中で、保険診療と保険外診療の代替医療を行
い、これに対して特定療養費制度の適用を求めるこ
とは、財政措置を求めるものである。

提案者の要望は、「高度先進医療を実施するにあた
り、その前後において代替医療を行うとき、この一連
の診療行為を混合診療とみなさない。」というもので
あり、これを踏まえ実施が可能かどうか検討し、回
答されたい。

御指摘の代替医療の内容は明らかではないが、い
わゆる「代替医療」については、安全性、有効性が
確立された保険診療にふさわしい療法とは考えられ
ず、これを保険診療と併用することは、不当な患者
負担の増大や安全性の確保等の観点から適当では
ない。また、医療保険制度における保険給付の内容
を特定の地域に限って変更することは、当該地域の
地方公共団体の財政だけでなく、全国の保険者の
財政に影響を与えることとなる。

F 2118040
医療法人
財団河北
総合病院

丸の内に
おける国際
医療事業

高度先進医
療と代替医
療による統
合医療の実
施

提案者からの意見では「医療技術の進歩がめざまし
い現在において、当該制度(特定療養費制度）によ
る迅速な対応は、困難」、「患者のニーズにより、既
に国際標準となっているが、公的保険で認められて
いない製剤や手術法などが一部でも用いられた場
合には、通常行われる診察や検査といった一連の
診療が、すべて保険外診療として扱われ、全額自己
負担となり、患者に著しい負担をもたらしている」、
「治験に係る審査は、従来からそのスピード(具体的
に必要な症例数が示されていない）や方法(歯科材
料にも医薬品と同様、効能・効果を要求している）の
点で問題が多い」とある。
これらを踏まえ、現行の特定療養費制度ではなく、
一般的に保険診療と保険外診療の併用を認めるこ
とについて、具体的に検討し回答されたい。

090090
0

C-1
いわゆる「混合診
療」の解禁

Ｂ 1用が可能となる予定である。
なお、漢方製剤等の開発に係る医師主導による治
験については、医薬品の種類に応じた円滑な実施
が図られるよう、その適切な運用に努めてまいりた
い。

0方剤の臨床研究
等の特定療養費
制度の対象化

不当な患者負担の増大の防止や安全性の確保等
の観点から保険診療と保険外診療の併用を一般的
に認めることは適当でなく、特定療養費制度というき
ちんとしたルールの下で、個々の事例ごとに判断す
べきである。また、高度先進医療制度の審査につい
ては、迅速化を図る方向で検討を進めているところ。
なお、医療保険制度における保険給付の内容を特
定の地域に限って変更することは、当該地域の地方
公共団体の財政だけでなく、全国の保険者の財政
に影響を与えることとなるため、全国的なルール（特
定療養費制度）に基づくものであることが必要であ
る。

C-1

Ｂ 1 B 2
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

医薬品及び医療
用具に係る治験
終了後から保険
収載までの期間
における療養の
特定療養費化

090091
0

薬事法上未承認の医薬品及び医療用具について
は、治験の場合には、患者による選択や適切な治
療の実施などが確保されることから、例外的に特定
療養費制度の対象としているところ。提案はこの特
定療養費制度の支給要件を緩和し、保険給付の対
象の拡大という財政措置を求めるものである。

財政措置の問題ではなく、治験終了後から保険収
載までの間に特定療養の対象となる医薬品等が、
保険の範囲内で使用できないという制度上の問題で
あるので、さらに検討し、回答されたい。

薬事法上未承認の医薬品及び医療用具について保
険適用を行うことは、安全性、保険診療にふさわし
い医療という観点から制度的にも適当でない。な
お、薬事法上未承認の医薬品及び医療用具につい
て保険適用を求めることは保険給付の対象の拡大
という財政措置を求めるものであり、当該地域の地
方公共団体の財政だけでなく、全国の保険者の財
政に影響を与えることとなるため、適当でない。
薬事法承認後保険収載までの期間における医薬品
等の使用に関しては特定療養費制度の対象として
いるところ。治験終了後薬事法承認までの間におい
ては、先般の薬事法改正により治験とされる医師主
導の臨床研究を活用することにより特定療養費制
度の対象となることも可能である。

Ｂ-2 Ｂ-2 B-2

医師主導の臨床
研究について、
治験に要する医
薬品、医療用具
にかかる費用の
患者負担化

090091
1

医師主導の臨床研究における医薬品、医療用具等
の費用について患者と医療機関の間の費用負担に
ついては、患者と医療機関間で決定されるべきもの
である。

提案者の要望は、「医師主導の臨床研究について
は、治験に要する医薬品、医療用具にかかる費用を
患者負担とすること。」であるが、これを踏まえ実施
が可能かどうか検討し、回答されたい。

医師主導の臨床研究における医薬品、医療用具等
の費用についての患者と医療機関の間の費用負担
については、当事者である患者と医療機関で自由に
決定されるべき問題であり、この費用を患者に強制
することは適当ではない。

Ｅ Ｅ E

医療用具に係る
治験において、こ
れらの項目を包
括点数で算定し
ている場合にお
ける治験にかか
る費用の保険適

用

090091
2

治験に係る費用は本来企業が負担すべきものであ
るが、特定療養費制度は治験に係る医療について
患者負担の軽減を図る観点から、企業が負担する
費用以外の費用について保険給付を行うものであ
る。このため、出来高点数では、企業が負担する薬
剤料等は保険給付の対象から控除しており、包括
点数の場合にも同様に、企業が負担する費用は控
除することが適当。なお、この非控除を求めること
は、財政措置を求めるものである。

提案者の要望は、「医療用具に係る治験において、
これらの項目を包括点数で算定している場合は治
験にかかる費用については保険から出すこと。」で
あるが、これを踏まえ実施が可能かどうか検討し、
回答されたい。

治験とは企業等が製品の開発のために行うもので
あり、それに係る費用は本来企業が負担すべき費
用であり、これに保険給付を求めることは一企業の
製品開発に対する財政措置を求めるものである。

F F F

薬事法改正により、医師主導により医薬品等を使用
する臨床研究について、治験として取り扱うことと
なったことに伴い、特定療養費制度の適用対象とす
る。

措置区分が「B」ということは、実施時期は15年度中
と解してよいか。

構造改革特区推進プログラムの「別表２」に掲げら
れているように、薬事法施行に併せて対象とする予
定。

Ｂ-1 Ｂ-1 1305010 神戸市
先端医療
産業特区

（第1次提
案）再生医
療等の高度
医療に係る
臨床研究に
おける「特定
療養費」の
導入

高度先進医療については、特定承認保険医療
機関の承認要件や対象技術の範囲について見
直しを行い、平成１５年度中に実施する。

Ｂ-1 Ｂ-1 1305020 神戸市
先端医療
産業特区

（第1次提
案）「高度先
進医療制
度」の弾力
的運用

高度先進医療制
度の見直しにお
いて、神戸特区
内での個別案件
に係る迅速対応

健康づくり
特区

高度先進医
療制度の見
直し
①特定療養
費制度の対
象の拡大
②「特定承
認保険医療
機関」の承
認要件等の
高度先進医
療制度の見
直し

2088010
東京大学
医学部附
属病院

090093
0

B-2
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

特定機能病院の
病床数の下限の
引き下げ

090095
0

２００床以上の病床を有する医療機関における初
診・再診については、医療機関間の機能の連携・分
担を促進する観点から特定療養費制度の対象とし
て認められているところである。提案は、この特定療
養費制度の支給要件を緩和し、保険給付の対象の
拡大という財政措置を求めるものである。

病床数２００床に満たない医療機関でも、特区にお
いて保険の範囲内で選定医療を行うことが可能とな
るよう検討し、回答されたい。

２００床以上の病床を有する医療機関における初
診・再診については、大病院とその他の医療機関の
間の機能の連携・分担を促進する観点から特定療
養費制度の対象として認められているところである。
提案は、この特定療養費制度の支給要件を緩和し、
保険給付の対象の拡大という財政措置を求めるも
のであり、また、当該地域の地方公共団体の財政だ
けでなく、全国の保険者の財政に影響を与えること
となるため、適当でない。

F

東京医科歯科大学歯学部・歯学部附属病院殻の意
見では「提案の趣旨は保険給付の対象の拡大を求
めることにあるのではなく、当院のセカンド・オピニオ
ン機能を活性化し、患者本位の医療を達成しようと
するもの」、「当院に通院する患者の約２～３割は一
般の歯科診療所で対応できるもので、また歯科大学
附属病院で２００床以上の病床数を有する医療機関
は皆無で、医科と歯科との公平性という観点からも
当該要件緩和が求められる」とあり、これを踏まえ具
体的に検討し、回答されたい。

　歯科診療においては、本来、医療機関の規模にか
かわらず、外来機能が中心であり、入院は口腔外科
の領域に限られており、医科診療のように、入院機
能を重視し、外来患者の集中を是正しなければなら
ないという医療政策的な必要性は薄く、歯科の初　・
再診料について特定療養費の対象とし、特別の患
者負担を求める合理的な理由に乏しい。
　また、歯科大学付属病院は、臨床教育機能を十分
に果たしていくことが求められており、歯科の本来機
能である外来やプライマリケアに係る患者の流れを
制限するような措置は必ずしも適当ではない。
　このように、歯科診療においては、医科診療とは
医療政策上の事情が異なっており、初・再診の特定
療養費については適当ではないと考える。
　なお、２００床以上の病床を有する医療機関におけ
る初診・再診については、紹介状を持たずして当該
医療機関を訪れた場合に特別の患者負担を求める
ものであるが、セカンドオピニオンは、紹介状を持た
ずに別の医療機関において意見を求めることが一
般的であり、２００床以上の病床を有する医療機関
における初診・再診に係る特定療養費制度がセカン
ドオピニオンを活性化するものとは考えていない。

C-1 C-1 2134060

東京医科
歯科大学
歯学部・歯
学部附属
病院

「歯学総合
医療セン
ター」特区

初診・再診に
係る選定療
養に関して、
歯学部附属
病院への適
用拡大

特定機能病院の
病床数の下限の
引き下げ

高度医療機関に
おける病床数の
増加に関する協
議と同意から届
け出制への変更

090146
0

○特例病床数の決定にあたり、届出制として文部科学大臣のみの
判断によることとすることは次の理由から困難であり、厚生労働大
臣による同意が不可欠である。
（１）適正な医療提供体制の確保という医療計画の目的からすれ
ば、要望にあるように国立の医療機関のみについて特例を認め、
民間医療機関よりも規制を緩和する理由はないこと。
（注）国立以外の医療機関については、特例病床の性質上、一律
にその算定基準を定めることは困難である一方、全国において統
一的に特例病床数を決定する必要があることから、都道府県のみ
の判断ではなく厚生労働大臣の同意を求めているところ。
（２）特例病床数の決定に当たっては、厚生労働省が都道府県の
意見を聴取した上で、地域における適切な医療提供体制といった
観点から病床数等を判断する必要があること。

提案は、先端的医療を迅速に臨床応用できるように
するため病床数を弾力的に増減するというものであ
り、特区において実現できないか、検討し、回答され
たい。

○高度先進医療に係る特定の病床の特例の認
可に当たっては、以下の理由から、国立大学附属
病院についても、他の医療機関と同様に、厚生労
働大臣の同意が不可欠であり、文部科学大臣の
判断のみによる届出制とすることはできない。
（１）病床の特例の認可に当たっては、限られた医
療資源の偏在が生じることなく、地域における必
要な医療が確保されるよう、厚生労働大臣が、都
道府県からその必要性について意見を聴取した
上で、判断する必要があること
（２）当該判断に当たっては、厚生労働大臣が、全
国において統一的に病床数を判断することが不
可欠であること
○ご指摘の「先端医療を迅速に臨床応用できるよ
うにするため病床数を弾力的に増減する」との提
案については、迅速に臨床応用するのであれば、
既存の病床を利用すべきであって、適正な医療
提供体制の確保という医療計画の目的からすれ
ば、国立の医療機関のみについて特例を認め、
民間医療機関よりも規制を緩和する理由はない。

C C C-1 2134020

東京医科
歯科大学
歯学部・歯
学部附属
病院

「歯学総合
医療セン
ター」特区

高度医療期
間における
病床数の増
加に関する
協議と同意
から届け出
制への変更

26 / 49 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第２次 2005/8/2413:43

特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

1436020 長野県
高齢者年
金活用特
区

年金関係法
令に規定さ
れている「年
金の担保提
供」禁止規
定の廃止

1436030 長野県
高齢者年
金活用特
区

年金関係法
令に規定さ
れている「年
金の担保提
供」禁止規
定の廃止

永住を前提としな
い外国人の年金
加入の弾力的な
取り扱いをするこ
とによる、外国人
の健康保険加入
促進

090097
0

　
　社会保障制度については、国籍による差別なく適
用の対象とすることが国際的にも要請されているこ
とであり、また、不慮の事故などによる障害や死亡
の場合には障害給付や遺族給付を行う必要もある
ことから、滞在期間の短い外国人について厚生年金
保険の適用を除外することは困難である。
　

C C C-1 1153040 浜松市
外国人との
地域共生
特区

外国人の年
金加入の弾
力化

現在３年を限度と
している年金脱
退一時金の納付
金返還適用期間
の延長並びに返
還の率を緩和
（60月以上5.0）

090098
0

・厚生年金保険制度は、日本社会全体を一つの財
政単位として、地域格差を設けることなく保険料負
担を求め給付を行うことで成り立っているものであ
り、特定の地域のみ給付を引き上げることはそれ以
外の地域に比べ給付と負担の関係が崩れることと
なり、制度の仕組みと相容れない。また、同じ保険
料負担で特定の地域のみ給付を引き上げることは、
その分の財政措置を必要とする。
・ご要望の扱いをする場合には、年金制度とは別に
市独自に相当給付することとなる。

F F F 1153050 浜松市
外国人との
地域共生
特区

年金脱退一
時金の納付
金返還適用
期間の延長

Ｃ

年金は、稼得能力の喪失に対応して生活の基本部
分を支えるものである。
年金受給権を担保に融資を受けた場合、その返済
期間中は年金を受けることができず、老後の生活の
よりどころを失い、生活の基盤が損なわれる可能性
がある。このため、年金関係法に担保供与の制限が
規定されているところであり、廃止することはできな
い。
また、社会福祉・医療事業団が行っている年金受給
権を担保とした貸付は、不時の出費に備えてあくま
で一時的に小口の融資を行い、高利貸の被害を防
止する等の観点から創設されたものであり、事業展
開に要する資金の貸付のように、幅広く、多額の融
資を行う制度について、年金受給権を担保にするこ
とを認めることは、返済のため年金を受け取れない
期間が極めて長期にわたり（貸付１，０００万円であ
れば、平均的な厚生年金受給者で４．７年）、上記の
受給権保護の考えに照らし、適当ではない。

090096
0

年金関係法令に
規定されている
「年金の担保提
供」禁止規定の
廃止

Ｃ C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○　在宅サービスについては、自宅に居住して
受けるサービスであることから、介護保険施設
に入所してサービスを受ける場合と区別して、
住所地特例の適用対象としていないところ。
○　提案のように、自宅に居住して受けるサー
ビスについてすべて住所地特例を適用すること
は、外部の市町村から当該市町村に転居した被
保険者の給付費についても、外部の市町村が負
担することとなり、ひいては外部の市町村の保
険財政・保険料にも影響を与えるため、困難で
ある。

貴省の回答では、在宅サービスやグループホーム
でのサービスの場合と介護保険施設に入所して受
けるサービスに差を設ける合理的な理由が示されて
いない。提案の趣旨を踏まえ、特区において実現で
きないか検討し、回答されたい。

１．介護保険制度に住所地特例が設けられた理
由
①　旧措置時代には、特別養護老人ホームに
入所させるのは市町村の権限であり、決定者で
ある措置市町村が費用負担する仕組みとなって
いたため、施設の所在地にかかわらず費用負
担していたという経緯があったこと。
②　かつては、施設の不足から、近隣の市町村
が自分の住民の入所枠を確保するため、他市
町村の施設の整備費についても助成を行って
いたという実態もあったこと。
③　施設所在地に要介護者が集中するため、施
設のある市町村の介護保険財政に影響を及ぼ
すことへの配慮。
などを踏まえ、特例として入所前に住所があっ
た市町村が費用負担する仕組みとしている。
２．このように、住所地特例制度とは、要介護者
を抱える市町村が、その住民を他市町村の介
護保険施設に委ねるに当たって、介護に係る費
用を負担する考え方に由来する仕組みである。
３．ご提案の件については、すぐに介護を要しな
い状態にある方が、通常の老人向け住宅に転
居するケースであり、転居後一定期間経ってか
ら、介護サービスを必要とする状態になった際
に、以前住所を有していた市町村に費用負担を
求めることは不合理であるので、その市町村が
費用負担するべきものである。

Ｃ Ｃ 1016010 名護市
リタイアメン
トコミュニ
ティ特区

介護保険の
被保険者に
関する住所
地特例の緩
和

（介護保険）
１．介護保険制度に住所地特例が設けられた理由
①　旧措置時代には、特別養護老人ホームに入所
させるのは市町村の権限であり、決定者である措置
市町村が費用負担する仕組みとなっていたため 施

(国民健康保険）
○　国民健康保険の適用は、住所地主義を採用し
ているが、特別養護老人ホームや病院等の施設が
集中する市町村においては、その国民健康保険財
政が圧迫されることから、一定の施設類型に入所し
ている者については、あくまで特例として住所地特
例の対象としている。
○　痴呆性高齢者グループホームについては、少人
数を対象とした居宅サービスであり、かつ、入所者
の医療ニーズも上記の施設類型に比べれば高くな
いことから、果たして住所地特例を適用しなければ
ならない程の市町村国保財政への影響があるかは
疑問。
○　また、提案の件については、給付と負担の関係
がＧＨの所在市町村内において完結せず、その市
町村での医療費について、外部の市町村に負担を
転嫁することとなるため、実施は困難であると考えら
れる。なお、県内の市町村についても、市町村間の
財政負担に関わる問題であることから、あらかじめ
全市町村の合意を得ることが前提であると考える。

（国民健康保険）千葉県
地域住民の相互扶助により成り立つ国民健康
保険の適用は、原則、住所地主義を採用してい
るが、特別養護老人ホームや病院等の施設が
集中する市町村においては、その国民健康保
険財政が圧迫されることから、これらの施設に
入所している者については、住所地特例の対象
としている。
痴呆性高齢者グループホームについては、入
所者が少人数であり、他の施設類型に比べれ
ば医療ニーズが必ずしも高くないことから、市町
村国保財政への影響がどの程度あるかは疑問
である。
また、提案の件に関しては、外部の市町村に負
担を転嫁することとなり、県内の市町村につい
ても、市町村間の財政負担に関わる問題である
ことから、あらかじめ全市町村の合意を得ること
が前提であると考えられる。

本件は全国的に対応すべき事柄であり、その方
向で検討したいと考えている。なお、介護保険
法の改正が必要な事項であるため、特区法の改
正とあわせて介護保険法の一括改正をお願いし
たい。

介護保険法の改正は、今通常国会に提出すること
を想定しているのか。

○　現在、介護保険法の改正については、制度
施行後５年を目途として検討中であり今通常国
会において個別に介護保険法の改正を行うこと
は予定していない。
○　このため、今回の提案を速やかに実現する
ためには、特区法における一括改正による対応
が必要である。

Ｂ-1 Ⅰ Ｂ-1 Ⅰ 1105010
大阪府羽
曳野市

介護保険
料収納円
滑特区

私人による
介護保険料
の収納事務
の容認

○保育料の徴収事務については、その取り扱い
が都道府県又は市町村の職員に限られていた
が、法令改正により、その取り扱いを私人に委
託等できる方向で検討したいと考えている。ま
た、保育料については、全国的に対応すべき事
柄であり、その方向で検討する。
○なお、児童福祉法の改正が必要な事項であ
るため、特区法の改正とあわせて児童福祉法の
一括改正をお願いしたい。

Ｂ-1 Ⅰ Ｂ-1 Ⅰ

歳入の徴収又は
収納の委託に関
する地方自治法
施行令の緩和(介
護保険料、保育

料）

901000 C-2

介護保険の住所
地特例の対象拡

大

＜介護保険＞
○　GHについては、介護保険制度上居宅として位置付けており、住所地特例制度
の対象外となっている。
○　現在、一部地域において、GHの乱立による介護給付費の増加が問題となって
いるケースもあることから、保険者からの要望があることについては認識してい
るところであり、今後法律改正の検討の場で、議論されるものと考える。
○　なお、この件については、ＧＨのある市町村のみならず、それ以外の市町村
の保険財政、保険料にも影響を与えることから、全国的な視点から、慎重に検討
すべきであると考えている。
＜国民健康保険＞
○　国民健康保険の適用は、住所地主義を採用しているが、特別養護老人ホーム
や病院等の施設が集中する市町村においては、その国民健康保険財政が圧迫され
ることから、一定の施設類型に入所している者については、転入前の市町村を保
険者としている。いわゆるＧＨについては、介護保険法及び老人福祉法上、居宅
サービスとして位置づけられていることから、住所地特例の対象としていない。
○　住所地特例の対象としてＧＨを認めることに関しては、外部の市町村からＧ
Ｈに入居した被保険者の給付費についても、当該外部の市町村が負担することと
なり、当該市町村の保険財政・保険料にも影響を与えることから、介護保険と同
様、今後
全国的な視点で議論されるべきものと考えている。

Ｃ

貴省の回答では、在宅サービスやグループホーム
でのサービスの場合と介護保険施設に入所して受
けるサービスに差を設ける合理的な理由が示されて
いない。提案の趣旨を踏まえ、特区において実現で

きないか検討し、回答されたい。

千葉県

大都市では施設や高齢者住宅等が不足する一方
で、施設等の設置が可能な地域もあり、これらの地
域が連携して住所地特例を認める場合には、特例
を認めるべきではないか、具体的に検討し回答され
たい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま
た、回答中「③　施設所在地に要介護者が集中する
ため、施設のある市町村の介護保険財政に影響を
及ぼすことへの配慮。」については、グループホーム
にも同様に当てはまると考えられるため、グループ
ホームへの住所地特例の適用を具体的に検討し回
答されたい。

090099
0

痴呆高齢者
グループ
ホーム設置
促進のため
介護保険法
第１３条及び
国民健康保
険法第１１６
条の２の住
所地特例対
象施設の拡
大

健康福祉
千葉特区

1268010

（介護保険）名護市、千葉県
１．介護保険施設については既に住所地特例の対
象である。
２．高齢者住宅については、転居者はすぐに介護を
要する状態にある方とは限らず、自立の状態にある
方が、転居後一定期間経ってから、介護サービスを
必要とする状態になった際に、以前住所を有してい
た市町村に費用負担を求めるということは不合理で
あるので、その市町村が費用負担するべきものであ
る。
３．グループホームについては、
（１）介護保険施設ではなく、少人数で共同生活を営
む住居であるので、グループホーム所在市町村が
費用負担を行うことが基本であり、住所地特例を適
用することについては慎重に考えるべきである。
（２）また、ご提案の件については、給付と負担の関
係がグループホームの所在市町村内で完結せず、
グループホームにかかる費用負担を外部の市町村
に転嫁することとなるため、その面からも実施は困
難であると考える。なお、県内の市町村についても、
市町村間の財政負担に関わる問題であることから、
あらかじめ関係市町村の合意を得ることが前提であ
ると考える。

C-1

Ｃ
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○介護保険料については、全国的に対応すべ
き事柄であり、その方向で検討したいと考え
ている。
○なお、介護保険法の改正が必要な事項であ
るため、特区法の改正とあわせて介護保険法
の一括改正をお願いしたい。

Ｂ-1 Ⅰ Ｂ-1 Ⅰ

歳入の徴収又
は収納の委託
に関する地方
自治法施行令
の緩和(国民健
康保険料）

901001

○国民健康保険料については、平成１５年４月
より、厚生労働大臣が指定する市町村におい
て、徴収事務の私人委託を可能とする。（地方
自治法第２４３条の特例、国民健康保険法第８
０条の２）

D-1 D-1 D-1

65歳未満の身体
障害者による介
護保険法の短期
入所生活介護の
利用容認

090101
0

特区ではなく全国的に、15年4月以降において
も当該通知の内容を継続する方向である。

Ｅ Ⅳ Ｅ Ⅳ E 1106010 弥富町
生活福祉
関連特区

「高齢者と身
体障害者に
係る短期入
所事業の相
互利用の容
認」

・規模の大小によって、特別養護老人ホームの
設置主体の取扱いに差異を設けることには合理
的な理由はない。
・特別養護老人ホームについては、昨年12月に
成立した構造改革特別区域法で、特区において
ＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株式会社
等による運営を認めることとしたところであ
り、今回のご提案については、この特例措置を
活用することにより対応可能である。

提案者の要望は、①５０人以下の小規模な特別養
護老人ホームを設置できるようにすること。②PFI方
式、公設民営方式によらず株式会社が特別養護老
人ホームの経営に参入できるようにすることであり、
特区において実現できないか検討し、回答された
い。

①特別養護老人ホームの入所定員については、「特
別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成１１年厚生省令第４６号）」において、２０人以
上（入所することを目的とする他の社会福祉施設等
に併設する場合にあっては、１０人以上）と規定され
ており、当該基準に適合する範囲においては、ご提
案にある５０人以下の「小規模な特別養護老人ホー
ム」を設置することは現行制度においても可能であ
る。
②特別養護老人ホームについては、昨年１２月に成
立した構造改革特別区域法で、特区においてＰＦＩ方
式又は公設民営方式の下で、株式会社等による運
営を認めることとしたところである。これは、特別養
護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高
齢者が長期間にわたって入所し、介護サービスを受
けるための施設であることから、こうした利用者の保
護を図るために、自治体が一定の関与を行うことの
できる方式に限り、特区において試行的に、自治体
及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人
ホームの経営を認めることとしたものである。
・今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評
価することなく、「PFI方式、公設民営方式によらず株
式会社が特別養護老人ホームの経営に参入できる
ようにすること」を求めるものであり、認められない。

Ｄ-２ 1201020 足立区

生活創造
特区（福
祉・雇用分
野）

小規模特別
養護老人
ホームの設
置・運営法
人の拡大

・特別養護老人ホームについては、昨年12月に成立
した構造改革特別区域法で、特区においてＰＦＩ方式
又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営
を認めることとしたところであり、今回のご提案につ
いては、この特例措置を活用することにより対応可
能である。

Ｄ-２ Ｉ 2031010

株式会社
ゼクスコ
ミュニ
ティ

特別養護
老人ホーム
設置法人
の株式会
社への規
制緩和

特別養護老
人ホームを
設置すること
にの出来る
法人に関す
る規制の緩
和

Ｄ-２

本提案につき、総務省より保育料等負担金及び介
護保険料等保険料等の公金の扱いについては、厚
生労働省に検討していただきたいとのことなので、

検討し、回答されたい。

小規模特別養護
老人ホームの設
置・運営法人の

拡大

090102
0

提案者からの意見では「都道府県において実施して
いる社会福祉法人への指導・監査及び解散時の営
業の継承等を、特区の自治体が同様の役割を株式
会社に対して行うことを制度化することで可能」、「５
０人以下の特別養護老人ホームであれば、万が一
の場合でも、特区において比較的スムーズに対応
可能」、「「民設民営」が目指すところは、建設費補助
などの自治体の公費負担をできるだけ少なく抑え、
利用者負担を可能な限り低額に設定し、スピー
ディーに施設を設置することで、特養の入所待ち解
消を達成する」とあり、これを踏まえ具体的に検討
し、回答されたい。

歳入の徴収
又は収納の
委託に関す
る地方自治
法施行令の
緩和

公共料金
支払窓口
拡大特区

新座市1359010

・昨年１２月に成立した構造改革特別区域法で、特
区においてＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株
式会社等による運営を認めることとしたところであ
る。これは、特別養護老人ホームが、寝たきりや痴
呆などの要介護高齢者が長期間にわたって入所し、
介護サービスを受けるための施設であることから、
こうした利用者の保護を図るために、「ＰＦＩ方式又は
公設民営方式という自治体が一定の関与を行うこと
のできる方式」に限り、特区において試行的に、自
治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老
人ホームの経営を認めることとしたものであり、提案
者からの意見にある「都道府県において実施してい
る社会福祉法人への指導・監査及び解散時の営業
の継承等を、特区の自治体が同様の役割を株式会
社に対して行うことを制度化」したものである。
・特別養護老人ホームの入所定員については、「特
別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
（平成１１年厚生省令第４６号）」において、２０人以
上（入所することを目的とする他の社会福祉施設等
に併設する場合にあっては、１０人以上）と規定され
ている。したがって、特区において、ＰＦＩ方式又は公
設民営方式の下で株式会社等が運営を行い、当該
基準に適合する範囲で５０人以下の「小規模な特別
養護老人ホーム」を設置することは可能であり、ご提
案は現行においても実現可能である。
・設置主体に制限を設けていないケアハウス、有料
老人ホームにおいて、「特定入所者生活介護」の指
定を受けた場合、特別養護老人ホームと同等の介
護サービスを提供することは可能であり、ご提案は
現行においても実現可能である。

C-3

29 / 49 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第２次 2005/8/2413:43

特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

株式会社による
小規模特別養護
老人ホーム設置
の際の施設整備
費補助金の特例

090103
0

・老人福祉法においては、社会福祉法人が特別
養護老人ホームを設置する場合、施設整備費を
国庫補助の対象としている。
・今回のご提案は、このような財政措置を株式
会社が設置する「小規模特別養護老人ホーム」
に拡大するものであり、従来の補助制度の拡充
に該当するものであるため。

F F F 1201030 足立区

生活創造
特区（福
祉・雇用分
野）

株式会社に
よる小規模
特別養護老
人ホーム設
置の際の施
設整備費補
助金の特例

知的障害者が介
護保険法による
痴呆性高齢者グ
ループホームを
利用できるよう、
当該グループ
ホームを知的障
害者地域生活援
助事業所に指定
するための指定
基準の緩和

090105
0

○痴呆性高齢者グループホーム及び知的障害者
グループホームについては、提供されるケアの
内容、支援の目的が著しく異なるものであり、
また、痴呆性高齢者及び知的障害者を混合処遇
することについては、かえって、両者に悪影響
を及ぼす恐れがあることから、認められない。

Ｃ Ⅳ

提案者からの意見では「通所デイケアで混合処遇の
成功例がみられることから、夜間のケアに配慮する
ことにより対応可能」、「介護者には知的障害者への
ケアの方法について研修を行う」、「知的障害者の
入所者は比較的高齢で軽度の障害者に限定し、そ
の人数は２人程度とする」とあり、これについて具体
的に検討し、回答されたい。

○ 痴呆性高齢者及び知的障害者の混合処遇につ
いては、賛否両論あるものと認識しているが、現状
においては、科学的に実証されたエビデンスが存在
しないことから、まずケアの手法として実証されるこ
とが必要と考えている。
○　また、痴呆性高齢者グループホームについて
は、生活の本拠が在宅から当該グループホームへ
移行することから、あくまで生活の本拠が在宅にあ
る通所サービスとは、入居者の生活そのものへ与え
る影響が異なり、同列には論じ得ぬもの考えてい
る。
○　さらに、混合処遇の成功例といわれるデイサー
ビスは、いずれも混合処遇の対象となる高齢者及び
知的障害者について、それぞれ個別に対応しても処
遇可能な、ケアについての十分な専門性とサービス
提供体制を備えているものであり、このような事例を
もって、一般論として捉えることはできない。
○　混合処遇を行う場合において、「介護者に対す
る知的障害者へのケアの方法についての研修」、
「入居者を軽度の障害者に限定し、２人程度とする
こと」の条件を付したとしても、前述のように、そもそ
も痴呆性高齢者及び知的障害者の混合処遇がケア
の手法として実証されていない以上、入居者へ与え
る影響を考慮すると 特区においてご提案を実現す

Ｃ Ⅳ C-1 1268020 千葉県
健康福祉
千葉特区

知的障害者
地域生活支
援のため指
定居宅事業
者の指定基
準の緩和

指定介護老人福
祉施設の構造設
備基準の簡素化

090106
0

Ｄ-１ Ⅰ

（１）特別養護老人ホームの構造設備基準について
は、次の通り、簡素化を図ることとしている。（平成１
５年４月１日施行予定）
【従来型・小規模生活単位型共通事項】
＜現行＞　　　　　　　　　　　　　＜改正案＞
事務室、宿直室、霊安室　→　　事務室その他の運
営上
その他の設備　　　　　　　　　　　必要な設備

一般浴槽のほか、特別　　→　　削除
浴槽を設けることについ
ての規定

【小規模生活単位型に関する事項】
［昨年８月までに講じた規制緩和］
○　必ず設けなければならない設備から、食堂、静
養室、　面談室を削除
○　廊下幅についての一律の取扱を緩和

［今回の改正案］
○必ず設けなければならない設備から、介護職員
室、看護職員室、機能訓練室を削除

(1)に
ついて
はB-1

B-1

指定介護老人福
祉施設に関する
指定要件の追加

090106
1

（２）介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な
社会保険方式を採用しており、全国の被保険者から
徴収している保険料及び公費を財源として運営され
ている。このため、介護に特有のサービスであり、全
国的に保険給付の対象としてふさわしいものを、法
定サービスとしているところであり、指定介護老人福
祉施設で提供される介護サービスについては、「介
護福祉施設サービス」として（介護保険法　平成９年
法律第１２３号　第７条第２１項）、介護保険から給付
を行っている。
・しかしながら、地域独自の事情により、法定外の
サービスが必要となる場合は、市町村の判断によ
り、市町村特別給付の枠組みによって、当該市町村
の被保険者を対象に独自のサービスを提供すること
ができることとされている（介護保険法第６２条）。
・したがって、特別養護老人ホーム以外の施設を指
定介護老人福祉施設とする特例措置を講じなくて
も、市町村特別給付の枠組みにより、対応可能であ
る。

(2)に
ついて
はD-1

C-1

志木市型
高齢者福
祉施設

指定介護老
人福祉施設
に関する指
定要件の追
加

・介護保険制度は、全国の被保険者から徴収してい
る保険料と公費を財源として、全国的に保険給付の
対象としてふさわしいものを法定サービスとしてい
るところであり、特別養護老人ホーム以外の施設が
提供するサービスも指定介護老人福祉施設のサービ
スとして認めることは困難である。
・また、現行制度において、有料老人ホーム、ケア
ハウス、生活支援ハウス等においては、経営主体の
法人格の種類に制限を設けておらず、又、これらは
自立高齢者から要介護高齢者まで、利用者の状況に
応じた様々な介護サービスの提供が可能なものであ
り、これらを活用することによって、利用者を要介
護高齢者に制限しない施設を創るというご提案は実
現可能である。

埼玉県
志木市

志木市の提案は、地域の実情を熟知している地方
公共団体が定めた独自の基準にもとづく施設につ
いて、特別養護老人ホームに加えて指定介護老人
福祉施設を対象とするというものであり、特区におい
て実現できないか検討し、回答されたい。

・介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社
会保険方式を採用しており、全国の被保険者から徴
収している保険料及び公費を財源として運営されて
いる。このため、介護に特有のサービスであり、全国
的に保険給付の対象としてふさわしいものを、法定
サービスとしているところであり、指定介護老人福祉
施設で提供される介護サービスについては、「介護
福祉施設サービス」として（介護保険法　平成９年法
律第１２３号　第７条第２１項）、介護保険から給付を
行っている。
・しかしながら、地域独自の事情により、法定外の
サービスが必要となる場合は、市町村の判断によ
り、市町村特別給付の枠組みによって、当該市町村
の被保険者を対象に独自のサービスを提供すること
ができることとされている（介護保険法第６２条）。
・したがって、特別養護老人ホーム以外の施設を指
定介護老人福祉施設とする特例措置を講じなくて
も、市町村特別給付の枠組みにより、対応可能であ
る。

提案者は、「特別養護老人ホームの現行設置基準
は多額の建設コストが必要であり、急激な高齢化と
厳しい財政を考えると、静養室、医務室、機能訓練
室等を不要とすべき。」と言っているが、これについ
て具体的に検討し、回答されたい。

1321010

30 / 49 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第２次 2005/8/2413:43

特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

養護老人ホーム
の株式会社等へ
の管理委託

090107
0

・「公の施設」の管理委託に係る地方自治法の
改正の動向を見極めながら、全国的に対応する
方向で検討する。

Ｂ-1 Ⅰ Ｂ-1 Ⅰ B-1 1327010 益田市

養護老人
ホームの間
利運営の
民間委託
特区

老人福祉法
第１５条第１
項～５項、
国、都道府
県、市町村、
社会福祉法
人以外の老
人福祉施設
の設置

①介護老人福祉
施設及び短期入
所生活介護の指
定申請を一本
化、②介護老人
福祉施設及び短
期入所生活介護
の二つの事業の
総定員を定員と
することの容認

090108
0

○特別養護老人ホームの空床をショートステイ
床として活用することとともに、ショートステ
イ床についても、当該ショートステイ施設の５
０％の範囲内であることなど、一定の要件の
下、特別養護老人ホームのベットに転換するこ
とを認めており、ショートステイ床を特別養護
老人ホームのベットに転換した上で、空床利用
型として変更申請を行えば、対応可能である。

提案者の要望は、「①介護老人福祉施設及び短期
入所生活介護の指定申請を一本化し、②介護老人
福祉施設及び短期入所生活介護の二つの事業の
総定員を定員とすること。」であり、これを踏まえ再
度検討し、回答されたい。

○前回回答の短期入所生活介護の空床利用型と
は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の空
床について、ショートステイ床として活用するもので
ある。
  この場合には、介護老人福祉施設の定員が介護
老人福祉施設及び短期入所生活介護の両事業の
総定員として取り扱われることとなり、ご提案の内容
については、この現行制度の活用により対応が可能
である。

D-１ D-１ D-1 1408010 掛川市

入所待機
早期解決・
介護サービ
ス推進特
区

介護老人福
祉施設が指
定短期入所
生活介護事
業者を経営
する場合に
おける、介護
老人福祉施
設と指定短
期入所生活
介護事業者
の指定。

特別養護老人
ホーム新規開設
における個室対
応の一部除外

090109
0

・老人福祉法に基づく基準省令においては、居
室の定員を４人以下とする従来型の施設も認め
ているところ。
・また、国庫補助制度において、小規模生活単
位型特別養護老人ホームのみならず、従来型用
の補助も残しているところ。
・国庫補助採択において、小規模生活単位型特
別養護老人ホームを優先するという取扱いは、
小規模生活単位型特別養護老人ホームの普及を
促進するという政策的観点に立った奨励策であ
り、規制に該当しない。

Ｅ ー Ｅ ー E 1408020 掛川市

入所待機
早期解決・
介護サービ
ス推進特
区

特別養護老
人ホーム新
規開設にお
ける個室対
応の一部除
外

介護保険の給付
対象となる福祉
用具貸与及び福
祉用具購入種目
の拡大

090110
0

○介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会
保険方式を採用しており、全国の被保険者から徴収
している保険料及び公費を財源として運営されてい
る。このため、介護に特有のサービスであり、全国
的に保険給付の対象としてふさわしいものを法定
サービスとしているところである。
○一方、地域独自の事情により、法定外のサービス
が必要となる場合は、市町村の判断により、市町村
特別給付の枠組みによって、当該市町村の被保険者
を対象に、独自の給付を行うことができることとさ
れている。
○また、福祉用具貸与及び福祉用具購入の対象種目
については、福祉用具の開発状況等を踏まえ、柔軟
に対応することとしている。

Ｄ-１ Ⅲ Ｄ-１ Ⅲ D-1 1447050 長野県
テクノリー
ジョン特区

介護保険給
付の対象と
なる福祉用
具の認定基
準の緩和
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

介護保険施設の
設置規制の都道
府県を越えた弾
力化（大都市圏
の定員につい
て、一部圏域外
設置の容認）

090111
0

・大都市の要介護高齢者を受け入れるための施
設を設ける場合、当該施設については、特定の
地域の住民に限って入所を認めるという制限を
設けることになるが、これは利用者の自由な選
択によってサービスを選ぶことができるという
介護保険制度の理念に反し、認めることはでき
ない。

提案者の要望は、「介護保険施設の設置規制の都
道府県を越えた弾力化（大都市圏の定員について、
一部圏域外設置の容認）」であり、これを踏まえ具体
的に検討し、回答されたい。

・ご提案の「大都市圏の定員について、一部圏域外
設置の容認」は、大都市の要介護高齢者を受け入
れるための施設を、当該大都市の存する圏域外に
設けることを意味しており、この場合、当該施設につ
いては、その所在地や周辺の住民の入所は排除
し、他の特定の地域（大都市）の住民に限って入所
を認めるという制限を設けなければならないことにな
る。これは、新しい規制を設けるものであり、認めら
れない。

Ｃ Ⅰ

大都市圏の施設待機者を解消するためには、介護
保険施設又はこれと同等の機能を持つ施設等を大
都市圏以外の地域に整備することが考えられるが、
これについて具体的に検討し、回答されたい。

・介護サービスの基盤整備については、①できる限
り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続で
きるよう在宅サービスの充実に努めることを基本と
し、これと併せて②自宅での生活が難しくなった場合
でも住み慣れた地域の中で居所を移して在宅サー
ビスを受けながら自立した生活を継続することがで
きる場としてのグループホームやケアハウス等の整
備を進め、③さらに、在宅やこれらの施設で暮らし続
けることができない人のために特別養護老人ホーム
等の施設の整備を進めることとしており、現在、各自
治体において、このような考え方に沿って第２期介
護保険事業計画を策定しているところである。国とし
ては、これに沿った取組について、必要な支援を
行っていくこととしている。
（１）ご提案の「大都市圏の定員について、一部圏域
外設置の容認」は、大都市の要介護高齢者を受け
入れるための介護保険施設を、当該大都市の存す
る圏域外に設けることを意味しており、この場合、当
該施設については、その所在地や周辺の住民の入
所は排除し、他の特定の地域（大都市）の住民に
限って入所を認めるという制限を設けなければなら
ないことになる。これは、新しい規制を設けるもので
あり、認められない。
（２）一方、特定施設入所者生活介護の指定を受け
たケアハウスや有料老人ホームなどは、介護報酬
の支払いを受けて、介護サービスを提供することが
可能であり、かつ、都道府県の計画において、必要
入所定員総数を定める仕組みにもなっていないこと
から、これらを活用することにより、ご提案の趣旨は
実現可能である。

（１）に
ついて
は
　Ｃ－１

（２）に
ついて
は
　Ｄ－１

C-1 2009020
社会福祉
法人白寿
会

２１世紀型
ふるさと安
心健康タウ
ン
構想

介護保健施
設の設置規
制の都道府
県を越えた
弾力化（大
都市圏の定
員について、
一部圏域外
設置の容
認）

介護保険の保険
給付対象へのプ
レイケア（遊び）
の追加

090113
0

○　介護保険制度は、給付と負担の関係が明確な社会保険方
式を採用しており、全国の被保険者から徴収している保険
料、及び公費を財源として運営されている。このため、介護
に特有のサービスであり、全国的に保険給付の対象としてふ
さわしいものを、法定サービスとしているところである。
○　しかしながら、地域独自の事情により、法定外のサービ
スが必要となる場合は、市町村の判断により、市町村特別給
付の枠組みによって、当該市町村の被保険者を対象に独自
サービスを提供することができることとされている（介護保
険法第６２条）。したがって、提案の件については、提案者
の趣旨に賛同する市町村があった場合、当該市町村に住所を
有する被保険者を対象として、市町村特別給付の枠組みによ
り、対応することが可能である。

Ｄ-１ Ⅰ Ｄ-１ Ⅰ D-1 2092010 ㈱バンダイ

高齢者の
笑顔あふ
れるプレイ
ケア特区

介護保険法
における介
護給付項目
制限の緩和

有料老人ホーム
等運営に公益法
人等が進出出来
る条件の緩和

090115
0

○老人福祉施設等の規制の緩和については、具体的
に何を要望しているのか不明であるが、既存の建物
を改修して、老人福祉施設等に活用することは、
各々の施設の構造設備基準を満たしていれば、現行
制度でも可能である。
○社団法人による施設運営については、特別養護老
人ホームの場合は、昨年１２月に成立した構造改革
特別区域法で特区においてＰＦＩ方式又は公設民営
方式の下で、民間事業者による運営を認めることと
したところであり、この特別措置を活用することに
より対応可能である。
○また、その他のサービスについては、現行制度に
おいても社団法人による施設運営は可能である。

Ｄ－１
Ｄ－２

Ｄ－１
Ｄ－２

D-1 2156010
社団法人
福島県建
設業協会

有料老人
ホーム、
ショートス
テイ、グ
ループホー
ム、デイ
サービス等
の規制を緩
和し、高齢
者介護及
び高齢者
の健康増
進を図るた
め、小・中
学校校舎
及び公民
館・集会所
等の空教
室・空ス
ペースを社
団法人が
廉価に使
用できるよ
う規制を緩
和する特区

有料老人
ホーム等運
営に公益法
人等が進出
出来る条件
の緩和
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

余裕教室を利用
した公立学校に
よるデイサービス
の実施の容認

090116
0

○介護保険法における通所介護については、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準」を満たしていれば、学校等
の身近な社会資源（既存施設）を活用して、実
施することが可能である。

Ｄ-１ Ｄ-１ D-1 2159010
ＱＯL研究
所ひまわり

「

２１世紀型
モデルタウ
ン構想

介護保険事
業法

社会福祉施設
等の医療業務
への労働者派
遣の禁止解除

090034
0

B-1

医療機関の医
療業務への労
働者派遣の禁
止解除

090034
1

提案者からの意見では「地方の医療機関での人材
確保は、短時間での対応が難しい状況にあり、医療
現場では大変苦慮」、「派遣医師の人事権など医局
の都合に左右される」、「地域の病院における医師
は、大学病院の医局から派遣されていることが多く、
適切な体制さえ整備されていれば、派遣されている
医師においても、現状として、チームとしての医療が
十分提供されている」とある。
これらの意見を踏まえ、以下の点について具体的に
検討し、回答されたい。
①派遣といっても、そもそも有資格者が対象であり、
その技量等はあらかじめ病院等で指定可能
②「平成１６年度中に検討」では、結論・実施時期も
明確でないため、特区において先行的に実施すべ
き　　③毎年度、特区推進本部の評価委員会におい
て、派遣労働者が原因で患者の生命、身体に危機
が及ぶような事態が生じたかについて評価を実施

①：医療従事者の能力は資格によって担保されてい
るものの、医療機関において派遣を認めることにつ
いては、医療機関側が労働者を事前に特定すること
ができず、交代が頻繁になることによる職場でのコ
ミュニケーションの欠如から医療ミスに繋がるおそれ
があるため、慎重な検討が必要。
②・③：医療機関における労働者派遣については、
「規制改革の推進に関する第２次答申」において、
平成１６年度中に結論を得ることとされていたが、こ
れを前倒しして結論を得ることとしている。なお、医
療サービスは患者の生命・身体の危害に直結してい
ることから、これに関する規制を先行的に一部区域
において解除し、その結果発生した生命・身体に対
する危害について事後的に検証・評価する、という
枠組みはなじまないものと考える。

C-2

医療法人の余裕
資産（土地）の一
部を認可保育園
開設の為に貸与
することの容認

090118
0

○特別医療法人について、業務範囲の拡大を行う。
（平成１５年度中）

B-1 Ⅲ B-1 Ⅲ B-2 2094010

財団
医療法人
巻石堂病
院

財団・医療
法人の認
可保育園
の開設の
為の資産
貸与の特
例

財団・医療
法人の余裕
資産（土地）
の一部を認
可保育園開
設の為に提
供すること。

地域医療支援病
院の認定基準(紹
介率)の緩和

090119
0

地域医療支援病院紹介率の基準緩和により、診療
報酬支払額が増加することとなるため「従来型の財
政措置を講じない」とする基本方針の趣旨に準じて
取り扱う。

提案者の要望は、「地域医療支援病院の認定基準
のうち、紹介率の緩和を行うことにより、患者への
サービスが向上し、医療施設が充実する」というもの
であり、これを踏まえ再度検討し回答されたい。

○本提案は地域医療支援病院紹介率の基準緩和
により、保険給付の対象の拡大という従来型の財政
措置を求めるものである。
○なお、紹介率については、実情を踏まえてその算
定方法を見直す方向で検討中である。

F

提案者の要望は従来型の財政措置を求めるもので
はなく、地域医療支援病院の現行の認定基準が厳
しいために、地域に認定病院がないことを問題とす
るものであり、これを踏まえ、特例を認められないか
具体的に検討し、回答されたい。

○医療機関自身が自主的に地域において地域医療
支援病院が行う機能を担うことは可能であることか
ら、本提案は地域医療支援病院紹介率の基準緩和
により、保険給付の対象の拡大という従来型の財政
措置を求めるものと解される。
○なお、紹介率については、実情を踏まえてその算
定方法を見直す方向で検討中である。

F C-1 1192010 岐阜市
地域医療
支援病院
認定特区

地域医療支
援病院の認
定による患
者へのサー
ビスの向上
と医療施設
の充実

医療業務へ
の労働者派
遣解禁

長野県

医療業務
への労働
者派遣特
区

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・病院・診療所等への医療関係業務の労働者派遣
を容認することは、チームとして医療を提供する中
で、その構成員による互いの能力把握や意思疎通
が不十分となり、患者の生命、身体に危害が及ぶお
それがあるため、慎重な検討が必要。
・医療分野の労働者派遣規制については、今年度
中に、社会福祉施設等において派遣を解禁する政
令改正を行う方向で検討している。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だ
からといって、特区で行えないとする合理的な理由
はない。特区法に基づく基本方針別表１に記載され
ている高圧ガス保安法の特例のように、人の生命、
身体の安全に関わる規制であっても、現行規定と同
等の安全性が確保されることをもって、特区の特例
として認められている。
・「病院・診療所等への医療関係業務の労働者派遣
を容認することは、チームとして医療を提供する中
で、その構成員による互いの能力把握や意思疎通
が不十分となり、患者の生命、身体に危害が及ぶお
それがある」とあるが、例えばチームごと派遣する形
をとることができるのではないか。
・社会福祉施設以外の医療分野への労働者派遣に
ついて、特区で実施できないか具体的に検討し回答
されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・病院・診療所等への医療関係業務の労働者派遣
を容認することは、チームとして医療を提供する中
で、その構成員による互いの能力把握や意思疎通
が不十分となり、患者の生命、身体に危害が及ぶお
それがあるため、慎重な検討が必要。
・医療分野の労働者派遣規制については、今年度
中に、社会福祉施設等において派遣を解禁する政
令改正を行う方向で検討している。
・チームごとの派遣については、派遣先医療機関が
事前に労働者を特定できないこと、派遣元がチーム
ごとの差し替えを行い得ること、医療提供の責任が
分散することから問題があると考える。
・医療機関における医療関係業務に対する派遣の
可否については、平成１６年度中に検討し、結論を
得ることとしている。

Ｂ-1，
Ｃ

1454010
Ｂ-1，
Ｃ
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。痰の吸引行為は、人体に危害を及
ぼし、又は及ぼすおそれのある医行為に該当するた

め、無資格者に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
ホームヘルパーが、痰の吸引行為について、適切な
知識、技能を獲得する機会を得ることによって、当
該行為を行うことは可能と考えるが、特区で実現で
きないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。痰の吸引行為は、人体に危害を及
ぼし、又は及ぼすおそれのある医行為に該当するた
め、無資格者に行わせることは不適当。
・ＡＬＳ患者に対するホームヘルパーによる痰の吸
引行為の可否については、「看護師等によるALS患
者の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている。

Ｃ 1311010 熊本県
福祉コミュ
ニティ特区

ホームヘル
パーによる
実施可能な
身体介護の
拡大

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。痰の吸引行為は、人体に危害を及
ぼし、又は及ぼすおそれのある医行為に該当するた

め、無資格者に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
ホームヘルパーが、痰の吸引行為について、適切な
知識、技能を獲得する機会を得ることによって、当
該行為を行うことは可能と考えるが、特区で実現で
きないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。痰の吸引行為は、人体に危害を及
ぼし、又は及ぼすおそれのある医行為に該当するた
め、無資格者に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている
・御指摘の行為については、個々の患者の状態等
によっては、医行為に該当しないものもあると考え
る。個々の事例が医行為に該当するか否かは、
個々の事例に即して個別具体的に判断するもので
ある。

Ｃ、D-1 1464010
福井県鯖
江市

福祉コミュ
ニティ特区

ホームヘル
パーによる
実施可能な
身体介護の
拡大

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・痰の吸引行為は、人体に危害を及ぼし、又は及ぼ
すおそれのある医行為に該当するため、無資格者

に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
ホームヘルパーが、痰の吸引行為について、適切な
知識、技能を獲得する機会を得ることによって、当
該行為を行うことは可能と考えるが、特区で実現で
きないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・痰の吸引行為は、人体に危害を及ぼし、又は及ぼ
すおそれのある医行為に該当するため、無資格者
に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている

C 1451010 長野県

医療的ケア
を必要とす
る障害児の
ための特
区

養護学校や
社会福祉施
設における
医療行為の
特例

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・看護師等の医療関係職種は、医師とは養成課程
や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認め
られている業務範囲を超えて、麻酔など患者の生
命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行為を行うこ

とを認めることは適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
看護師が、適切な知識、技能を獲得する機会を得る
ことによって、一定の水準の資質を持った看護師や
コメディカルの専門職に一定範囲の医療行為を認め
ることは可能と考えるが、特区で実現できないか、検
討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・看護師等の医療関係職種は、医師とは養成課程
や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認め
られている業務範囲を超えて、麻酔など患者の生
命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行為を行うこ
とを認めることは適当でない。

C 2046020

医療法人
鉄蕉会 亀
田総合病
院

鴨川医療
特区

医師の指導
下における
看護師等に
よる医療行
為の範囲拡
大

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
①電気的除細動については、人体に電流を流す行
為であり、原則として医療従事者が行う必要があ

る。
②看護師等の医療関係職種は、医師とは養成課程
や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認め
られている業務範囲を超えて、処方せんの発行など
患者の生命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行

為を行うことを認めることは適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
看護師が、適切な知識、技能を獲得する機会を得る
ことによって、一定の水準の資質を持った看護師等
に電気的除細動の実施を認めることは可能と考える
が、特区で実現できないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
①電気的除細動については、人体に電流を流す行
為であり、原則として医療従事者が行う必要があ
る。　なお、看護師であれば、医師の指示の下に電
気的除細動の実施は可能である。
②看護師等の医療関係職種は、医師とは養成課程
や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認め
られている業務範囲を超えて、処方せんの発行など
患者の生命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行
為を行うことを認めることは適当でない。

①：Ｃ
②：Ｃ

2088020
東京大学
医学部附
属病院

健康づくり
特区

看護師等に
よる診療の
補助を超え
た医療行為
の容認

医師以外の医療
関係者による医
行為の容認（ALS
患者に対する
ホームヘルパー
による痰の吸引
行為）

090120
0

C-1

C-2

提案者からの意見では、「医師以外の看護師やホー
ムヘルパー等であっても、十分な研修を受けた上で
安全性を確保する手順をきちんと守って医療行為を
行うことで実現可能」、「「現状でも、主治医の指示に
基づき「無資格者」である家族が、痰の吸引、経管
栄養、導尿等の医療行為を行っているのが実態」と
ある。
医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
なく、適切な代替措置を講じることで特例を認めるべ
きでないか 次の点も含めて具体的に検討し 回答

①：ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸
引行為の可否については、「看護師等によるＡＬＳ患
者の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている。引き続
き、それ以外の行為についても、医師法上の取扱い
について検討し明確化していく。なお、御指摘の行
為については、個々の患者の状態等によっては、医
行為に該当しないものもあると考える。個々の事例
が医行為に該当するか否かは、個々の事例に即し
て個別具体的に判断するものである。
②：看護師等の医療関係職種は、医師とは養成課
程や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認
められている業務範囲を超えて、麻酔など患者の生
命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行為を行うこ
とを認めることは適当でない
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

②医療の提供等人の生命、健康等に関する規制については、一
定の地域にのみ異なる規制とすることは適当でない。痰の吸引行
為は、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある医行為に該
当するため、無資格者に行わせることは不適当。　　ALS患者に対
するホームヘルパーによる痰の吸引行為の可否については、「看
護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」におい

て、検討し、年度末までに結論を得ることとしている

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
ホームヘルパーが、痰の吸引行為について、適切な
知識、技能を獲得する機会を得ることによって、当
該行為を行うことは可能と考えるが、特区で実現で
きないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・痰の吸引行為は、人体に危害を及ぼし、又は及ぼ
すおそれのある医行為に該当するため、無資格者
に行わせることは不適当。
・ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸引
行為の可否については、「看護師等によるALS患者
の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている

　
②：Ｃ

2103010
三洋電機
（株）

ＩＴを核とし
た産学官
連携特区

患者の居住
宅等との間
で行う遠隔
医療につい
ての医師法
２０条の制限
緩和

2116010

理学療法士
及び作業療
法士法 に関
する開業規
制の徹廃

2116020

理学療法士
及び作業療
法士の開業
に関する施
設基準の設
定

○医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
○歯科医師は、医師とは養成課程や国家試験の内
容が大きく異なっており、本来認められている業務
範囲を超えて、その業務を行うことを認めることは適
当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
歯科医師が、適切な知識、技能を獲得する機会を得
ることによって、当該行為を行うことは可能と考える
が、特区で実現できないか、検討し、回答されたい。

○医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
○歯科医師は、医師とは養成課程や国家試験の内
容が大きく異なっており、本来認められている業務
範囲を超えて、その業務を行うことを認めることは適
当でない。

C 2134010

東京医科
歯科大学
歯学部・歯
学部附属
病院

「歯学総合
医療セン
ター」特区

一定の訓練
を受けた歯
科医師が、
歯科医業以
外の医業を
行うことの容
認

医行為に該当しない限り、現行でも対応可能。
人工呼吸施行時の純酸素使用について、医行為に
該当するのか否か、検討し、回答されたい。

純酸素の長時間投与等は、個々の患者の状態等に
よっては、酸素中毒症を起こす危険性があり、医行
為に該当するものもあると考える。個々の事例が医
行為に該当するか否かは、個々の事例に即して個
別具体的に判断するものである。

Ｄ-１ 1387010 輪島市

海洋レ
ジャー（ス
クーバダイ
ビング）関
連

ダイビング用
圧縮機につ
いて海外生
産国の安全
基準を日本
でも認めると
ともに、人工
呼吸施行時
の純酸素使
用を医師免
許がなくても
可能にする

D-1

C-1

C

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
理学療法士、作業療法士が、適切な知識、技能を獲
得する機会を得ることによって、当該行為を行うこと
は可能と考えるが、特区で実現できないか、検討し、
回答されたい。

○医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
○理学療法士及び作業療法士が行うリハビリは、患
者の状況を確認しながら行う必要があり、医学的判
断を行う医師の指示は不可欠であるため、理学療
法士等が単独で業務を行うことは適当でない。

医師以外の医
療関係者による
医行為の容認
（ホームヘル
パー、看護師等
（ALS患者に対
するホームヘル
パーによる痰の
吸引行為を除
く。））

901210

きでないか、次の点も含めて具体的に検討し、回答
されたい。
①ホームヘルパーによるつめ切り、外用薬の塗布、
血圧測定等介護と関連の深い医療行為２３項目の
実施
②看護師による麻酔の実施、外来の再来患者に対
する処方箋の発行
③養護学校や社会福祉施設における施設職員や教
職員による痰の吸引、経管栄養、導尿等の実施
④理学療法士、作業療法士による医師の指示のな
い単独での業務の実施

○医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
○理学療法士及び作業療法士が行うリハビリは、患
者の状況を確認しながら行う必要があり、医学的判
断を行う医師の指示は不可欠であるため、理学療
法士等が単独で業務を行うことは適当でない。

とを認めることは適当でない
③：ALS患者に対するホームヘルパーによる痰の吸
引行為の可否については、「看護師等によるＡＬＳ患
者の在宅療養支援に関する分科会」において、検討
し、年度末までに結論を得ることとしている。引き続
き、それ以外の行為についても、医師法上の取扱い
について検討し明確化していく。なお、御指摘の行
為については、個々の患者の状態等によっては、医
行為に該当しないものもあると考える。個々の事例
が医行為に該当するか否かは、個々の事例に即し
て個別具体的に判断するものである。
④：理学療法士及び作業療法士が行うリハビリは、
患者の状況を確認しながら行う必要があり、医学的
判断を行う医師の指示は不可欠であるため、理学
療法士等が単独で業務を行うことは適当でない。
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

中国の中西医結
合医薬学会が認
定した医師に係
る臨床修練実施
医療機関の許可
の不要化

090122
0

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制について
は、一定の地域にのみ異なる規制とすることは適当でな

い。
・臨床修練制度は、日本の医師免許を有しない外国医師
が、厚生労働大臣の許可を受けて、適切な指導能力を有
する日本の医師の実地指導の下で、診療を行うものであ

る
・臨床修練を行うための許可制を不要とした場合、我が国
で医療を行うために求められる最低限の知識・技術を有し
ない者が臨床修練医として診療に従事することとなる。
・臨床修練病院としての指定を不要とすることは、臨床修
練医の指導体制の確保がなされない医療機関において臨
床修練が行われるおそれがある。これらは結果として、適
正な臨床修練が行われず、患者に危害を及ぼす可能性が

あることから、認められない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
特区で実現できないか、検討し、回答されたい。
中国の中西医結合医薬学会が認定した医師に限
り、本申請区に所在する医療機関において受け入
れることが可能でないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・臨床修練制度は、日本の医師免許を有しない外国
医師が、厚生労働大臣の許可を受けて、適切な指
導能力を有する日本の医師の実地指導の下で、診
療を行うものである。
・臨床修練を行うための許可制を不要とした場合、
我が国で医療を行うために求められる最低限の知
識・技術を有しない者が臨床修練医として診療に従
事することとなる。
・臨床修練病院としての指定を不要とすることは、臨
床修練医の指導体制の確保がなされない医療機関
において臨床修練が行われるおそれがある。これら
は結果として、適正な臨床修練が行われず、患者に
危害を及ぼす可能性があることから、認められな
い。

Ｃ Ｃ C-1 1331010
具志川市・
勝連町・
与那城町

健康長寿
産業振興
特区

「外国人医
師の臨床修
練の目的内
容等に関す
る緩和の特
例について」

電子化された診
療録等の保存場
所の要件緩和

090124
0

　総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する
第２次答申」では、平成１５年度以降速やかに措置
とされていること、個人情報保護について適切な法
的枠組みが存在しないことから、現時点において
は、１５年度中に本件を認めることは困難。

個人情報保護の仕組みについて、具体的な提案が
あった場合は、特区で先行的に実施できないか、検
討し、回答されたい。

患者のプライバシー保護の特例を特定の地域内で
限定的に行うことは困難である。本件は、個人情報
保護の全国的な枠組みを整備した上で、検討する。

Ｃ
条例等によって個人情報保護の枠組みが整備され
ている場合は、実施可能と考えられるが、これにつ
いて具体的に検討し回答されたい。

条例等によって個人情報保護の枠組みが整備され
ている場合に、患者のプライバシー保護が担保さ
れ、実施できるかどうかについて検討する。

C C-2 2007010
株式会社
麻生情報
システム

飯塚医療
情報ビジネ
ス特区

診療録等の
保存場所の
要件の緩
和・カルテの
外部保存化

外国人医師につ
いて当該国の国
民の診療に限定
した受入れの拡

大

090127
0

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。

・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医
療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体の

危険を伴うことになるため適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
提案内容は、日本の医師免許を持たない外国人医
師による当該国籍県民に対する医療行為及び高度
先進的医療技術の普及を目的とする医療行為の解
禁であり、具体的に検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。
・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医
療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体の
危険を伴うことになるため適当でない。

C

提案者からの意見では「日本人医師では言葉の問
題もあり、メンタルケアを含む十分な対応ができな
い」、「病気を診るのにとどまらず人をみてほしい、相
談に応じてほしいという人道的な理由からも、母国
語で診療してもらえる外国人医師の活用は必要」、
「外国の医師についても、それぞれの国において、
医学および高度に専門的な知識、技能を有したもの
が、資格を有し医師として認められている」とある。
これらの意見を踏まえ、相手国の病院等の推薦の
下に、英語による試験を実施し、相互主義に基づか
なくても外国人医師の診療を容認することについ
て、具体的に検討し回答されたい。

○現行の外国との医師の相互受入れについて、相
手国での日本人医師の受入れがない場合でも、英
語による国家試験を実施し、当該国の国民を診療す
るための外国人医師を受け入れる措置を講ずる。
（平成１５年度中に措置）
○なお、我が国の医師免許を有しない外国人医師
に一般的に医療行為の実施を認めることは、患者
の生命・身体の安全性の観点から、適当ではない。

B-1 Ⅳ B-1 1453010 長野県
外国人医
師活用特
区

外国人医師
の医療行為
の解禁

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。

・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医
療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体の

危険を伴うことになるため適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
提案は、日本人医師も日常の診療に携わることで質
的担保を図ることで、外国人医師による医療行為を
可能とするとするもので、これについて、実現できな
いか検討し回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。
・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医
療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体の
危険を伴うことになるため適当でない。

Ｃ 2118030
医療法人
財団河北
総合病院

丸の内に
おける国際
医療事業

外国人医師
の診断と治
療への協調
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

・今年度中に以下の措置を実施。
①臨床修練の許可条件となっている語学能力につ
いて、英語以外の言語を追加する。（省令改正）
②医療に関する知識及び技能の修得に加え、これ
に付随して行われる教授を目的として入国した外国
医師等について、厚生労働大臣の許可を与えること
を明確化する。（当該医師が教授の際、医行為を行
うことも含む。）（通知発出）
③臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。（運
用）

Ｂ-1 Ⅲ、Ⅳ

○医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。
○我が国の医師免許を有していない者に一般的に
医療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体
の危険を伴うことになるため適当でない。
○なお、臨床修練制度について、今年度中に以下
の措置を実施。
①臨床修練の許可条件となっている語学能力につ
いて、英語以外の言語を追加する。（省令改正）
②医療に関する知識及び技能の修得に加え、これ
に付随して行われる教授を目的として入国した外国
医師等について、厚生労働大臣の許可を与えること
を明確化する。（当該医師が教授の際、医行為を行
うことも含む。）（通知発出）
③臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。（運
用）

2046010

医療法人
鉄蕉会 亀
田総合病
院

鴨川医療
特区

外国人医師
の医療行為
を可能とする
ため、日本
の医師免許
を持たなくと
も可能な「臨
床修練制
度」の適用
拡大

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・臨床修練制度は、日本の医師免許を有しない外国
医師が、厚生労働大臣の許可を受けて、適切な指
導能力を有する日本の医師の実地指導の下で、診

療を行うものである。
・臨床修練を行うための許可制を不要とした場合、
我が国で医療を行うために求められる最低限の知
識・技術を有しない者が臨床修練医として診療に従

事することとなる。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
提案には、「許可交付に要する月数が長い」との指
摘があり、これを踏まえて特区において実現できな
いか、検討し、回答されたい。
また、多領域にわたる複数のアメリカ人医師の招聘
を円滑に行おうとする場合には、個別の許可によら
ず包括承認などにより、臨床修練を行わせることが
できないか検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・臨床修練制度は、日本の医師免許を有しない外国
医師が、厚生労働大臣の許可を受けて、適切な指
導能力を有する日本の医師の実地指導の下で、診
療を行うものである。
・臨床修練医の許可交付に要する月数に関しては、
今年度中に臨床修練の許可の審査期間の短縮を
図るべく、所要の措置を全国一律に行う予定。
・臨床修練を行うための許可制を不要とした場合、
我が国で医療を行うために求められる最低限の知
識・技術を有しない者が臨床修練医として診療に従
事することとなる。
・また、我が国で医療を行うために求められる最低
限の知識・技術を有しない者が臨床修練医として診
療に従事することがないよう、包括承認ではなく、
個々の外国医師の能力を判断し、臨床修練の許可
を行う必要がある。

C 2184010
学校法人
東海大学

医学部臨
床研修推
進特区

外国医師の
臨床研修に
関する許可
規定の緩和

臨床修練につ
いて、医療に関
する知識及び
技能の習得に
加え、これに付
随して行われる
教授を容認

901281

・今年度中に、以下の措置を実施する予定。
①臨床修練の許可条件となっている語学能力につ
いて、英語以外の言語を追加する。（省令改正）
②医療に関する知識及び技能の修得に加え、これ
に付随して行われる教授を目的として入国した外国
医師等について、厚生労働大臣の許可を与えること
を明確化する。（通知発出）
③臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。（運
用）

Ｂ-1 Ⅲ、Ⅳ Ｂ-1
Ⅲ、
Ⅳ

B-2 1305040 神戸市
先端医療
産業特区

(第1次提案）
海外の医師
を招致し、世
界水準のトラ
ンスレーショ
ナルリサー
チ（橋渡し研
究）を推進す
るための「臨
床修練｣制度
の適用拡大

○以下の理由により、特区制度において特定の地
区に係る病床規制を適用除外とすることは不適切で
ある。
（１）当該特区内に医療機関が偏在・集中し、特区周
辺部分の医療機関が空洞化する可能性があるこ
と。
（２）当該特区内で病床が増加した結果、医療費が
高騰すれば特区外の保険者が当該医療費を負担す
ることになる等結果的に特区外にも弊害が及ぶ可
能性があること。
○なお、今後、病床規制の在り方を含めた医療計画
の見直しを検討することとしており、平成１５年ので
きるだけ早い時期に検討会を立ち上げることとして
いる。

提案では、「県内における医療圏の設定及び医療圏
ごとの基準病床数の維持による病床規制を取り除
き、病院開設者が必要とする病床の許可を与えるこ
とにより、真に地域の需要に応じた病床配置が行え
る。また、病院開設の新規参入を容易にし、患者の
選択の幅が広がるほか、医療の質の向上に向けた
病院相互の取り組みが活性化される。」とされてお
り、そのような観点から、特区において実現できない
か、検討し、回答されたい。

○医療提供体制の整備に当たっては、医療資源
の偏在を是正していく必要があるところ、特定の
地区における病床規制の撤廃は、先に回答した
ように地域間の医療資源配置の不均衡等の弊害
が招来する可能性があり不適切である。
○ご指摘の「病院開設の新規参入を容易にし、患
者の選択の幅が広がるほか、医療の質の向上に
向けた病院相互の取り組みが活性化される」との
提案については、弊害が生じる可能性のある特
区制度における病床規制の撤廃ではなく、医療
情報提供を拡大し、患者の選択に基づく医療の
質の面での医療機関相互の競争を促進すること
により実現されるべきである。

C 1458010 長野県
病床規制
適用除外
特区

病床規制の
適用除外

○現在、提案者（県）においては、全県ベースで病床
非過剰となっており、限られた二次医療圏を除き、
幅広い県内外の医療提供主体の新規参入が可能と
なっているところ。こうした状況下で、県を越えての
参入について「地理的な利点が少なく現実的なもの
でない」とするならば、現行でも参入（拡大）に何ら制
約を受けていない当該県内に元々所在している主
体に期待するしかないことであり、新規参入による
「患者の選択の幅の拡大」やこれによる「病院相互
の取り組みの活性化」の効果を県内各地域が等しく
享受することは期待しがたい

病床規制の適用
除

090129

外国人医師によ
る臨床修練制度
によらない日本
人に対する診療
の容認

090128
0

提案者からの意見では「特区を県全域とした場合、
県を超えて医療機関が偏在・集中する等の懸念は、
地理的な利点が少なく現実的なものではない」、「特
区内の病床増加による医療費の高騰や特区外の保

欧米の先進国における医師に相当する資格を持っ
ているとともに、学会等において高い評価がなされ
ていること等我が国の医療の発展に必要な医師で
あることについて、特区認定時に厚生労働大臣の同
意を得ることを要件として、特例を認めるべきでない
か、具体的に検討し回答されたい。

C-1

C-1

Ｂ－２
Ｃ－１

Ⅲ、
Ⅳ

C
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

医療計画は、多数の患者を入院させ、一定の基準
を満たした設備の下で本格的な治療を行う医療機
関の適正な配置のため定めるものであり、入院機能
を有する医療機関は、１００床未満であっても医療計
画による規制の対象とするべきである。

貴省の回答においては、病床規制対象となる病院
の範囲の縮小が、現行の限度を超えてどの程度ま
で拡大できるのかについて具体的に検討されていな
いため、特区において実現できないか検討し、回答
されたい。

○医療計画は、多数の患者を入院させ、一定の基
準を満たした設備の下で本格的な治療を行う医療
機関の適正な配置のため定めるものであり、入院機
能を有する医療機関は、１００床未満であっても医療
計画による規制の対象とするべきである。
○一定規模以上の患者収容規模を有する医療機関
を医療計画による規制対象から除外した場合、医療
費の高騰を招くおそれがある。

Ｃ 2191010
「特区病院
（仮称）」設
置について

診療所にお
ける病床数
制限の引き
上げ

病床規制の適用
除外
第１相臨床試験
用ベッドの基準
病床数からの除
外

090166
0

○医療資源の効率的な活用という医療計画の趣旨
を踏まえれば、病床過剰区域においては余剰となっ
ている一般の病床を活用すべきである。

提案は、超過ベッドを使うことなく、治験データを集
約できる病床を、基準病床外で設置したいとするも
のであり、特区において実現できないか、検討し、回
答されたい。

○健常者を対象とした第１相臨床試験を行うため
の専用の病床について特定の病床等の特例を適
用し、国内における治験を推進するため特に必要
があると認められる場合には、例外的に当該病
床の整備を認める。（平成１５年度中措置）

B-1 Ⅲ B-1 Ⅲ B-1 1250070
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

第１相臨床
試験用ベッド
の基準病床
数からの除
外

離島や僻地等の
遠隔地におけ
る、初診について
の遠隔医療の可

能化

090130
0

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・全く診断がついていない初診においては、医師は
あらゆる可能性を考慮して患者の全身状態を総合
的に捉え、治療方針を決定する必要がある。そのた
めには、直接の対面診療によることが望ましく、これ
を遠隔診療で行った場合には、必要な情報の欠如
から、重大な医療上の判断ミスを引き起こすおそれ

がある。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
遠隔医療について、高度情報通信技術で可能となっ
たものも多く、初診の時から対応できるものも明確
化できないか、このような観点から、検討し、回答さ
れたい。

・離島、へき地の患者の場合等であって、遠隔診療
によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な
ものには、初診について対面診療を行うことを求め
ているものではない。

D-1 D-1 D-1 2069010
日本電信
電話株式
会社

情報通信
機器を使っ
た最先端
の医療をユ
ビキタス環
境で受診で
きる特区

対面診察に
関する規制
緩和

患者の居住者宅
との間で行われ
る遠隔医療の容

認

090136
0

①原則的には、対面診療が望ましいものと考えるが、対面診療が
困難な場合（離島、へき地など）だけではなく、遠隔医療により適
切な医療サービスが提供される場合（在宅の緩和ケア、リハビリ
テーション指導など）にも、対面診療を適切に組み合わせること等
の条件を設定した上で、主治医の判断の下、必要に応じて遠隔診

療を行うことを可能とする（通知改正）。

①：Ｂ Ⅳ ①：Ｂ Ⅳ B-2 2103010
三洋電機
（株）

ＩＴを核とし
た産学官
連携特区

患者の居住
宅等との間
で行う遠隔
医療につい
ての医師法
２０条の制限
緩和

「完結診療」（１０
年以上よく噛める
ようにする歯科
診療）を主体とす
る診療の推進

090131
0

長期的に患者の口腔の健康を保持する観点から歯
科医師は歯科医業を行っており、診療報酬において
も「かかりつけ歯科医初診料」等により継続的な歯
科医療を評価しているところである。

Ｅ Ｅ E 2086010 個人

高度先進
歯科医療
の臨床応
用特区

享受することは期待しがたい。
○仮に、県周辺の医療資源配置に不均衡が生じな
いとしても、県内においては、特定の二次医療圏に
医療機関が偏在・集中し、医療資源配置の不均衡
等が生じる可能性がある。
○また、特区外に医療費高騰の影響が及ぶことに
ついては提案者も認めているところであるが、提案
者の言うようにその影響が限定的なものかどうかに
ついては具体的な根拠が示されていない。
○これらの事情を踏まえれば、特定の地区における
病床規制の適用除外は不適当と考える。

除外 0
区内の病床増加による医療費の高騰や特区外の保
険者による医療費負担は、地域の医療需要の規模
から限定的に考えるべき」とあり、これについて具体
的に検討し、回答されたい。

C 1C
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

・個人情報が適切に取り扱われる限りにおいて、レ
ントゲン等のデータ利用については現行制度でも対

応可能。
・レントゲン等のデータをもとに研究等を行っても、

医師法違反となることはない。

Ｄ Ｄ 2097010

長浜施療
院カイロプ
ラクティッ
ク・オフィス

腰痛・肩こ
り
特区

レントゲン・
MRI・超音
波・検体検
査などデー
ター利用の
自由化

レントゲン検査等を行うに当たっては医師の判断が
前提となるが、検査を依頼することに関しては特段

の規制はない。
Ｄ Ｄ 2097020

長浜施療
院カイロプ
ラクティッ
ク・オフィス

腰痛・肩こ
り
特区

レントゲン・
MR・超音波・
検体検査な
ど検査依頼
の自由化

低放射線量ポー
タブルレントゲン
撮影の自由化

090135
0

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・放射線量が少ないレントゲン装置であっても、人体
に危害を及ぼすおそれがあることから、無資格者に

行わせることは不適当。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・放射線量が少ないレントゲン装置であっても、人体
に危害を及ぼすおそれがあることから、無資格者に
行わせることは不適当。

C C C-1 2097030

長浜施療
院カイロプ
ラクティッ
ク・オフィス

腰痛・肩こ
り
特区

低放射線量
ポータブルレ
ントゲン撮影
の自由化

医療法人の運営
に関する規制緩
和

090138
0

○医療法人が、営利企業を含めた他の法人からの
出資を受けることは禁止されていない。
○しかしながら、医療法人は、医療の非営利性に鑑
み、非営利たることを本質とするものであることか
ら、剰余金の配当禁止を撤廃することは不可能。
○また、医療法人と関係のある特定の営利法人の
役員が役員として医療法人の運営に参画すること
は、非営利たることをその本質とする以上許されな
い。

営利・非営利ということではなく、患者の利益という
観点から考えるべきで、提案については、特段患者
の利益を損なうものではないと考えられるので、再
度検討し、回答されたい。

○「特段患者の利益を損なうものではないと考え
られる」とのご指摘であるが、以下の理由により、
剰余金の配当や医療法人と関係のある特定の営
利法人の役員が役員として医療法人の経営に参
画することは、患者の利益を損なう可能性がある
ものと考えている。
（１）医療法人は、医療内容の向上を図るため、剰
余金を生じた場合には、その全てを施設の整備
改善等に充てることとされており、剰余金の配当
禁止規定の撤廃は、医療の質の低下につながる
おそれがあること
（２）営利法人は、利潤最大化を本質としているこ
とから、出資等により医療法人と一定の利害関係
を有するに至った営利法人の役員が役員として
医療法人の経営に関与することは、利益最大化
のための経営により、不採算医療から撤退するな
どの地域における必要な医療が確保されないお
それがあるとともに、過剰診療や収益性の高い医
療分野へ集中し、医療費の高騰によるさらなる国
民負担の増大をもたらすおそれがあること

D-1

提案者からの意見では「売り上げの増大による利益
確保やコスト削減は、現行の医療法人が一般的に
抱えている課題であり、営利法人特有の課題とは言
えない」、「過剰診療等の不正に対しては、現行の指
導や処分の徹底で対処すべき」、「営利法人にとっ
て、株主はもとより、消費者(患者)の満足度の向上
が最も重要な関心事であり、満足度の低下を招く恐
れがある患者の選択や医療サービスの偏りは想定
しにくい」とあり、これを踏まえ具体的に検討し、回答
されたい。

○「利益確保やコスト削減は営利法人特有の課
題とは言えない」との御指摘については、医療法
人は剰余金を生じた場合には医療への再投資に
充てることとされているが、営利法人は株主の経
営への関与を通じた利益最大化のための行動を
とる蓋然性が高い構造を有していることから、過
剰診療や不適切なコスト削減などの医療の内容
について生じうる弊害は、営利法人固有の課題と
考える。
○「過剰診療等に対しては現行の指導等の徹底
で対処すべき」、「患者満足度の低下を招く患者
選択や医療サービスの偏りは想定しにくい」との
御指摘については、営利法人はその時々の経営
戦略によって経営が左右されるおそれがあること
から、単なる指導の徹底や法人の自主性に委ね
ることは不適切である。
○したがって、剰余金の配当禁止規定の撤廃や
医療法人と一定の利害関係を有する営利法人の
役員が役員として医療法人の経営に関与するこ
とは認められない。

Ｃ－１
Ｄ－１

C-1 2118020
医療法人
財団河北
総合病院

丸の内に
おける国際
医療事業

医療法人の
運営に関す
る規制緩和

広告規制の撤
廃・ネガティブリ
スト化

090140
0

○医療については、不当な広告により患者の健康
に回復困難な被害が生じるおそれがあること等か
ら、患者保護の観点からの必要最小限の広告規制
は必要不可欠であり、広告規制を撤廃し、医療機関
が自由に広告することは適当でない。
○ただし、患者に対する情報提供の促進という観点
から、客観的な検証可能な事項については、昨年４
月に大幅な緩和を行ったところであり、具体的に広
告可能事項のご要望を示していただければ、全国
的な規制緩和として検討する。

必要最小限の広告規制は、ネガティブリストと考えら
れる。ネガティブリスト化について特区で実施できな
いか検討し、回答されたい。

○ネガティブリストによる規制とした場合、不当な広
告による健康被害を防止するためには広告すること
が適当でない事項を網羅的に列挙することが必要と
なるが、それでは日々進歩する医療技術に対応す
ることは困難である。現行のポジティブリストによる
規制であれば、不当な広告による健康被害の防止
という目的を確実に達成することが可能である。
○なお、患者に対する情報提供の促進という観点か
ら、客観的な検証可能な事項については、昨年４月
に大幅な緩和を行ったところであり、具体的に広告
可能事項のご要望を示していただければ、全国的な
規制緩和として検討する。

Ｃ C-1 1443010 長野県
広告規制
撤廃特区

広告規制撤
廃

レントゲン・MRI・
超音波・検体検
査などのデータ
利用の自由化

090133
0

○ネガティブリストによる規制とした場合、不当な広
告による健康被害を防止するためには広告すること
が適当でない事項を網羅的に列挙することが必要と
なるが、それでは日々進歩する医療技術に対応す
ることは困難である。現行のポジティブリストによる
規制であれば、不当な広告による健康被害の防止
という目的を確実に達成することが可能である。
○ホームページによる情報提供の取扱いについて

D-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○医療については、不当な広告により患者の健康
に回復困難な被害が生じるおそれがあること等か
ら、患者保護の観点からの必要最小限の広告規制
は必要不可欠であり、広告規制を撤廃し、医療機関
が自由に広告することは適当でない。
○ただし、患者に対する情報提供の促進という観点
から、客観的な検証可能な事項については、昨年４
月に大幅な緩和を行ったところであり、具体的に広
告可能事項のご要望を示していただければ、全国
的な規制緩和として検討する。

必要最小限の広告規制は、ネガティブリストといえる
ので、ネガティブリスト化について得区で実施できな
いか検討し、回答されたい。

○ネガティブリストによる規制とした場合、不当な広
告による健康被害を防止するためには広告すること
が適当でない事項を網羅的に列挙することが必要と
なるが、それでは日々進歩する医療技術に対応す
ることは困難である。現行のポジティブリストによる
規制であれば、不当な広告による健康被害の防止
という目的を確実に達成することが可能である。
○なお、患者に対する情報提供の促進という観点か
ら、客観的な検証可能な事項については、昨年４月
に大幅な緩和を行ったところであり、具体的に広告
可能事項のご要望を示していただければ、全国的な
規制緩和として検討する。

Ｃ 2118050
医療法人
財団河北
総合病院

丸の内に
おける国際
医療事業

広告規制の
撤廃

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること

は適当でない。
・不当な広告により利用者の健康等に被害が生じる
おそれがあること等から、利用者保護の観点からの
必要最小限の広告規制は必要不可欠であり、ご要

望の事項を緩和することは適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
アレルギー疾患の治癒広告を適当でないとする合
理的な説明が示されていない。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・不当な広告により利用者の健康等に被害が生じる
おそれがあること等から、広告可能な事項は客観的
で検証可能なものであることが必要である。
・疾患の治療効果は患者の状態、疾患の程度により
変化し得るものであり、その効果について、客観的
に検証することは困難であるため、広告可能とする
ことは適当でない。

C 2138010
飯沼鍼灸
院

東京都の
アレルギー
疾患を安
全・定量的
に治す治
療法・治療
者募集と検
証

医師法及び
関係法規広
告の制限

高度・先進医療
に係る「特定病床
等の特例」の弾
力的運用

090144
0

○高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制
限の撤廃については、平成１４年度中に実施するこ
ととされているところ。

B Ⅳ B Ⅳ B-2 1305030 神戸市
先端医療
産業特区

（第1次提
案）高度・先
進医療に係
る「特定病床
等の特例」
の弾力的運
用

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制については、一定
の地域にのみ異なる規制とすることは適当でない。

・外国の医師免許を取得した者であっても、我が国の教育水準と
同等の教育を受けていなければ、我が国の医師国家試験を受験

することは不適当。
・臨床研修は診療等医行為を行うものであるため、日本の医師免

許が必要。
・なお、外国医師は、我が国の医科大学等卒業者と同等程度の学
力及び技能を有していなくても、予備試験を受験し、１年以上の実
地修練を受けることによっても、医師国家試験を受験することがで

きる。
・当該制度の例外として、イギリス等との間で、相互主義の観点か
ら、政府間で口上書を交換し受入人数を制限した上で、相手国か
ら申請のあった外国医師について、英語の医師国家試験を実施

し、合格した場合には、条件付きの免許を伏している。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
外国人医師について、わが国の教育水準と同等の
教育を受けた者については、受験資格を与えること
ができないか、検討し、回答されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・外国の医師免許を取得した者であっても、我が国
の教育水準と同等の教育を受けていなければ、我
が国の医師国家試験を受験することは不適当。
・臨床研修は診療等医行為を行うものであるため、
日本の医師免許が必要。
・外国医師は、我が国の医科大学等卒業者と同等
程度の学力及び技能を有していなくても、予備試験
を受験し、１年以上の実地修練を受けることによって
も、医師国家試験を受験することができる。
・また、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免
許を得た者で、厚生労働大臣が日本の医学の正規
の課程を修めて卒業した者等と同等以上の学力及
び技能を有し、かつ、適当と認定した者については、
日本の医師国家試験を受験することができる。
・当該制度の例外として、イギリス等との間で、相互
主義の観点から、政府間で口上書を交換し受入人
数を制限した上で、相手国から申請のあった外国医
師について、英語の医師国家試験を実施し、合格し
た場合には、条件付きの免許を付与している。

C C 2141010 個人
国際医師
修練特区

外国医師に
対する医師
国家試験受
験資格認定
に関する要
件の改定

広告規制の緩
和

提案者からの意見では「インターネットによる情報と
テレビや新聞等による情報を、分けて考えるもので
はない」、「・情報として患者に分かりやすい映像や
写真によるデータの公表ができない。　・特定の医師
による診療データが、病院のデータとしてしか公表
できない。　・患者に分かりやすく伝えるための表現
が限られている。　などについて、患者保護の観点
からどんな問題点があるか具体的に示していただき
たい」とあり、これを踏まえ具体的に検討し、回答さ
れたい。

901410

090147

外国医師による
医師国家試験受
験資格の取得及

○ホ ジ る情報提供 取扱
は「インターネット等による医療情報に関する検討
会」において議論をしてきたところであるが、その報
告書においては、患者・国民に対する医療情報の提
供を一層推進していく必要がある現状を踏まえ、イ
ンターネットにより提供される情報の内容について
は、基本的には医療法の規制対象とはせず、提供
者の自主的な判断に委ねるべきとされているところ
から、例外的な取扱いとしているところである。
○患者に対する情報提供の促進という観点から、客
観的な検証可能な事項については、昨年４月に大
幅な緩和を行ったところであるが、御提案の事項に
ついては、以下の通りである。
・　写真等による情報提供については、不当に誘引
するおそれがないかどうか等を踏まえながら、どの
ようなケースが可能か具体的に検討してまいりた
い。
・　病院内の個々の医師ごとの診療データの情報提
供については、すでに病院単位で広告可能となって
いる事項について、個々の医師ごとでも広告可能か
どうか検討してまいりたい。
・　広告規制は、広告可能な事項を規定しているも
のであり、実質的な広告内容が変わらない場合は、
患者に分かりやすく表現することは可能である。

Ｃ－１
Ｃ－２
Ｄ－１

C-2

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制について
は、一定の地域にのみ異なる規制とすることは適当でな

い。
・臨床研修とは、我が国の医師免許を取得した者に対し、
基本的診療能力を身につけさせるため、診療等医行為を
行いながら臨床の現場で研修を行うものである。

・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関する高度
に専門的な知識、技能等を必要とすることから、医師につ
いては、一定水準の資質を確保するために試験制度を採

用しているところである。
・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医療行
為の実施を認めることは、患者の生命・身体の危険を伴う

ことになるため適当でない。

医療の提供等人の生命、健康等に関する規制だか
らといって、特区で行えないとする合理的な理由は
ない。特区法に基づく基本方針別表１に記載されて
いる高圧ガス保安法では、人の生命、身体の安全
に関る規制であっても、現行規定と同等の安全性が
確保されることをもって、特区の特例として認められ
ている。
外国免許を評価し、日本人医師との共通カリキュラ
ムによる臨床研修を容認できないか、検討し、回答
されたい。

・医療の提供等人の生命、健康等に関する規制に
ついては、一定の地域にのみ異なる規制とすること
は適当でない。
・臨床研修とは、我が国の医師免許を取得した者に
対し、基本的診療能力を身につけさせるため、診療
等医行為を行いながら臨床の現場で研修を行うもの
である。
・医療行為の実施には、医学及び公衆衛生に関す
る高度に専門的な知識、技能等を必要とすることか
ら、医師については、一定水準の資質を確保するた
めに試験制度を採用しているところである。
・我が国の医師免許を有していない者に一般的に医
療行為の実施を認めることは、患者の生命・身体の
危険を伴うことになるため適当でない。

C C 2141020 個人
国際医師
修練特区

平成１６年度
以降の医師
臨床研修制
度への外国
医師参加の
容認

2161060

株式会社
自立型オ
キナワ経済
発展機構
（ＯＫＩＤＯ）

医療資格
特区

医療国家資
格取得にお
ける単位認
定の規制緩
和

2161070

株式会社
自立型オ
キナワ経済
発展機構
（ＯＫＩＤＯ）

医療資格
特区

医療国家資
格取得にお
ける単位認
定の規制緩
和

2161080

株式会社
自立型オ
キナワ経済
発展機構
（ＯＫＩＤＯ）

医療資格
特区

医療国家資
格取得にお
ける単位認
定の規制緩
和

看護師学校養成所については、他の医療関連職種
の養成施設等において既に履修した科目を免除す
ることについて本年度中に認める予定。看護職員に
ついては、医療の高度化に対応した質の高い資格
者を確保するために修業年限を引き上げるべきであ
るとの意見もあるところ、修業年限を短縮すること
は、定められた最低限の教育が行われず、医療国
家資格の質を低下させるおそれがあることから不適
当。

Ｃ Ｃ 2161090

株式会社
自立型オ
キナワ経済
発展機構
（ＯＫＩＤＯ）

医療資格
特区

医療国家資
格取得にお
ける単位認
定の規制緩
和

○救急救命士の養成課程において、他の医療関連
職種の養成施設等において既に履修した科目を免
除することについては、現在も認められている。
○修業年限の短縮を認めることは、最低限の教育
が行われないおそれがあることから、不適当。

D－１，
C

D－１，
C

2161100

株式会社
自立型オ
キナワ経済
発展機構
（ＯＫＩＤＯ）

医療資格
特区

医療国家資
格取得にお
ける単位認
定の規制緩
和

○柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及
びきゅう師の養成課程において、他の医療関連職種
の養成施設等において既に履修した科目を免除す
ることについては、現在も認められている。
○修業年限の短縮を認めることは、最低限の教育
が行われないおそれがあることから、不適当。

Ｄ-１，
Ｃ

0

医療国家資格取
得における単位
認定の規制緩和
及び修業年限の
短縮

090154
0

験資格の取得及
び臨床研修の容

易化

C 1

Ｄ-１，
Ｃ

C-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

○「規制改革推進３カ年計画（改定）」に基づき、現
在「医業経営のあり方に関する検討会」において、
民間企業経営方式等を含めた医療機関経営のあり
方について今年度末を目途に検討しているところで
ある。
○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とをその本質としており、これを実現するため、売り
上げの増大による利益確保のインセンティブから過
剰診療や収益性の高い医療分野へ集中し、医療費
の高騰によるさらなる国民負担の増大をもたらすお
それがある。また、コスト削減のインセンティブから
人件費の削減や不採算医療から撤退し、適正な医
療を提供できなくなるおそれがある。

病院経営への株式会社参入については、
①株式会社といっても患者の選択を受けるものであ
るから、適正な医療を行わないということを一概に決
め付けられない
②資金調達の多様化、効率的な経営の可能化が行
えるというメリットがあると考えており、また、現在、
62の株式会社による病院があるが、特に問題があ
るとは承知していない。
株式会社参入について、特区において実現できない
か、具体的に検討し、回答されたい。

○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とをその本質としており、これを実現するため、売り
上げの増大による利益確保のインセンティブから過
剰診療や収益性の高い医療分野へ集中し、医療費
の高騰によるさらなる国民負担の増大をもたらすお
それがある。また、コスト削減のインセンティブから
人件費の削減や不採算医療から撤退し、適正な医
療を提供できなくなるおそれがある。
○医業経営における資金調達の多様化、経営の効
率化方策については「医業経営のあり方に関する検
討会」において検討しているところであり、今年度末
を目途に結論を出すこととしている。
○既存の株式会社立病院は、本体企業の従業員の
福利厚生を主たる目的とし、営利を本来目的として
いないものであり、これと、営利目的で医業を行おう
とする株式会社立病院を同列に論ずることはできな
い。
○株式会社の医療参入を認めるかどうかは、特区
に限定された問題ではなく、全国的な問題として議
論すべきである。

Ｃ
Ｃ
A

1442010 長野県
株式会社
医療参入
特区

株式会社の
医療参入

○介護老人保健施設は医療法第１条の２第２項
に規定する医療提供施設とされている。
○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当す
ることを目的とするものであるが、介護老人保
健施設については、コストのかかる入所者の敬
遠、無理な合理化による介護保健施設サービス
の質の低下、安易な事業からの撤退や倒産等の
問題を生ずるおそれがあることから、介護保険
法第９４条第４項の規定により、営利を目的と
した開設は認めておらず、株式会社による介護
老人保健施設の開設は認められない。

医療提供施設への株式会社参入については、
①株式会社といっても患者の選択を受けるものであ
るから、適正な医療を行わないということを一概に決
め付けられない
②資金調達の多様化、効率的な経営の可能化が行
えるというメリットがあると考えており、また、現在、
62の株式会社による病院があるが、特に問題があ
るとは承知していない。
医療へ株式会社参入について、特区において実現
できないか、具体的に検討し、回答されたい。
また、特別養護老人ホームでは認めているのに、本
件については認めない合理的な理由を示されたい。

○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とを目的とするものであるが、介護老人保健施設に
ついては、コストのかかる入所者の敬遠、無理な合
理化による介護保健施設サービスの質の低下、安
易な事業からの撤退や倒産等の問題を生ずるおそ
れがあることから、介護保険法第９４条第４項の規
定により、株式会社等の営利法人による開設は認
められていない。
○また、介護老人保健施設は、高齢者に対し日常
生活上の世話に加えて、看護やリハビリテーション
等の医療を行うことを目的とするものであり、この点
において、特別養護老人ホーム等の老人福祉施設
とは異なり、医療法上の医療提供施設とされている
ものである。
○なお、既存の株式会社立病院については、①企
業が従業員の福利厚生を目的として設立されたも
の、②旧公共企業団体が設立し、その後当該企業
体が民営化されたことにより株式会社立となったも
の、などの歴史的経緯のある例外的なものである。

Ｃ Ⅳ
Ｃ
A

Ⅳ 2129010 (株)大林組
介護医療
特区

老人保健施
設経営主体
の緩和

○「規制改革推進３カ年計画（改定）」に基づき、現
在「医業経営のあり方に関する検討会」において、
民間企業経営方式等を含めた医療機関経営のあり
方について今年度末を目途に検討しているところで
ある。
○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とをその本質としており、これを実現するため、売り
上げの増大による利益確保のインセンティブから過
剰診療や収益性の高い医療分野へ集中し、医療費
の高騰によるさらなる国民負担の増大をもたらすお
それがある。また、コスト削減のインセンティブから
人件費の削減や不採算医療から撤退し、適正な医
療を提供できなくなるおそれがある。

病院経営への株式会社参入については、
①株式会社といっても患者の選択を受けるものであ
るから、適正な医療を行わないということを一概に決
め付けられない
②資金調達の多様化、効率的な経営の可能化が行
えるというメリットがあると考えており、また、現在、
62の株式会社による病院があるが、特に問題があ
るとは承知していない。
株式会社参入について、特区において実現できない
か、具体的に検討し、回答されたい。

○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とをその本質としており、これを実現するため、売り
上げの増大による利益確保のインセンティブから過
剰診療や収益性の高い医療分野へ集中し、医療費
の高騰によるさらなる国民負担の増大をもたらすお
それがある。また、コスト削減のインセンティブから
人件費の削減や不採算医療から撤退し、適正な医
療を提供できなくなるおそれがある。
○医業経営における資金調達の多様化、経営の効
率化方策については「医業経営のあり方に関する検
討会」において検討しているところであり、今年度末
を目途に結論を出すこととしている。
○既存の株式会社立病院は、本体企業の従業員の
福利厚生を主たる目的とし、営利を本来目的として
いないものであり、これと、営利目的で医業を行おう
とする株式会社立病院を同列に論ずることはできな
い。
○株式会社の医療参入を認めるかどうかは、特区
に限定された問題ではなく、全国的な問題として議
論すべきである。

Ｃ
Ｃ
A

2164010
（株）イン
フォート

検診病院
特区

疾病予防の
検査専門病
院経営にお
ける株式会
社化

提案者からの意見では「売り上げの増大による利益
確保やコスト削減は、現行の医療法人が一般的に
抱えている課題であり、株式会社特有の課題とは言
えない」、「過剰診療等の不正に対しては、現行の指
導や処分の徹底で対処すべき」、「株式会社にとっ
て、株主はもとより、消費者(患者)の満足度の向上
が最も重要な関心事であり、満足度の低下を招く恐
れがある患者の選択や医療サービスの偏りは想定
しにくい」とある。
これらの意見を踏まえ、以下の点について具体的に
検討し、回答されたい。
①現在既にある６２の株式会社病院では特に問題
は生じていないし、多くの患者は親会社の従業員以
外である。
②従来は日本で受けられなかった高度先進医療な
ど、患者のニーズに応じた医療を提供できる。
③高度先端医療に限定し、毎年度、特区推進本部
の評価委員会において、過剰診療、医療費の高騰
等の懸念事項が生じているかについて定量的に評
価するという要件の下、特区で先行的に実施する。

株式会社の医療
参入

090157
0

○株式会社は、利潤を最大化して株主に配当するこ
とをその本質としており、これを実現するため、売り
上げの増大による利益確保のインセンティブから過
剰診療や収益性の高い医療分野へ集中し、医療費
の高騰によるさらなる国民負担の増大をもたらすお
それがある。また、コスト削減のインセンティブから
人件費の削減や不採算医療から撤退し、適正な医
療を提供できなくなるおそれがある。
○医業経営における資金調達の多様化、経営の効
率化方策については「医業経営のあり方に関する検
討会」において検討しているところであり、今年度末
を目途に結論を出すこととしている。
①
○既存の株式会社立病院について、運営上、特段
の問題は生じていないと承知しているが、これらは
本体企業の従業員の福利厚生を主たる目的とし、
営利を本来目的としていないものであり、これと、営
利目的で医業を行おうとする株式会社立病院を同
列に論ずることはできない。
②、③
○株式会社においては、自己の利益の最大化に向
けた行動を取る結果、患者の利益が損なわれるお
それがあり、仮に公益に一定の配慮がなされるとし
ても、経営戦略により左右されるおそれが高い。
○株式会社の医療参入を認めるかどうかは、特区
に限定された問題ではなく、全国的な問題として議
論すべきである。
○　株式会社の医療への参入については、自由診
療の分野という前提で、地方公共団体等からの意見
を聞き、６月中に成案を得て、１５年度中に必要な措
置を講ずることとする。

C-1
A
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

日本の医師免許
を有する外国人
医師に関する「医
療」の在留資格
要件の緩和

090161
0

「医療」の在留資格の要件として、へき地等の診療
所において診療に従事することとしているのは、へ
き地等において医療サービスを受ける機会を保障す
るために設けられた特例的な措置であり、これを拡

大することは不適当。

病院であっても、医師不足地域では、当該特例措置
が拡大できないか検討し、回答されたい。

「医療」の在留資格の要件として、へき地等の診療
所において診療に従事することとしているのは、へ
き地等において医療サービスを受ける機会を保障す
るために設けられた特例的な措置であり、これを拡
大することは不適当。

C

提案者からの意見では「外国人医師についてへき地
等の診療所が認められて、なぜ、病院は認められな
いのか、納得できないが、離島においては、診療所
のみならず、病院においても医師の確保が非常に
厳しい状況にある」とあり、病院であっても、医師不
足地域では、当該特例措置が拡大できないか検討
し、回答されたい。

日本の医師免許を取得した外国人の「医療」の在留
資格について、離島・へき地の診療に関しては、「診
療所」における診療に限定されているものを、特区
の枠組みによらず「病院」にも拡大する。

Ｂ－１ Ⅲ B-1 1136020 長崎県
しま交流人
口拡大特
区

外国人の在
留資格要件
（審査基準）
の緩和

ＮＰＯ法人の医療
参入

090162
0

ＮＰＯ法人は営利を目的としている法人ではないた
め、現行制度の下で参入は可能

D-1 D-1 D-1

病床過剰地域の
１０００床の高機
能病院の許可

090163
0

○病床過剰地域においてご要望のような１０００
床の高度機能病院を許可することは、次の理由
から不適切である。
（１）当該特区内で病床が増加した結果、医療費
が高騰すれば特区外の保険者が当該医療費を
負担することになる等結果的に特区外にも弊害
が及ぶ可能性があること
（２）当該特区内に医療資源が偏在・集中すること
○なお、今後、病床規制の在り方を含めた医療計
画の見直しを検討することとしており、平成１５年
のできるだけ早い時期に検討会を立ち上げること
としている。

C C C-1

医師・理学療法
士に対する一定
の上乗せ研修制
度の導入

090164
0

個々の医療従事者の質の向上のため、研修や民間
資格の創設を行うことについて、特段の規制はな

い。
Ｄ Ｄ D-1 2035010

財団法人
大阪クナイ
プ療法協会
NＰＯ法人
日本保養
地・保養地
医療連盟

健康特区

調整地域に
関する商業
施設の設置
の緩和。（飲
食・宿泊・
ショップ）

臨時的任用職員
の任用期間の最
長５年までの延
長可能化、労働
契約期間の最長
５年までの延長
可能化

090168
0

　労働基準法を適用するか否かは地方公務員法体
系の問題であり、地方公務員法体系において御要
望に添うための措置が適切になされれば、労働基
準法の例外規定となり、そちらの規定が優先される
ことになるため、労働基準法の規定は問題とならな
いことになる。

Ｅ Ｅ E 1043010 川口市
市職員の
任用につい
ての特区

臨時的任用
職員の任用
期間を最長
５年まで延長
可能にする。
また労働契
約期間を最
長５年まで延
長可能にす

1201010 足立区

生活創造
特区（福
祉・雇用分
野）

地方自治体
による無料
職業紹介事
業の実施

1254010 墨田区
産業活力
創生特区

地方公共団
体における
無料職業紹
介事業の実
施

1272010
埼玉県八
潮市

職業安定
所（ハロー
ワーク）の
権限（雇用
あっせん業
務等）の一
部を市に委
譲

職業あっせ
ん事業に関
する実施主
体の拡大

ⅠＢ-2

　現在、地方公共団体による無料職業紹介事業に
ついて、国と地方の二重行政となることのないよう配
慮しながら、実施を可能とすることを内容とする職業
安定法の改正案を通常国会へ提出する方向で準備
を進めているところである。

090170
0

地方公共団体に
よる無料職業紹
介事業の実施の
容認

１０万人の学
生と、世界：
１０００箇所
の５０階建て
ビルの住人
の健康を守
る拠点とし
て、活動を出
来る１０００
床の高機能
病院の許可
がほしい

医療の分
野では、２
４時間稼動
の１０００床
の高機能
病院の設
置

ＮＰＯ法人
申請中　Ｉ・
Ｈ・Ｈ・Ｓグ
ループ

2005160

Ｂ-2 Ⅰ B-2
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

1220080 兵庫県
国際経済
特区

労働者派遣
における派
遣期間の延
長
（物の製造
の業務）

1224010 兵庫県
産業集積
特区

労働者派遣
における派
遣期間の延
長
（物の製造
の業務）

第一種圧力容器
同士を接続する
配管について、
第一種圧力容器
の対象範囲から
除かれる場合の
明確化

090172
0

　平成１５年度中に、第一種圧力容器同士を接続す
る配管について、第一種圧力容器の対象範囲の考
え方について、明確化を図ることにより要望は満た
される。

B-1 Ⅳ B-1 Ⅳ B-1 1247070 茨城県
鹿島経済
特　　　区

配管の第１
種圧力容器
適用に係る
緩和

1247120 茨城県
鹿島経済
特　　　区

ボイラー・第
１種圧力容
器の停止開
放検査の自
主基準化

1273050 大分県

大分港環
境・産業活
性化・物流
特区

ボイラー・第
１種圧力容
器の性能検
査の緩和

ボイラー等の連
続運転の認定に
関する変更申請
が不要な「軽微な
変更」の範囲の
明確化

090174
0

　平成１５年度中にボイラー等の連続運転の認定制
度において、認定事業場で組織及び安全管理、運
転管理、保全管理、自動制御装置等を変更する場
合、軽微な変更として変更の認定を受ける必要がな
い範囲を明確化する。

B-1 Ⅳ B-1 Ⅳ B-1 1258050
名古屋港
管理組合

産業ハブ特
区

ボイラーの
連続運転認
定制度の変
更手続きの
簡素化

コンビナートにおける高圧ガス関係の検査頻度につ
いては、代替措置を講じることで特例として認められ
ているところであり、当該要望についても同様に具
体的に検討し回答されたい。

ボイラー等の開放検査の周期について、最長４年に
１度としているものを、更に延長することについて、
地方公共団体からその安全性を実証するデータ等
の提供を受け、安全性が検証された場合に、認める
こととする。
また、ボイラー等の１年を超える連続運転について
は事業場ごとに認定されるが、小規模事業場のみ
では安全管理、運転管理、保全管理等連続運転の
認定要件を満たさない場合、コンビナートを構成す
る他の事業場と共同して申請することにより、全体と
して認定要件が満足されるのであれば、認めること
とする。

Ｃ

Ｂ-2

　ボイラー、第一種圧力容器は内部に大きなエネル
ギーを保有しており、一度、破裂等の事故が発生す
ると大きな被害を生ずるおそれがあるため、定期的
な第三者による定められた内容の性能検査が必要
である。また、安全管理が良好な事業場について
は、所轄監督署長の認定により開放検査周期を最
大４年まで延長できる制度を設けているところであ
る。
　なお、平成１５年度中に、ボイラー等の性能検査に
ついて、優良な安全管理実績を有する事業場を対
象とした自主検査等のインセンティブ制度を導入す
ることとしている。

　ボイラー、第一種圧力容器は内部に大きなエネル
ギーを保有しており、一度、破裂等の事故が発生す
ると大きな被害を生ずるおそれがあるため、定期的
に公正、中立な第三者による定められた内容の性
能検査が必要であることから、自主基準による性能
検査は認められない。
　なお、ボイラー等の開放検査頻度については、学
識経験者等により安全とされたものである。

貴省の回答では、優良な安全管理実績を有する事
業場等を対象とした自主検査等のインセンティブ制
度を導入するとあるが、茨城県、大分県の提案は実
現できるのか。できなければ、どのような代替措置を
講じればできるのか、検討し、回答されたい。

Ⅰ
090171
0

「物の製造」の業
務の派遣期間の
延長

ボイラー、第一種
圧力容器の性能
検査についての
自主基準化及び
検査頻度の延長
（１回／５年）

901730

　現在、「物の製造」の業務についても、施行後一定
期間（３年間程度）経過後は３年まで受入れ可能と
することを内容とする労働者派遣法の改正案を通常
国会へ提出する方向で準備を進めているところであ
る。

Ｂ-2 Ⅰ B-2

Ａ Ⅳ A
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
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の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

港湾労働者派遣
事業における派
遣就業日数規制
の緩和

090175
0

関係者との間で検討中。 早期に検討し、回答されたい。

　港湾労働者派遣事業は、平成９年１２月の行政改
革委員会の最終意見における、「港湾労働の効率
化（コスト削減、サービスの向上）を求めれば、港湾
運送の安定化（労使関係の安定化等）が損なわれる
という懸念があるため、この２つの目標をどのように
バランスをとって解決するかという視点も重要」であ
り、「安定した労働関係の確保を前提とした効率的
な経営、就労体制の確立」を図るべきとの提言を踏
まえ、創設されたものであり、安定した労使関係を損
なうことのないよう、派遣日数制限等について労使
合意の上に運営されているものである。
　一方、今回提案があった特区における港湾労働者
派遣事業の派遣日数制限の緩和については、現時
点では、特区での実施について関係労使の合意が
得られておらず、労使双方とも基本的に港湾労働法
に基づく制度全般のあり方等の検討の中で是非を
判断すべき問題であるとしており、こうした中で、今
回の提案を拙速に実施することとすれば、港湾にお
ける秩序に深刻な混乱を生じさせ、我が国の貿易及
び経済活動に深刻な悪影響を与えるおそれが強く、
現時点において、これを実施することは困難であ
る。
　なお、港湾労働者派遣事業全般については、法の
附則に基づき、今回提案があった派遣日数制限を
含め、前回の改正港湾労働法の施行（平成１２年１
０月１日）から３年を経過した場合に、関係労使等か
らなる審議会において、法の施行状況を勘案の上、
そのあり方等を検討する予定としており、その結果
に基づいて できるだけ早期に必要な措置を講じて

C C C-1 1282010 大阪市
国際交易
特区

港湾労働者
派遣事業に
おける派遣
就業日数規
制の緩和

1293010 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩ
ＴＣＯ）の規
制緩和特
区

技能実習移
行対象職種
に農業一般
（果樹園芸を
含む）を追加
する。

1293020 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩ
ＴＣＯ）の規
制緩和特
区

技能実習移
行対象職種
に林業を追
加する。

1293030 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩ
ＴＣＯ）の規
制緩和特
区

食品製造関
係（５種１０
作業）に「キ
ノコ類人工
榾木製造」を
追加する。

都道府県が職業
能力開発大学校
等を設置する際
の厚生労働大臣
への協議及び同
意の廃止（届出
制の導入）

090177
0

　 都道府県が職業能力開発大学校等を設置すると
きは、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その同意
を得ることとしている。これは、本来、国が設置すべ
き公共職業能力開発施設を都道府県が設置しよう
とする場合には、国がそれに要する経費の一部の
補助等を行う一方で、国及び都道府県が設置する
公共職業能力開発施設が相互に競合することがな
いように公共職業能力開発施設の適正な設置・運
営等を図ることとするものである。
　このため、熊本県が要望するように、既存の国の
補助等を維持しつつ、都道府県が職業能力開発大
学校等を設置する際の厚生労働大臣への協議及び
同意を廃止することは困難である。

F F F 1312030 熊本県
先端産業を
担う人材育
成特区

職業能力訓
練開発大学
校等を設置
する際の大
臣協議、同
意の廃止

D-1
提案は、（財）国際研修協力機構の認定によること
なく、対象職種を拡大したいというもので、これにつ
いて実現できないか、検討し、回答されたい。

１．提案主体の上勝町に確認したところ、職業能力
開発促進法に基づく技能検定制度の整備にこだわ
るわけではなく、（財）国際研修協力機構（ＪＩＴＣＯ）
の認定による対象職種の拡大でも、問題ないものと
しているところである。
２．また、技能実習制度は、開発途上国への技術・
技能移転を行う国際貢献のための制度であり、研修
により一定水準以上の技能等を習得したものと認め
られる外国人研修生に対し、その後、雇用関係の下
で技能等の熟練度を高める機会を与えるものである
ことから、その移行対象職種については、対象技能
が公的に評価できるものであって、かつ、研修生送
出国のニーズに合致するものであることが必要であ
る。
３．これらの要件が必要とされるのは、①研修の成
果を客観的かつ公正に判断することが制度上必要
不可欠であり、評価制度を抜きに技能実習制度とし
ての措置は出来ないものであり、②研修生送出国
のニーズに合致した職種でなければ、技能移転の
効果が期待できないばかりでなく、単純労働力の活
用を認めることにもなりかねず、制度の趣旨に反す
ることにもつながることから、研修生送出国のニーズ
に合致していることも必要不可欠だからである。
４．技能実習移行対象職種の追加に当たっては、こ
れらの要件が満たされる職種であれば、ＪＩＴＣＯの
認定を受け、全国的に対応が可能となるが、一方、
これら要件のどちらかでも緩和することとすれば、開
発途上国への技術・技能移転を行う国際貢献のた
めの制度である技能実習制度のわくを越えるもので
あり、本制度により対応することはできない。
なお 「農業一般」等について 上記の要件が満た

　職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種に
農業一般等を追加することとしなくとも、（財）国際研
修協力機構に認定されれば、技能実習移行対象職
種（作業）の拡大は可能である。

技能実習移行対
象職種等の拡大

090176
0

D-1 D-1
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

大学、公設試験
研究機関等へ研
究員をORT研修
として派遣する際
の費用のキャリ
ア形成促進助成
金(訓練給付金)
の対象化

090178
0

　当該要望を実現するに当たっては、助成対象
を拡大する必要があり、新たな予算措置が必要
となる。このため、従来型の財政措置を講じな
いとする構造改革特区の方針に反するものであ
る。

F F F 1315020 山形県
超精密技
術集積特
区

大学、公設
試等へ研究
員を派遣す
る際のキャリ
ア形成促進
助成金の対
象化

企業を構成員と
する社団法人が
行う無料職業紹
介事業の許可制
から届出制への
移行

090179
0

　社団法人の行う無料職業紹介事業については、団体の
適正性が他の制度により確保される等により事業運営の
適格性に問題が少ないと一義的に判断することが困難で
あり、求職者保護の観点から、届出制とすることは困難で
ある。
　本規制を特区内において緩和した結果、求職者保護に
欠ける事態が生じた場合、適切な代替措置を講ずることは
困難である。

貴省の回答によれば、社団法人であっても、他の制
度等で確保されるなどで適正性に問題ないとすれ
ば、届出制が可能となるよう特区において実現でき
るか」検討し、回答されたい。。

　社団法人を含め公益法人については、公益法人
の公益性についての判断基準が不明確であり公益
法人といえない性格のものが混在していること等が
指摘されていることや、公益法人の設立許可及び指
導監督基準（平成８年９月２０日閣議決定）におい
て、公益法人は「積極的に不特定多数の者の利益
の実現を目的とするものでなければなら」ないとされ
ていること等を踏まえ、現在、その制度の抜本的改
革に向けて議論が行われているところである。
　このため、公益法人が自己の構成員を対象とした
無料職業紹介事業を行うことについては、政府にお
いて今後取りまとめられる当該議論の結論を踏ま
え、公益法人制度の見直しを待つべきである。

Ｃ Ｃ C-1 1440010 長野県
無料職業
紹介特区

無料職業紹
介事業に関
する許可制
から届出制
への移行

職業安定法第４
条の求人求職の
紹介の他新規事
業情報交流の特
例化

090180
0

　要望は国が行う事業の追加であり、事業実施主体を国と
していることから特区の主旨に合致せず事実誤認である。
　なお、経済産業省においては、創業・起業の促進の観点
から、例えば起業を志す者に対して、民間ベンチャーキャ
ピタルとのマッチング等、具体的な事業化までのトータル
サービスを実施するため、ＷＥＢサイト等を通じた各種支
援サービスを提供するなどの様々な取組を行っているとこ
ろである

Ｅ Ｅ E 2011010 個人

新規事業
増大促進
化対策と雇
用環境の
改善策

職業安定法
第４条の求
人求職の紹
介の他新規
事業情報交
流の特例化

労働安全衛生法
のクレーンの運
転の資格の緩和

090181
0

　具体的な作業内容、有している資格等について、
提案元に確認しているところであり、確認でき次第、
検討の上回答する。

早急に確認し、回答されたい。

　提案にある「同等の資格」として想定されているも
の及び代替の安全対策等について、問い合せをし
ているところであり、回答があり次第検討することと
している。

早急に確認し、回答されたい。
提案元から代替の安全対策等について具体的な提
案が得られなかったため、対応することは困難であ
る。

C-1 C-1 2137050
宇宙開発
事業団

宇宙開発
特区

労働安全衛
生法のク
レーン等の
運転の資格
緩和

社会保険労務士
の業務範囲の拡

大

090182
0

　 弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取
扱の禁止を定めているのは、厳格な資格要件が設
けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のための
必要な規律に服すべきものとされるなど、法律専門
家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の
措置が講じられた弁護士が法律事務を独占すること
が、国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序
の維持のために必要とされたからである。

   また、社会保険労務士法においては、労働及び社
会保険に関する法令に基づく国民の権利義務を適
正に実現するため、労働社会保険諸法令の専門家
としての能力・識見を有する者に対して社会保険労
務士の資格を与え、これらの者に事業における労務
管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険
諸法令に基づく社会保険に関する事項についての
相談・指導業務などの社会保険労務士業務を行わ
せているところである。

   このような法律の趣旨に鑑みれば、能力的担保等
がない社会保険労務士業務以外の分野に関して法
律相談業務を行うことは、国民の利益を害するおそ

提案者の要望は弁護士の大都市偏在による地域に
おける法律相談の需要に十分な対応がなされてい
ない現状に対し他の資格者を活用することで対応す
ることを目的とするものである。提案の主旨に鑑み、
地域を限定し資格に応じて行うことができる法律相
談業務の内容、地域要件を特定することにより、特
区において実現できないか具体的に検討し、対応さ
れたい。

  社会保険労務士が非専門分野の法律相談を業と
して行うためには、能力的担保等の所要の措置を講
じることが必要である。所要の措置を講じないまま
社会保険労務士が非専門分野の法律相談を業とし
て行うことは、国民に不測の損害を与えかねないこ
とから、適当でない。
　また、専門的な業務を処理するためには必要な知
識・能力を有する者に資格を付与するという資格制
度の趣旨からも、資格の業務範囲の変更について
は、全国的に、資格法制全体の在り方を視野に入
れて検討するべきである。
　なお、法律相談等の需要への十分な対応につい
ては、現在、政府の司法制度改革の一環として検討
されているものと承知している。

Ｃ Ｃ E 2146100
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談
自由化特
区

社会保険労
務士の業務
範囲の拡大
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特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

2147030
(株）東京
リーガルマ
インド

就業体験
特区

雇用保険法
の適用除外

2152160
(株）東京
リーガルマ
インド

ビジネス・
ハイスクー
ル設置特
区

雇用保険法
の適用除外

2147040
(株）東京
リーガルマ
インド

就業体験
特区

労働基準法
の解雇制限
の緩和

2152170
(株）東京
リーガルマ
インド

ビジネス・
ハイスクー
ル設置特
区

労働基準法
の解雇制限
の緩和

F

C、Ｄー
１

　（御提案の「休業手当規定の適用除外」について）
　賃金は、労働者の生活を保障する水準であるべき
ではあるが、本来的には労務の対価としてふさわし
い額を支払うべきであり、「その主目的がフリーター
及び若年失業者に就業体験を積ませることにありま
す。したがって、当該会社の賃金において労働者の
生活を保障する必要性に乏しく」ということであるか
らといって、それだけの理由で賃金等を不当に低い
水準にしたり、また、払わなくてもよいとすることが認
められるものではない。
　そこで、今回御提案の法人の内容をみると、就業
体験を積ませることが主目的であるといわれるが、
法人が法人として成立するためには、その組織を維
持するために必要な資金は労働者の労働から得な
ければならず、そのためには一定の強度の労働を
行うことは必須であると考えられる。他方、労働者側
の状況をみても、フリーターや若年失業者といって
も、たしかに専門的な知識・経験はないかもしれず、
そのために就業体験を積ませるのであろうが、基礎
的な労働能力が他の労働者と比べて極端に落ちる
ということはあり得ず、一定の労働能率を発揮できる
ことは否定できない。
　とすると、今回御提案の法人において、たしかにＯ
ＪＴとしての訓練は行われるとしても 労働法の適用

　雇用保険制度は、労働者の生活及び雇用の安定
を図ること等を目的として、労働者が失業した場合
に必要な給付等を行うための社会保険制度であり、
強制適用を原則としている。
　雇用保険料は税と同様に納付が義務付けられて
おり、雇用保険の適用除外については、税の減免措
置と同様に「従来型の財政措置」に当たる。

090183
0

雇用保険法の適
用除外

労働基準法の休
業手当規定の適
用除外

090184
0

労働基準法の解
雇制限の緩和

090184
0

労働基準法
の休業手当
規定の適用
除外

2152180
(株）東京
リーガルマ
インド

ビジネス・
ハイスクー
ル設置特
区

就業体験
特区

労働基準法
の休業手当
規定の適用
除外

2147050
(株）東京
リーガルマ
インド

御提案の趣旨は、「就業体験を主目的とする就業で
あるから、労働者としての性格がきわめて薄く、労働
法を適用することが適当でない。」ということが中心
的な内容であると考えられる。
　仮に、御提案の内容が、就業体験といっても労働
者を雇用して行うことが必須だということなのであれ
ば、雇用の形態をとったうえで企業において技能の
実習を行う技能実習制度などの同様の趣旨と考え
る制度においては、労働法が完全に適用されている
ということとの均衡なども踏まえ、労働法の各規定ご
とに、その規定を適用しないことが妥当であるか否
かを、一定の要件が満たされる場合には特定の労
働法の規定適用しないこととしている従来の制度
（例：最低賃金の適用除外制度、監視断続労働に係
る労働時間法制の適用除外制度等）との均衡も考
え、その是非を検討する必要があると考える。

（御提案の「解雇制限の緩和」について）
　そこで、御提案の「解雇制限の緩和」についてみる
と、御提案の就業体験を主目的とする就業は、有期
労働契約により行うこととしているが、有期労働契約
によった場合には、労働契約の満了とともに当該労
働契約は終了することとなる。すなわち、フリーター
等が労働契約期間中に業務上の傷病等により休業
したとしても、当該契約期間が満了した場合には、
当然に退職になり、解雇する必要はないことから、
御提案のような制度を作る場合に、労働基準法第１
９条はまったく障害にならない。したがって、このよう
な意味で御提案されているものであれば現行制度
により対応可能である。
　なお、有期契約期間内における解雇については、
そもそも５年未満の有期契約期間内の解雇は民法
においても禁止されているほか、労働基準法第１９
条の趣旨にかんがみても、労働者が自らの責任に
よる私傷病ではなく、業務上の傷病により休業せざ
るを得ない場合や、産前産後の休業という労働の中
断が必要であると社会的かつ法律的に認められて
いる場合にまで、契約期間、それも、御提案では２ヶ
月以内というきわめて短い期間の満了を待たずに、
解雇を認めなければならない理由はないので、就業
体験を主目的とする場合であっても、御提案は認め
られないと考えられる。

F F

C、Ｄー
１

D-1

C-1

47 / 49 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第２次 2005/8/2413:43

特例事項
管理
コード

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答
「措置
の分
類」

「措置
の内
容」

各省庁からの回答に対する構造改革
特区推室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対する回答

「措置
の分
類」の
見直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

「措置
の分
類」の
特区推
進室の
判断

提案事項コー
ド

提案主体名特区構想名
規制の特例
事項（事項
名）

教育訓練給付の
要件(被保険者で
あった期間）の緩
和

090185
0

　教育訓練給付については、被保険者であった期間
に係る要件を全国的に緩和することとしている。（平
成15年５月１日施行予定）

B-1 Ⅰ B-1 Ⅰ B-1 2153020 ㈱ウィン
教育関連
特区

教育訓練給
付制度の中
の雇用保険
を５年以上
かけているも
のを対象とし
ている部分

○　上記までに述べたことに加え、年少者の保護規
定については、憲法第２７条第３項やＩＬＯ条約の精
神を踏まえて特別に置かれているものであり、年少
者の労働時間規制の適用除外を特区において試し
に行うことは困難である。

○　さらに、労働基準法の規定は、労働条件につい
て、最低限の絶対的必要条件を定めるものであり、
特に、同法第６章の２は、母性保護等の観点から設
けられているものであり、当該規定違反に対して
は、罰則を課し、その実効を担保しているところであ
るため、当該最低基準について、代替措置等を講ず
ることにより担保することは不可能であり、特区とし
て対応することは不適切である。

知的障害児施設
における職員の
一般的要件の緩

和

090187
0

知的障害児施設において、児童指導員及び保育士
は、施設から地域生活へ移行を進めていくための療
育を専門的に行っている職員である。その職員を、
介護だけを行う介助員に代えるた場合、療育の質が
担保されず、地域生活への移行が進まないことが想
定される。具体的には、知的障害児が施設に入所し
ている期間が長期となり、過齢児が増加することに
なるおそれが強い。このため、児童指導員及び保育
士を介助員に代えることは認められない。

C - C - C-1 1111010
新潟県柏
崎市

知的障害
児福祉特
区

知的障害児
施設におけ
る職員の一
般的要件の
緩和

Ｃ

ＪＴとしての訓練は行われるとしても、労働法の適用
除外を行わなければならないほどの非能率的な労
働が行われるとは考えられない。
　また、双務契約である労働契約という形態をとるの
であれば、「使用者の責めに帰すべき事由による休
業」という、すなわち使用者側の債務不履行につい
て保証しないという理由もない。これは、最低賃金の
適用除外がなされる労働者についても、労働基準法
第２６条が適用除外になっていないという点からも明
らかである。
　このようなことから、休業手当の適用を除外するこ
とはできないものである。

○　「国際競争力の強化のため、新事業創出力にお
いて世界に先駆け、ホワイトカラーに伸び伸びと力
を発揮してもらう」ことを目的とした御提案は、大都
市部や工業地帯等特定の地域についてのみ生じう
るものではない。
○　いわゆるホワイトカラー労働者は、労働基準法
上３つの類型に分類され、
　①　監督・管理の地位にある者等、最も裁量があ
ると考えられる者については、既に、労働基準法第
４１条第２号により、労働時間規制は適用除外となっ
ている。
　②　研究開発の業務や事業運営上の企画立案の
業務等については、①に次いで裁量性を有する者と
して、労働基準法第３８条の３及び第３８条の４にお
いて、裁量労働制の対象になっており、一定程度の
多様な働き方が認められている。
　③　①及び②以外のいわゆるホワイトカラー労働
者については、労働基準法の労働時間規制が適用
されている。
○　以下の理由から、上記②の者について、御提案
の労働時間規制の適用除外を特区において試しに
行うことはできない。
　・　上記②の者は、監督・管理の地位にある者等と
異なり、使用者から一定程度の包括的な指揮命令
を受けているにもかかわらず、労働時間規制を完全
に適用除外すれば、これは、例えば週に１日の休日
や年次有給休暇を取ることも適用除外にすることで
あって、働き過ぎによる過労死等労働者の生命・身
体に危害が加わる可能性が高いこと。
　・　御提案によれば、現状の問題点は「裁量労働
制の要件緩和は進みつつあるが、未だ不十分」との
ことである。厚生労働省においては、企画業務型裁
量労働制については、導入手続が煩雑であり、適用
対象事業場等が限定的であるとの指摘もあり、その
手続の簡素化や適用対象事業場等の拡大を図るこ
とについて検討し、昨年１２月に関係審議会におけ
る結論を取りまとめたところである。今後、当該結論
を踏まえ、今通常国会に法案を提出する等所要の
措置を講ずることとしており、こうした取組を通じて御
要望は満たされうるものと考えていること。
○　上記③の者に係る労働時間規制の適用除外
は、業務遂行や時間管理が実質的に労働者に任さ
れていないにもかかわらず 使用者の時間管理義

ホワイトカ
ラーイグゼ
ンプション
特区

2170010

ホワイトカラーに
ついて、労働基
準法第四章、第
六章及び第六章
のニで定める労
働時間、休憩及
び休日に関する
規定の適用除外

化

090186
0

Ｃ C-1
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児童短期入所事
業の実施主体の
拡大

090188
0

施設長や直接処遇職員(介護職員等）等の必要な職
員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理
室、洗濯室又は洗濯場その他サービスを提供する
上で必要な施設設備を設ける場合には、ＮＰＯ法人
の運営により、地域の家屋においても児童短期入所
事業の実施を可能とする。

Ａ Ⅳ Ａ Ⅳ A 1188010 岐阜市

児童短期
入所事業
の人員と施
設設備等
の基準の
緩和特区

児童短期入
所事業の実
施主体の拡

大

知的障害者通所
更生施設の身体
障害者の利用

090189
0

近隣の身体障害者更生施設等から、①治療及び訓
練に必要な機械器具等を用いること、②職業訓練、
作業療法等身体障害者の更生に必要な治療又は
指導を行うこと、③その更生に必要な訓練を行うこ
と、について支援が受けられる場合には、身体障害
者が知的障害者通所更生施設を利用することを可
能とする。

Ａ Ⅳ Ａ Ⅳ A 1227010 台東区

知的障害
者通所更
生施設に
おける身体
障害者の
相互利用

知的障害者
通所更生施
設の身体障
害者の相互
利用

治験専門職員（Ｃ
ＲＣ）のうち、任期
付職員に限定し
た、国家公務員
の定員数からの
除外化

901980 総務省より回答

自治体の提案は、臨床試験の迅速化のためには、
現在の職員体制では限界があることの改善を図るも
のであり、治験迅速化の体制整備の一つとして何が
できるか、貴省の所管範囲で具体的に検討し、回答
されたい。

提案内容は、治験の迅速化を図る観点から、職員
体制の強化のために、総定員法の特例を求めるも
のであるため、総務省より回答。

自治体の提案は、臨床試験の迅速化のためには、
現在の職員体制では限界があることの改善を図るも
のであり、治験迅速化の体制整備の一つとして何が
できるか、貴省の所管範囲で具体的に検討し、回答
されたい。

提案内容は、治験の迅速化を図る観点から、職員
体制の強化のために、総定員法の特例を求めるも
のであるため、総務省より既に回答済。なお、国立
病院・療養所においては、治験の推進のため、従来
より、治験管理室の整備や治験コーディネータとして
薬剤師・看護師の増員を行っているところであり、平
成１５年度においても、薬剤師・看護師各８名の増員
を予定している。また、平成１６年度の独立行政法
人化後は、移行する施設の職員は総定員法の適用
対象外となる。

E 1265010 大阪府

バイオメ
ディカル・ク
ラスター創
成特区

治験専門職
員（ＣＲＣ）の
うち、任期付
職員に限定
して、国家公
務員の定員
数から除外
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